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はじめに  

 

千葉市下水道設計指針 (管きょ編 )は、本市の下水道管きょ施設の実施設計を行う上での

技術的基準を明示することにより、統一的な設計を図り、下水道事業を的確に推進する

ことを目的として、平成元年度に制定された。その後、平成 8 年 4 月、平成 14 年 4 月及

び平成 18 年 4 月、平成 26 年 4 月に内容が見直され、今日に至っている。  

前回の改定から 8 年が経過し、この間に (公社 )日本下水道協会発行の「下水道施設計

画・設計指針と解説」、「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の改定が行われた。  

下水道事業は、従来の整備優先の時代から、膨大な下水道ストックを適切に維持管理

する時代へ遷り変ってきている。また、東日本大震災を教訓とした、下水道施設の耐震

対策や減災対策が求められている。  

このような背景の中、本市における下水道事業のより一層の進展を図るため、最新の

技術基準や技術動向を反映し、第 5 回改定の設計指針を刊行した。  
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第 1 章 総則 
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第1章  総則  

1.1 適用範囲  

本設計指針は、下水道施設のうち管路施設の実施設計に適用する。  

【解説】  

本設計指針は、一般的な条件での施設構造、施工法、設計手法に関する改定時点での

標準的考え方を示したものである。ここに示されていない条件や適用範囲外の構造・施

工法等については、個別に検討を行うこととする。  

 

1.2 基本方針  

実施設計にあたっては、千葉市公共下水道計画に従うとともに、関連する法規、設計

基準類に準拠しなければならない。  

 

【解説】  

千葉市下水道設計指針 (平成 26 年 4 月 )が発刊されてから既に 8 年が経過しているが、

この間にさまざまな指針、基準類等の改定が行われた。これらの内容が下水道管路施設

の実施設計に反映されるよう指針の改定を行うものである。  

 

設計指針の改定にあたっての基本方針は、以下のとおりとした。  

 

(1) 関連する本市の諸基準の制定・改定を盛り込んだ。  

(2) 「下水道施設計画・設計指針と解説」 (日本下水道協会 )をはじめとした準拠する指

針・基準類の改定内容を反映した。  

(3) 令和元年9月改定の「建設工事公衆災害防止対策要綱の解説」（国土交通省）の内容

を反映した。  

(4) 公表されている指針・基準類に準拠する場合はその名称を明示するとともに、具体

的な内容は準拠図書によるものとし、基本的な内容・考え方や設計にあたっての留

意点等を記述した。  
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1.3 実施設計のフロー  

下水道管路施設実施設計の標準的なフローを  

図  1.3.1 に示す。  

【解説】  

実施設計は、次のような手順で実施するものとし、各段階ごとに十分な審査を行う。  
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図  1.3.1 実施設計審査フロー図  

 

第 1段階 第 2 段階  第 3 段階  第 4 段階   

諸 調 査 

測 量 

工法検討 

図面作成 
数量計算 

工程計算 

積 算 
工 事 

 

・  各ステップ段階において担当者間で図書の確認をする。  

(必要に応じて各審査会にかける。 ) 

・  関係機関との協議においては、協議内容に応じた協議図書を作成する。  
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1.4 関連法規  

下水道事業全般に関する法体系を図  1.4.1 に、主に実施設計にあたって関連する法規

類を表  1.4.1 に示す。  

【解説】  

実施設計にあたっては、該当する法律を遵守すると共に、千葉市公共下水道計画と十

分整合を図る必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1.4.1 下水道事業に関連する法体系  

下水道の設置・管理に関する法令  都市施設としての下水道に関する法令  

下水道法 都市計画法  

下水道法施行令  

下水道法施行規則  

千葉市下水道条例 千葉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例  

千葉市下水道条例施行規則  千葉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 

下水道の経営に関する法令  

地方公営企業法  
地方財政法  地方自治法 

地方公営企業法施行令  地方財政法施行令  地方自治法施行令  

地方公営企業法施行規

則  

地方自治法施行規則  

千葉市下水道事業の設置に関する条例  

千葉市下水道事業会計規則  

公 害 に 関 す る 法 令             

環境基本法  ダイオキシン類対策特別措置法  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

悪臭防止法  大気汚染防止法  水質汚濁防止法  

千葉市下水道条例  千葉市環境保全条例  

千葉市下水道条例施行規則  千葉市環境保全条例施行規則  

千 葉 市 廃 棄 物 の 適 正 処 理 及
び 再 利 用 等 に 関 す る 条 例  

千 葉 市 廃 棄 物 の 適 正 処 理 及
び 再 利 用 等 に 関 す る 規 則  

千葉市公共下水道事業受益者分担金条例  

千葉市公共下水道受益者分担金条例施行規則  

土壌汚染対策法  
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表  1.4.1 関連法規類  

準拠法令  公布年月日  主な規制事 項  

下水道法  昭 33. 4.24 下水道施設 の設置 目的、設 置・ 管理の基準 等の制 定  

(都市計画 関係 )   都市計画の 手続き 、都市計 画区 域内の規制 および 都市

計画事業地 内の行 為の規制  都市計画法  昭 43. 6.15 

国土利用計 画法  昭 49. 6.25 土地路用基 本計画 の作成、 土地 取引の規制 と措置  

(自然・文 化財保護 関係 )               

自然公園法  昭 32. 6. 1 
国立公園、 国定公 園、都道 府県 立自然公園 内の行 為の

規制  

都市公園法  昭 31. 4.20 都市公園内 の占用 に関する 規制  

文化財保護 法  昭 25. 5.30 
史跡・名勝 ・天然 記念物お よび 埋蔵文化財 包蔵置 内の

工事の規制  

自然環境保 全法  昭 47. 6.22 自然環境保 全地域 の規制  

都市緑地法  昭 48. 9. 1 緑地の保全 および 緑化の推 進に 関する規制  

森林法  昭 26. 6.26 森林計画、 保安林 その他の 森林 に関する規 制  

(河川関係 )               

海岸法  昭 31. 5.12 海岸保全区 域の占 用および 行為 の規制  

河川法  昭 39. 7.10 
河川区域お よび河 川保全区 域内 の占用およ び行為 の規

制  

公有水面埋 立法  大 10. 4. 9 
河、湖、沼 等の公 共の用に 供す る水流、水 面の占 用お

よび行為の 規制  

工業用水法  昭 31. 6.11 工業用水・ 地下水 の水源に 関す る法律  

海洋汚染及 び海上 災害の防 止に 関する法

律  
昭 45.12.25 海洋への油 の流出 および廃 棄物 の排出規制  

(道路交通 関係 )               

道路法  昭 27. 6.10 道路の占用 に関す る規制  

道路交通法  昭 35. 6.25 道路の使用 に関す る規制  

(環境・公 害・廃棄 物関係 )               

環境基本法  平  5.11.19 環境の保全 、公害 の防止に 関す る規制  

水質汚濁防 止法  昭 45.12.25 公共用水域 に対す る排水の 規制  

騒音規制法  昭 43. 6.10 工事騒音に 対する 規制  

振動規制法  昭 51. 6.10 工事振動に 対する 規制  

大気汚染防 止法  

土壌汚染対 策法  

昭 43. 6.10 

平 14. 5.29 

粉じん等の 排出規 制  

土壌中の有 害物質 に関する 規制  

悪臭防止法  昭 46. 6. 1 悪臭物質の 排出規 制  

廃棄物の処 理及び 清掃に関 する 法律  昭 45.12.25 廃棄物に対 する処 理の規制  

千葉市環境 影響評 価条例  平 10. 9.24 
環境保全の ための 計画、設 計、 工事に関す る事前 およ

び事後の対 応  

資源の有効 な利用 の促進に 関す る法律  平  4. 4.26 副産物に対 する処 理の規制  

産業廃棄物 の処理 に係わる 特定 施設の整

備の促進に 関する 法律  
平  4. 5.27 産業廃棄物 処理施 設に関す る法 律  

エネルギー 等の使 用の合理 化及 び再生資 平  5. 3.31 省エネルギ ーおよ びリサイ クル 促進に関す る法律  
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源の利用に 関する 事業活動 の促 進に 関す

る臨時措置 法  

温泉法  昭 23. 7.10 温泉の保護 と利用 に関する 法律  

(災害防止 関係 )               

宅地造成等 規制法  昭 36.11. 7 宅地造成工 事規制 区域内の 行為 の規制  

地すべり等 防止法  昭 33. 3.31 地すべり防 止区域 内の行為 の規 制  

急傾斜地の 崩壊等 による災 害防 止法  昭 44. 7. 1 急傾斜地崩 壊によ る災害防 止指 定区域内の 行為の 規制  

消防法  昭 23. 7.24 火災防止の ための 遵守すべ き安 全措置  

火薬類取締 法  昭 25. 5. 4 火薬類の製 造、販 売、運搬 、そ の他取扱い の規制  

労働安全衛 生法  昭 47. 6. 8 労働災害防 止のた めの遵守 すべ き安全措置  

砂防法  明 30. 3.30 治水上実施 する砂 防工事に 関す る基準  

(その他 )               

建築基準法  昭 25. 5.24 建築物の敷 地、構 造、設備 およ び用途に関 する法 律  

電気事業法  昭 39. 7.11 電気工作物 の工事 、維持お よび 運用に関す る規制  

建築工事公 衆災害 防止対策 要網  平  5. 1.12 
建設工事を 施工す るにあた って 遵 守すべき 最小限 の技

術的基準  

薬液注入工 法によ る建設工 事の 施工に関

する暫定指 針 (国土交通省 ) 
昭 49. 7.10 薬液注入工 法に関 する規制  

建設工事に 伴う騒 音、新道防 止 対策技術指

針 (国土交 通省 ) 
昭 51. 3. 2 建設工事の 騒音お よび振動 に関 する規制  

農地法  昭 27. 7.15 農地に関す る規制  

農業振興地 域の整 備に関す る法 律  昭 44. 7. 1 農業振興地 域に関 する規制  

毒物及び劇 物取締 法  昭 25.12.28 毒物および 劇物の 取締まり に関 する法律  
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1.5 参考文献  

本設計指針が準拠し、又は参考とする主な図書類を以下に示す。  

【解説】  
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4)「千葉市地域防災計画」  千葉市防災会議  

5)「千葉市の下水道と河川  」  千葉市建設局  

6)「マンホールポンプ場移管マニュアル」  千葉市建設局  

7)「雨水流出抑制指導基準」  千葉市  

8)「雨水流出抑制指導基準」  千葉市  

9)「下水道施設計画・設計指針と解説 (前編 )」 (公社 )日本下水道協会 (2019) 

10)「下水道維持管理指針 (実務編・マネジメント編・総論編 )」  

 (公社 )日本下水道協会 (2014) 
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41)「トンネル標準示方書」開削工法編  (公社 )土木学会 (2016) 

42)「トンネル標準示方書」シールド工法編  (公社 )土木学会 (2016) 

43)「トンネル標準示方書」山岳工法編  (公社 )土木学会 (2016) 

44)「道路橋示方書 (Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編 )・同解説」 (公社 )日本道路協会 (2017) 

45)「道路橋示方書 (Ⅴ耐震設計編 )・同解説」  (公社 )日本道路協会 (2017) 

46)「道路土工－カルバート工指針」  (公社 )日本道路協会 (2009) 

47)「道路土工－仮設構造物工指針」  (公社 )日本道路協会 (1999) 

48)「道路構造令の解説と運用」  (公社 )日本道路協会 (2021) 

49)「下水道雨水浸透技術マニュアル」  (公財 )下水道新技術推進機構 (2001) 

50)「下水道マンホールポンプ施設技術マニュアル」  

 (公財 )下水道新技術推進機構 (1997) 

51)「地盤工学ハンドブック」  (公社 )地盤工学会 (2004) 

52)「根切り工事と地下水」 (公社 )地盤工学会  (平成 3 年 ) 

53)「下水道管きょ学」  (株 )環境新聞社 (2001) 

54)「下水道管きょ設計・積算チェックリスト」近代図書 (株 )(2001) 

55)「ウェルポイント工法便覧」理工図書 (株 )(2007) 

56)「薬液注入工  設計資料」  (一社 )日本グラウト協会 (2021) 

57)「JET GROUT 技術資料」  (一社 )日本ジェットグラウト協会 (2013)  

58)「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」（公社）日本下水道協会（ 2004） 

59）「汚水桝設置基準」  千葉市建設局  

60）「道路上の公共桝の移設について」  千葉市建設局  

61）「下水道管路施設ストックマネジメントの手引き」日本下水道協会 (2016) 

62）「道路掘削復旧基準」 千葉市建設局  

63）「土止め先行工法に関するガイドラインとその解説」  建設業労働災害防止協会

（2004 年） 

注）市発刊図書は最新版を確認すること。  
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【図、表、フローチャートの出典略称名】  

本指針において参考とした図、表、フローチャートの出典は以下の略称を用いる。  

以下に定めていない文献を出典とする場合は、正式名称で表記する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準文献名等  略称  

「下水道施設計画・設計指針と解説 (前編 )」  (公社 )日本下水道協会 (2019) 設計指針  

「下水道推進工法の指針と解説」  (公社 )日本下水道協会 (2010) 推進指針  

「下水道施設の耐震対策指針と解説」  (公社 )日本下水道協会 (2014) 耐震指針  

「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」 (公社 )日本下水道協会 (2004) 小規模指針  

「下水道管路施設設計の手引き」  (公社 )日本下水道協会 (1991) 管路設計手引き  

「下水道施設耐震計算例  管路施設編 (前編 )」  (公社 )日本下水道協会 (2015) 耐震計算例 (前 ) 

「下水道施設耐震計算例  管路施設編 (後編 )」  (公社 )日本下水道協会 (2015) 耐震計算例 (後 ) 

「下水管きょ改築等の工法選定手引き (案 )」  (公社 )日本下水道協会 (2002) 管きょ改築手引き  

「下水道マンホール安全対策の手引き (案 )｣ (公社 )日本下水道協会   (平成 11

年 ) 
マンホール安全対策  

「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン (案 )」 (公社 )日本下水道

協会 (平成 29 年 ) 
管きょ更生ガイドライン  

「下水道用設計積算要領管路施設 (開削工法 )編」  (公社 )日本下水道協会 (2015) 積算要領・開削  

「トンネル標準示方書」開削工法編  (公社 )土木学会 (2016) トンネル示方書・開削  

「トンネル標準示方書」シールド工法編  (公社 )土木学会 (2016) トンネル示方書・シールド  

「道路橋示方書 (Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編 )・同解説」  (公社 )日本道路協会 (2017) 道路橋示方書・下部  

「道路土工  仮設構造物工指針」  (公社 )日本道路協会 (平成 11 年 ) 道路土工  仮設工  

「道路土工  カルバート工指針」  (公社 )日本道路協会 (平成 25 年 ) 道路土工  カルバート  

「根切り工事と地下水」 (公社 )地盤工学会  (平成 3 年 ) 根切り工事  

「日本下水道協会規格  JSWAS」  (公社 )日本下水道協会  JSWAS ○ -○  

「薬液注入工  設計資料」  (一社 )日本グラウト協会 (2021) 薬液注入  

「 JET GROUT 技術資料」  (一社 )日本ジェットグラウト協会 (2013) JETGROUT 

「下水道管きょ設計・積算チェックリスト」  近代図書 (株 )(2000) 設計チェックリスト  

「ウェルポイント工法便覧」理工図書 (株 )(2007) ウェルポイント工法  
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第2章  調査  

2.1 資料収集  

実施設計に際し、下記に示す資料を収集する。  

【解説】  

実施設計に必要な資料として、次のようなものが挙げられる。  

①  公共下水道計画図書 (施設・区画割平面図、流量表、幹線縦断図等 ) 

②  実施設計区域に関係する既設計、施工等の図書  

③  設計区域の地形図、道路台帳等  

④  道路・河川・住宅・造成・水道・ガス・電気・ＮＴＴ等の現状及び将来計画に関

する資料  

⑤  緊急輸送道路及び避難所等に関する資料  

⑥  急傾斜地・文化財保護区域等に関する資料  

⑦  土質調査報告書  

⑧  基準点・水準点等の点の記  

⑨  その他の必要な資料  

調査先は、設計担当者に確認して適切に実施する。  

2.2 現地調査  

原則として、以下の現地調査を行う。  

(1) 地形条件  

(2) 土地利用状況  

(3) 道路状況  

(4) 河川、水路等の状況  

(5) その他  

【解説】  

現地調査は、設計で必要となる以下の事項を把握するために実施する。  

(1) 地形条件  

地形図、施設平面図をもとに、下水道計画の流向等について現地との整合性を確

認するとともに、主な地盤高、排水施設、既設管等、設計区域全般の地形条件を把

握する。  

(2) 土地利用状況  

市街地、農地、公園等の土地利用状況を把握するとともに、急傾斜地等について

も確認する。  

 

(3) 道路状況  

道路幅員、道路排水施設、交通量、交通規制、地下埋設物の路面標示物、架空線

等について確認する。  

 

(4) 河川、水路等の状況  

雨水排水の流末となる河川及び水路の状況を把握する。なお、水路等は埋め立て

た場合や、残置された構造物もあるため注意が必要である。  

(5) その他  

井戸の有無、周辺環境の特殊性 (病院、学校等 )の確認等を行う。  
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2.3 台帳調査  

公図、地下埋設物、架空線、舗装種別等の台帳等調査を実施する。  

【解説】  

(1) 公図調査  

公図及び登記簿により、公私道種別、地目、所有者等を確認し、管きょ布設ルー

トの選定や公共ます設置位置の確認を行う (他に、道路台帳、道路認定路線図等 )。  
 

(2) 地下埋設物調査  

計画路線の地下埋設物を調査し、管路の占用位置を選定するとともに、工事を安

全かつ迅速に行うためのものである。また、必要に応じて試掘調査を行う。  
 

(3) 舗装種別  

舗装種別の調査では、舗装種別のほか舗装掘削規制についても確認する。  

 

表  2.3.1 に調査及び協議対象事務所一覧表を掲載する。  

表  2.3.1 調査及び協議対象事務所一覧  
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2.4 測量調査  

測量調査は、以下の項目について必要に応じて実施する。  

(1) 平面測量  

(2) 縦断測量  

(3) 横断測量  

(4) 水準測量  

 

【解説】  

(1) 平面測量  

設計に用いる平面図は、原則として切り出し図を使用するが、切り出し図が不十

分な場合には、平面測量を追加して行うものとする。  
 

(2) 縦断測量  

マンホール地点間の距離を測定する。その際、マンホール地点は、主要道路構造

物からの距離 (オフセット：交差点 3 点、その他で 2 点 )を測定し記録する。  
 

(3) 横断測量  

原則としてマンホール間に 1 箇所実施する。  
 

(4) 水準測量  

水準点から設けた仮 BM を基に、マンホール地点の地盤高さを測定する。併せて

マンホール間で縦断こう配が変化する場合は、変化点の地盤高さも測定する。仮

BM は、発注工区ごとに数か所設置し、測量作業の効率化を図る。  
 

なお、水準点は環境保全部環境規制課作成の「水準測量成果表」を使用する。  

出典：千葉県地質環境関連データベース（水準測量）の URL 

https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/chishitsu/chishitsudb.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/chishitsu/chishitsudb.html
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2.5 土質調査  

土質調査は、以下の調査を実施する  

(1) 資料調査  

(2) 現地調査  

(3) 土質試験  

【解説】  

管きょの基礎形式、支持力の決定、山留め工法及び補助工法の選定等設計に必要な土

質調査を実施する。原則として、次のような調査により土質状況を把握しなければなら

ない。  

 

(1) 資料調査  

設計路線付近の既存調査報告書等の資料収集を行う。  
 

(2) 現地調査  

以下の内容を参考とする。  
 

①  管きょのルートや工法などを考慮して、資料調査と合わせてボーリングの調査位

置、調査深度等を検討する。  

②  原則として、開削工法の場合は 200m 程度、推進工法の場合は立坑ごと、シール

ド工法の場合は 200m 程度 (トンネル示方書・シールド )とする。  

ただし、既存資料の収集が可能で、施工場所の土質がある程度推定できる場合、

又は山留が簡易 (たて込み等 )な工法で施工可能と判断される開削工事の場合は、

調査間隔を広げることができる。  

③  地形が急激に変化する場合、又は造成等により地山の切り盛りが行われ、土質等

の急激な変化が予想される場合等においては、調査間隔を密にするなど、適宜増

減することができる。  

④  土質調査の深度は、概ね下記を標準とする。  

・開削、推進・シールド工法立坑  (1.5～2.0)×H(m) 

・推進・シールド工法立坑部 (管の通過部 ) H(m)＋ (1.0～2.0m) 

ここで、H：GL～床付けまで  

なお、耐震設計を行うためには基盤層の位置を確認しなければならない。調

査深度により基盤層の位置確認が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、近傍

の土質調査報告書等を参考に判断することができる。  

また、千葉県や千葉市建築管理課の公開資料も積極的に活用する。  
 

「千葉県地質環境関連データベース (地質柱状図 )」の URL 

https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/chishitsu/chishitsudb.html  
 

「千葉市市有建築物におけるボーリングデータ」の URL 

https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/kanri/bolingdata.html  
 

⑤  必要に応じて、酸欠空気、有毒ガスの有無について調査を行うこととする。  

 

(3) 土質試験  

土質試験は、原位置試験と室内試験があり、土質や施工方法などによって必要と

なる試験を選定する。一般的な土質調査項目とその利用目的を、表  2.5.1 にまとめ

る。  
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表  2.5.1 土質調査項目  

試 験 の 名 称        
試験結果から求められる

もの  
試 験 結 果 の 利 用          

原

位

置

試

験 

資 料 採 取          
土質柱状図､土層縦断推定図を

作成  

標 準 貫 入 試 験         Ｎ値  
内部摩擦角の推定  

地盤支持力の推定  

水 位 測 定          自然水位の推定  

ベ－ンせん断試験          粘着力  軟弱な粘性土のせん断強さ  

現 場 透 水 試 験          透水係数  排水工法､圧気工法の検討  

間 げ き 水 圧 測 定          
地下水の有する水圧の実

測 
湧水防止対策､圧気圧の検討  

室 

 

 

内 

 

 

試 

 

 

験 

粒 度 試 験         

粒径加積曲線  

有効径  

均等係数  

土 の 分 類 ､湧 水 対 策 ､工 法 の 検

討､ 

透水性､透気性の検討  

物 理 試 験         

含水比  

単位体積重量  

乾燥密度  

土粒子比重  

間げき比  

土層の硬軟､締り程度の判定  

コンシステンシー          

試 験          

液性限界  

塑性限界  
細粒土の分類  

せ

ん

断

試

験 

直接せん断試験 せん断応力  

土圧､地盤支持力､安定計算に使

用する。  

一 軸 圧 縮 試 験        一軸圧縮強度  

三 軸 圧 縮 試 験        
内部摩擦角  

粘着力  

圧 密 試 験          

間げき比－荷重曲線  

圧縮指数  

沈下－時間曲線  

圧密係数  

圧密沈下量  

圧密沈下速度の計算  

透 水 試 験         透水係数  排水工法等  

 設計ＣＢＲ試験  設計ＣＢＲ  埋戻土の判定  
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2.6 環境保全のための調査  

環境保全のため、必要に応じて以下の調査を行う。  

(1) 騒音・振動  

(2) 地盤変状  

(3) 地下水・河川等  

(4) 建設副産物  

(5) その他  

【解説】  

周辺環境へ影響を及ぼすことが予測されるものについては、事前に調査を実施して工

事による影響を極力少なくするように監視しなければならない。  

 

(1) 騒音・振動  

下水道工事に伴って発生する騒音・振動の影響を正確に把握するため、施工中の

騒音・振動はもちろん、施工前の暗騒音・暗振動を測定する。また、病院、学校等、

静穏を必要とする施設の有無を事前に調査する。  

 

(2) 地盤変状  

下水道工事に伴って生じる地盤の隆起・沈下等の変状や近接する家屋、構造物に

与える影響を把握し、対策の必要性を判断する資料とするため、施工前の状況と施

工中及び施工後の地盤の変状調査及び家屋調査を行う。  

 

(3) 地下水・河川等  

地盤改良工法や地下水位低下工法等の補助工法を採用する場合、あるいは泥水や

添加材の逸泥等が懸念される場合には、地下水や河川等に対する影響について調査

する。  

調査内容は、井戸や湧水、河川等の位置、利用状況の他に、年間の水位変動や水

質についても測定・調査する必要がある。水位や水質は季節によって変化するので、

極力年間を通じて把握し、調査と施工時期との関連を考慮する。  

また、調査は施工前のみでなく、施工中の監視および施工後の調査により周辺環

境変化を的確に把握することが重要である。なお、古井戸については、所有者との

話し合いのもと現地で確認する必要がある。  

 

(4) 建設副産物  

下水道工事計画、設計、施工にあたっては、円滑な施工と生活環境の保全のため、

建設副産物の発生の抑制並びに再資源化の促進に努めるとともに、運搬経路、最終

処分地等の調査を行っておく必要がある。また、「土壌の汚染に係る環境基準につ

いて」 (環告 46、平成 3 年 8 月 23 日 )に基づき、埋立て処分する掘削土について事

前に土壌環境測定を実施する。  

 

(5) その他  

①  工事車両の通行による周辺道路の交通への影響を考慮するため、交通量調査を行

う。  

②  酸欠及びメタンガス等の有毒ガスについては、施工前に影響が予想される箇所の

ボーリングによる確認、施工中の状況調査、濃度測定等を行う。  
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2.7 関係機関等との協議  

工事に関わる関係機関等と協議を行い、占用位置、構造、施工方法、施工時期等につ

いて、諸条件の調整及び確認を行う。  

 

(1) 道路管理者  

(2) 河川管理者  

(3) 交通管理者  

(4) 道路占用企業管理者  

(5) 鉄道管理者  

(6) 教育委員会  

(7) バス管理者  

(8) 下水道管理者  

【解説】  

(1) 道路管理者  

平面占用位置、土被り、道路復旧方法、埋戻し材料、施工時期等について協議を

行う。  

 

(2) 河川管理者  

河川区域及び河川保全区域で施工する場合、占用、構造、施工方法等について協

議を行う。  

 

(3) 交通管理者  

施工区分 (昼間、夜間、昼夜間施工 )、工事の予定範囲、道路の占用面積、施工時

期等について所轄の警察署と協議を行う。併せて、安全対策に関する指示を受ける。 

 

(4) 道路占用企業管理者  

地下埋設物や架空線の切回し、移設及び防護方法等について協議を行う。  

 

(5) 鉄道管理者  

鉄道横断並びに近接施工の協議を行う。  

 

(6) 教育委員会  

埋蔵文化財包蔵地及びその付近の設計では、教育委員会と協議を行い指示を受け

る。  

 

(7) バス管理者  

運行時間帯の確認を行い、施工区分、安全対策等について協議を行う。  

 

(8) 下水道管理者  

本設計指針に示されていない条件や適用範囲外の構造・施工法等については、下

水道管理者と協議を行う。  

 

なお、必要に応じてその他の関連機関等と協議を行うこととする。  
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第3章  計画下水量と流量計算  

3.1 排水計画  

施設計画にあたっては、以下を作成する。  

(1) 排水計画図  

(2) 流量表  

【解説】  

(1) 排水計画図  

千葉市公共下水道計画に基づき、排水系統、排水区割を定め、自然流下を原則と

して計画図を作成する。  

なお、排水区域界及び幹線系統等に変更が生じる場合は、下水道計画課と協議を

行う。  

 

(2) 流量表  

下水排除方式は千葉市公共下水道計画に示されている方式とし、流量表の様式は

参考資料 -1 を参考とする。  

なお、水準基準面は東京湾中等潮位 (T.P.)表示とする。  
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3.2 計画下水量  

3.2.1 計画雨水量  

計画雨水量の算定は、原則として合理式によるものとする。確率年は原則として 10 年

とするが、既に事業着手している区域等についてはこの限りではない。  

また、開発行為等については「千葉市宅地開発指導要綱」によることとする。  

【解説】  

(1) 計画雨水量算定式 (合理式 ) 

 式  3.2.1 

ここに、  

 Q ：計画雨水量 (m3/s)    

 C ：流出係数  

 I ：降雨強度 (mm/hr) 

 A ：排水面積 (ha) 

(2) 降雨強度公式  

10 年確率降雨を採用する場合は、式 3.2.3 のクリーブランド型の計算式を用い

る。なお、「千葉市雨水対策重点地区整備基本方針」における重点地区と一般地区

（高）に該当する場合は、式 3.2.4 のクリーブランド型の計算式を用いる。  

また、既に事業着手している区域等で 5 年確率降雨を採用する場合は、式 3.2.2

のタルボット型の計算式を用いる。  

 (5 年確率降雨 )  式  3.2.2 

 (10 年確率降雨 )  式  3.2.3 

 (10 年確率降雨 ,重点地区 ,一般地区 (高 ))  式  3.2.4 

：流達時間 (分 )  式  3.2.5  

t1 ：流入時間→5 分とする。  

t2 ：流下時間→  
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(3) 流出係数  

各排水区の流出係数は、千葉市公共下水道事業計画書又は千葉県印旛沼流域関連

公共下水道事業計画書によるが、必要に応じ下水道計画課に確認すること。  

 

3.2.2 計画汚水量  

計画汚水量は、生活汚水量、営業汚水量、工場排水量、地下水量、業務商業系汚水量、

観光汚水量等から構成されるが、通常は計画 1 人 1 日当たり時間最大汚水量 (L/人 /日 )に

計画人口 (人 )を乗じて算出する。ただし、工場排水量や大口排水については、別途算出す

る。  

 

【解説】  

計画汚水量の算定  

 

 式  3.2.6 

 

ここに、  

Q ：計画汚水量 (m3/s)   

P ：計画人口 (人 ) 

基本的には定住人口とする。なお、商業地区公園等では昼間

人口を考慮する。  

q ：計画 1 人 1 日当たり時間最大汚水量 (L/人 /日 ) 

処理区別汚水量原単位を表  3.2.1 に示す。昼間人口に対する

汚水量は業態別使用水量等による。  

表  3.2.1 処理区別汚水量原単位  

処理区名  
日 平 均      

(L/人/日) 

日 最 大      

(L/人/日) 

時 間 最 大      

(L/人/日) 

地 下 水      

(L/人/日) 

中央処理区  355 445 625 (70) 

南部  〃  355 445 625 (70) 

印旛  〃  375 475 680 (70) 

出典：令和 3 年度公共下水道事業計画書  

※ 1 地下水を含む。  

※ 2 原単位については、最新の事業計画に準じるものとする。  
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3.2.3 計画下水量  

管路施設の計画下水量は、次のとおりとする。  

(1) 汚水管きょは、計画時間最大汚水量 (QS)とする。  

(2) 雨水管きょ及び開きょは、計画雨水量 (QR)とする。  

(3) 合流管きょは、計画雨水量 (QR)と計画時間最大汚水量 (QS)とを加えた量とする。 

(4) 遮集管きょは、雨天時計画汚水量とする。  

 

 

【解説】  

(1) について  

汚水管きょは、汚水量の時間的変化に十分対応し、汚水を遅滞なく流下させなけ

ればならない。計画時間最大汚水量は、それぞれの処理区の特性に応じて定める。 

 

(2) について  

雨水管きょは、流集する雨水を速やかに流下させなければならない。計画雨水量

は、採用する降雨強度、流出係数によって大きな違いが出るので、目標の降雨強度

及び該当する排水区の流出係数を使用する。  

 

(3) について  

合流管きょは、雨水と汚水を速やかに流下させなければならない。計画雨水量は、

計画時間最大汚水量に比べて大きい値であるので、適切に計画雨水量を定める。  

 

(4) について  

合流式では、雨天時下水量の一部を雨天時計画汚水量 (遮集量 )として、遮集管き

ょで流下させなければならない。この雨天時計画汚水量は、原則として計画時間最

大汚水量の 3 倍と定めている。  
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3.3 管きょの余裕  

下水を支障なく排除するため、必要に応じて、計画下水量に対して施設に余裕を見込

むこととする。  

 

【解説】  

(1) 汚水管きょ  

管径が小さいほど流量変動の影響が大きいので、下表のとおり計画下水量に対し

て余裕を考慮する。  

表  3.3.1 汚水管きょの余裕  

管径(mm) 余裕  

200～600 100％以上  

700～1,500 50～100％  

1,650～3,000 25～50％  

           

 

 

(2) 雨水管 (函 )きょ、開きょ、合流管きょ、遮集管きょ  

余裕は見込まない。  
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3.4 管きょの流量計算  

管きょの流量計算に用いる流速公式は、自然流下ではマニング式、圧送式・圧力式で

はヘーゼン・ウィリアムス式を用いる。  

【解説】  

(1) マニング式 (自然流下 ) 

 式  3.4.1 

 式  3.4.2 

 

ここに、  

Q ：流量 (m3/秒 ) 

A ：流水の断面積 (m2) 

V ：流速 (m/秒 ) 

n ：粗度係数  

R ：径深 (m)(＝A/P) 

P ：流水の潤辺長 (m) 

I ：こう配 (分数又は少数 ) 

 

(2) ヘーゼン・ウィリアムス式 (圧送式・圧力式 ) 

 式  3.4.3 

 式  3.4.4 

 

ここに、  

V ：平均流速 (m/秒 ) 

C ：流速係数  

I ：動水こう配 (h/L) 

h ：長さ L(m)に対する摩擦損失水頭 (m) 

 

なお、計算にあたっての諸元は以下とする。  

1) 管きょの有効水深  
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円形管きょは満流、く形きょは 9 割水深とする。  

 

2) 開きょの余裕高  

開きょの余裕高さは、深さの 2 割 (最大 0.6m)以上とする。  

 

3) 粗度係数  

表  3.4.1 主な管種の粗度係数  

管種  粗度係数  備考  

鉄筋コンクリート管  0.013    

硬質塩化ビニル管  0.010    

強化プラスチック複合管  0.010    

ボックスカルバート  0.013    

側溝  0.015    

開きょ (コンクリート人工水

路 ) 
0.015  

コンクリート三面張り水路

等  

開きょ (その他の構造 ) ※ 1   

更生管きょ  0.010  ※ 2 

※ 1 開きょ (その他の構造 )はその構造が多様であるため、個別に設定することとする (例：

壁のみコンクリート造の水路、柵きょ等 )。  

※ 2 更生管きょでは工法の種類等にもよるが、更生材には一般的に硬質塩化ビニル管や強

化プラスチック複合管と同様な樹脂が使用されている。このため、円滑な仕上がり状

況にある場合は硬質塩化ビニル管と同程度の粗度係数が見込まれる。ただし、施工状

況により平滑さに問題がある場合があるので注意する。  

 

4) ヘーゼン・ウィリアムス式における流速係数  

ヘーゼン・ウィリアムス式の場合、流速係数 C は、直線部のみの場合は 130 を

標準とする。屈曲損失などを考慮する場合は 110 とする。  
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3.5 流速及びこう配  

流速は、一般に下流に行くに従い漸増させ、こう配は、下流に行くに従いしだいに緩

くなるようにし、次の各項目を考慮して設定する。  

 

(1) 汚水管きょ及び遮集管きょにあっては、原則として最小 0.6m/s、最大 3.0m/s

とする。  

(2) 雨水管きょ及び合流管きょにあっては、原則として最小 0.8m/s、最大 3.0m/s

とする。  

(3) 汚水管きょで圧送式の場合は、原則として最小 0.6m/s、最大 3.0m/s とする。  

【解説】  

管きょのこう配は、地表のこう配に応じて定めれば経済的であるが、こう配を緩くし、

流速を小さくすると沈殿物が堆積し、常時清掃作業が必要となる。  

逆に流速が大きくなり過ぎると管きょやマンホールを損傷してしまうので、適正なこ

う配を設定しなければならない。理想的な流速は、 1.0m/s～1.8m/s 程度である。  

工法等により、必要管径を上回る場合には、実流速で検討する。  

 

(1) について  

管内の流速は、0.6m/s～3.0m/s とするが、汚水管の内径 200mm については、実

流速が 3.0m/s を超えない範囲で地表こう配に合わせることができる。  

 

(2) について  

雨水管きょの場合は、沈殿物の比重が土砂類の流入によって汚水管きょより大き

いため最小流速を 0.8m/s とする。  

また、急傾斜地等の時で、最大流速が 3.0m/s を超えるような結果になると、管

きょの損傷ばかりでなく、流下時間の短縮によって下流地点の流量が大きくなるの

で段差等を設けてこう配を緩くし流速を小さくする。地形的にこう配を変えられな

い場合は、減勢工やマンホールの破損防止等を考慮する。  

 

(3) について  

圧送式の場合、沈殿物が堆積しないよう最小 0.6m/s とし、管内面のモルタルラ

イニング塗装等に損傷が起こらないよう最大流速は 3.0m/s 程度とする。  

また、流速の増加に伴い摩擦損失水頭が増加するため、経済的な圧送ポンプの選

定が行えるよう、圧送管径と流速との関係についても考慮する。  
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第4章  管きょ  

4.1 管きょ及び継手の種類  

管きょの種類は、用途に応じて内圧及び外圧に対して、十分に耐える構造及び材質の

ものを使用する。  

継手は、土質条件、耐震条件、施工条件等に適合した形式を選定する。  

【解説】  

管きょの種類は以下のものが挙げられるが、使用する製品は JIS 規格品、JSWAS 規格

品、及びこれらの同等品とする。  

 

・  鉄筋コンクリート管  

・  現場打ち鉄筋コンクリート管きょ  

・  シールド工法で使用するセグメント  

・  既製く形きょ  

・  硬質塩化ビニル管  

・  リブ付硬質塩化ビニル管  

・  強化プラスチック複合管  

・  レジンコンクリート管  

・  ポリエチレン管  

・  ダクタイル鋳鉄管  

・  鋼管  

表4.2.1 開削・推進工法用の主な管種と特徴 

管  種  特  徴  
(参考 )日本下水道協会規格  

JSWAS（規格寸法）  

鉄筋  

コンクリート

管  

・剛性管でたわみや変形が生じにくい。  

・重量は比較的重い。  

・酸により腐食しやすい。  

【開削工法，円形】  

  JSWAS A-1(呼び径 150～

3000) 

JSWAS A-9(呼び径 250～

1200) 

【推進工法，円形】  

  JSWAS A-2(呼び径 800～

3000) 

JSWAS A-6(呼び径 200～

700) 

JSWAS A-8(呼び径 800～

3000) 

鉄筋  

コンクリート

製  

ボックス  

カルバート  

・剛性管でたわみや変形が生じにくい。  

・重量は比較的重い。  

・酸により腐食しやすい。  

【開削用，ボックスカルバー

ト】  

JSWAS A-12(600×600～

3500×2500)  

JSWAS A-13(600×600～

5000×2500)  
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硬質塩化ビニ

ル管  

・可とう性管  

・耐食性に優れている。  

・重量が軽く，管切断など加工性がよい。  

・管体強度はコンクリート管，金属管に比べ

小さい。  

・低温時において衝撃性が低下する。  

・熱，紫外線に弱い。  

・ガソリン，灯油など有機溶剤により軟化。 

【開削工法，円形】  

  JSWAS K-1  (呼び径 75～

600) 

JSWAS K-13(呼び径150～

450) 

【推進工法，円形】  

  JSWAS K-6(呼び径 150～

450) 

強化プラスチ

ック  

複合管  

・可とう性管  

・管体強度が大きい。  

・耐食性に優れている。  

・重量が軽く施工性が良い。  

【開削工法，円形】  

  JSWAS K-2 (呼び径200～

3000) 

【内挿用，円形】  

JSWAS K-16(呼び径600～

3000) 

レジン  

コンクリート

管  

・剛性管でたわみや変形が生じにくい。  

・管体強度が大きい。  

・耐食性に優れている。  

・鉄筋コンクリート管より軽い。  

【開削工法，円形】  

  JSWAS K-11(呼び径150～

600) 

【推進工法，円形】  

JSWAS K-12( 円 形 200 ～

1650) 

ポリエチレン

管  

・可とう性管  

・収縮性があり，耐摩耗性，耐食性に優れ

ている。  

・重量が軽く，管切断など加工性がよい。  

・管体強度は金属管に比べ小さい。  

・雨天時や湧水地盤では，融着継手の施工

が困難。  

・熱，紫外線に弱い。  

・ガソリン，灯油など有機溶剤による浸透

に注意。  

【開削工法，円形】  

  JSWAS K-14(呼び径 50～

300) 

JSWAS K-15(呼び径300～

1000) 

ダクタイル鋳

鉄管  

・可とう性管  

・管体強度が大きく，靭性に富み，衝撃に

強く，耐久性がある。  

・離脱防止機能を有する継手があり，大き

な地盤変動に対応できる。  

・施工性がよい。  

・重量は比較的重い。  

・内外の防食面に損傷を受けると腐食しや

すい。  

【開削工法，円形】  

  JSWAS G-1( 呼 び 径 75 ～

2600) 

【推進工法，円形】  

JSWAS G-2(呼び径 250～

2600) 
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鋼    管  

・可とう性管  

・管体強度が大きく，靭性に富み，衝撃に

強く，耐久性がある。  

・地盤変動には管体強度及び変形能力で対

応。  

・重量は比較的重い。  

・電食による配慮が必要。  

・内外の防食面に損傷を受けると腐食しや

すい。  

・溶接継手は専門技術を必要とする。  

・雨天時や湧水地盤では，溶接継手の施工

が困難。  

 

 

 

 

(1) 管種の選定  

選定にあたっては、流量、水質、布設場所の状況、外圧、内圧、継手の形式、管

の性質、強度、形状、経済性、施工性等を考慮し決定する。  

 

(2) 継手  

継手については、水密性、曲線推進時の必要継手長、構造変化等による不同沈下

対策や、耐震対策等を考慮して決定する。沈下対策や耐震対策の場合は、必要に応

じて、可とう性の継手も検討する。  

なお、硬質塩化ビニル管については、ゴム輪受口を標準とする。  
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4.2 管きょの断面形状  

管きょの断面形状は、円形又はく形を標準とする。開きょについては、台形又は長方

形を標準とする。  

最小管径は、汚水管きょは 200mm を標準とし、雨水管きょ及び合流管きょは 250mm

を標準とする。  

【解説】  

(1) 断面形状  

管きょの断面形状は、暗きょの場合には円形、く形等がある。このうち、最も一

般的に使用されているのは、円形である。  

 

図  4.2.1 管きょ断面の種類  

出典：設計指針  

 

選定にあたっては、水理特性、施工性、経済性、維持管理性等を考慮して決定す

る。開きょの場合も、暗きょと同様であるが、一般的には長方形のものが多く採用

されている。  

 

(2) 最小管径  

 

①  汚水管きょは 200mm を標準とする。ただし、取付管の接続が将来にわたって見

込まれない場合は、閉塞が生じないよう 100mm を下回らない大きさとすること

ができる。この場合、下水道管理者と協議を行い採用の可否を決定する。  

②  雨水管きょ及び合流管きょでは、雨水に混入する異物による閉塞が生じないよう

φ250mm とする。  

③  圧送式の場合は、ポンプ口径、流速、摩擦損失、汚水の種類等を総合的に判断し

て決定する。  
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4.3 管きょの埋設位置  

管きょの埋設位置は、公道に布設する場合には道路管理者、河川区域内の場合には河

川管理者、軌道敷内の場合は鉄道管理者等、各々協議をしなければならない。  

【解説】  

(1) 埋設位置 (公道内布設 ) 

埋設位置は道路管理者との協議によるが、地下埋設物占用位置標準図 (参考資料

-3)を基本とする。  

 

(2) 雨水管きょと汚水管きょの交差  

雨水管きょと汚水管きょの交差は、0.3m 以上のクリアランスを確保する。  

 

(3) 他企業埋設物との交差  

上水道、NTT 等他企業埋設物との交差は 0.3m 以上のクリアランスを確保する。

なお、必要に応じて、各管理者と協議を行い決定する。  

 

(4) 伏せ越し  

伏せ越しは、原則として行わない。  

 

(5) 吐口  

放流先管理者と協議を行い、必要に応じてゲートを設置する。  

 

(6) 埋設標識テープの設置  

道路下に埋設する場合は、千葉市道路掘削復旧基準に準じ、埋設標識テープにて

明示する。  

 

①  明示材料  

規格：テープ幅 3cm 以上 

材質：耐薬品性、無腐性、長期無退色  
 

②  明示色  

茶色  
 

③  明示内容  

埋設物件の名称  

管理者（千葉市下水）  

埋設の年 (西暦年) 
 

④  設置間隔  

2m ごとに明示する (ただし、取付管は 1m ごとに明示する )。  

 

(7) 埋設標識シートの設置  

千葉市下水道工事共通仕様書に準じ、圧送管の埋戻しに際しては、管の上部に埋

設標識シートを布設しなければならない。埋設標識シートは、埋戻し及び締固めを

行った後、切れ目なく布設しなければならない。  
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4.4 土被り  

管きょの最小土被りの決定にあたっては、道路占用条件、取付管、路面荷重、路盤厚、

他の埋設物の関係等を考慮して適切な土被りとする。  

なお、市道においては、「道路占用許可基準」が定められている。  

【解説】  

公道内に埋設する管きょについては、道路法施行令第 11 条第 4 号によれば、下水道管

の本線を埋設する場合は、その頂部と路面との距離は 3m(工事実施上やむを得ない場合

は 1.0m)以下としないことと規定されている。  

また、平成 11 年 3 月の建設省通知の「電線、水道、ガス管又は下水道管を道路下に設

ける場合における埋設深さ等について」により、市道における管きょの埋設基準を定め

ている。  

道路占用許可基準について、以下にその内容を示す。  

 

(1) 適用対象管路の種類及び管径  

表  4.4.1 適用対象管路の種類と管径  

管 種  管 径  

ダクタイル鋳鉄管（ JIS G 5526） 300mm 以下  

ヒューム管（ JIS A 5303）  300mm 以下  

強化プラスチック複合管 (JIS A 5350) 300mm 以下  

硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741) 300mm 以下  

ボックス型ヒューム管  

(土木研究センター  技審証第 0705 号) 
300mm 以下  

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（JSWAS K-13） 300mm 以下  

なお、表  4.4.1 以外の管種、管径を使用する場合は道路管理者と協議を行うこと。  

 

(2) 埋設の深さ  

(1)に掲げた管路等を道路の地下に設ける場合は、路面から管路等の頂部までの

距離を        表  4.4.2 の基準以下にしないこととする。  

       表  4.4.2 各事業の埋設深       (単位：m) 

区分  道路種別  

  Ⅰ類  Ⅱ類  Ⅲ類  Ⅳ類  

車道  0.7 1.0 1.2 

歩道  0.5 

表  4.4.3 道路種別  

道路種別  交通量区分  参考：舗装構成  

Ⅰ類  N1～N4 ⑦・1～4 普通舗装  ① A 舗装  

Ⅱ類  N5 ⑥中級舗装  ② B 舗装  

Ⅲ類  N6 ⑤高級舗装  ③ C 舗装  

Ⅳ類  N7 - ④ D 舗装  
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(3) 運用上の留意事項  

 

①  路面から路盤の最下面までの間に管路等を埋設することは、原則として認めな

い。管路等の継手及び分水栓等についても同様である。  
 

②  道路の地下に管路等を設ける者 (以下「道路占用者」という )は、道路の構造及び

交通の支障とならないように必要に応じて防護措置を講じることとする。防護措

置を講じていないことに起因する事故等に関しては、道路占用者が一切の責任を

負うものとする。  
 

③  表  4.4.1 に掲げる管路等の種類 (規格 )以外のものは土木管理課と事前協議をする

こと。  
 

④  マウンドアップ型歩道の場合、標準部を基準の路面とする。ただし、切り下げ等

により所要の埋設深が確保できない場合、道路占用者が必要に応じて防護措置を

行うこと。  
 

⑤  下水道法施行規則第 3 条第 1 項に規定される「主要な管きょ」であっても、表  4.4.1

に掲げられている管路等については対象とする。ただし、外圧 1 種ヒューム管を

用いる場合は、道路種別に関係なく土被りを 1m 以下にしないこと。  

 

なお、参考資料として建設省通知の「電線、水道、ガス管又は下水道管を道路下

に設ける場合における埋設深さ等について」 (平成 11 年 3 月 )を表  4.4.に示す。  

 

表  4.4.4 浅層埋設基準（参考）  

下水道管種別  頂部と路面との距離  

下水道管の本線  
 当該道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値 (当該値が

1m に満たない場合には、 1m)以下にしないこと。  

下水道管の本線  

以外の線  

車道  
 当該道路の舗装の厚さに 0.3m を加えた値 (当該値が

0.6m に満たない場合には、 0.6m)以下にしないこと。  

歩道  

 0.5m 以下にしないこと。ただし、切り下げ部があり、

0.5m 以下になるときは、あらかじめ十分な強度を有す

る管路を使用する場合を除き、防護処置が必要とな

る。  

※ 1 ヒューム管 (外圧 1 種 )を用いる場合には、当該下水道管と路面の距離は 1m 以下としないこと。 

運用にあたっては道路管理者への確認が必要である。  

 

 ※ 2 下水道法施工規則第 3 条第 1 項に規定される「主要な管きょ」とは、下水排除面積が二十ヘク  

タール（その構造の大部分が開渠のものにあっては十ヘクタール）以上の管渠とする。  

 

 ※ 3 表 4.4.4 に示す下水道管の本線とは、下水道施設における基幹的な線で、道路の地下に設ける  

に当たって道路構造の保全等の観点から所要の配意を要するものを指す。また、下水道法  

施工規則第 3 条第 1 項に規定する「主要な管渠」が概ね本線に該当するものと考えられる。  
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4.5 管きょの接合  

管きょの接合は、以下の各項を考慮して定める。  

(1) 管きょ径が変化する場合又は 2 本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則と

して管頂接合とし、こう配は、下流に行くにしたがって緩くする。  

(2) 地表こう配が急な場合には、管きょ径の変化の有無にかかわらず、原則として地

表こう配に応じ、段差接合とする。  

(3) 管きょが合流する場合は、流水について十分検討し、マンホールの形状及び設置

箇所、マンホール内のインバートなどで対処する。  

【解説】  

(1) について  

管きょの接合方法には次の接合方法がある。  

①  水面接合  

②  管頂接合  

③  管底接合  

④  段差接合  

水理条件に対して適切な接合を選定し、マンホールから下水が噴出するなどの被

害を生じさせないようにしなければならない。  

管頂接合は、流水が円滑となり、水理学的には安全な方法であるが、管きょの埋

設深が深くなり工事費の増大が生じる。本市では、水理性に重点をおいて、やむを

得ない場合を除き、管頂接合を基本としている。  

 

図  4.5.1 管頂接合  

出典：設計指針  

(2) について  

地表こう配が急な場合は、管きょ内の流速の調整と下流側の最小土被りを保つため、

また、上流側の掘削深を減ずるため、地表こう配に応じて段差接合とする。  

 

図  4.5.2 段差接合の例  

出典：設計指針  

なお、1 箇所当たりの段差は 1.5m 以内とすることが望ましい。段差が 0.6m 以

上の場合、合流管きょ及び汚水管きょについては、副管を使用することを原則とす

る。高落差がある場合は硫化水素対策が必要か検討するものとする。  
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(3) について  

管きょが合流する場合は、流水を円滑にするよう接合しなければならない。対向

する管きょが曲折する場合及び管きょが鋭角で曲折する場合は、図  4.5.3 に示すよ

うに 2 段階で曲折することが望ましい。  

 

 

図  4.5.3 管きょが曲折する場合  

出典：設計指針  
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4.6 基礎工  

管きょの基礎は、管きょの種類、形状、土質等に応じて次の各項を考慮して定める。  

(1) 剛性管きょの基礎  

鉄筋コンクリート管等の剛性管きょには、条件に応じて、砂、砕石、はしご (梯子)胴木、

コンクリートなどの基礎を設ける。また、必要に応じて鉄筋コンクリート基礎、杭基礎

又はこれらの組合せ基礎を施す。ただし、地盤が良好な場合は、これらの基礎を省くこ

とができる。  

(2) 可とう性管きょの基礎  

硬質塩化ビニル管、リブ付硬質塩化ビニル管等の可とう性管きょは、原則として自由支

承の砂又は砕石基礎とし、条件に応じて、ベットシート、布基礎等を設ける。  

【解説】  

管きょの基礎は、使用する管きょの種類、土質、地耐力、施工方法、荷重条件、埋設

条件等によって定めるが、工事費に著しく影響するので、管きょの耐久性と合わせて経

済性についても十分に検討し、適切なものを選択する。  

基礎工の目的として、管きょを所定の位置、高さに確保するとともに、管体の補強と

不同沈下の防止がある。          表  4.6.1 管きょの種類と基礎  

           

地盤  

 管種      

硬質土及び普通土  軟弱土  極軟弱土  

剛
性
管 

鉄筋コンクリート管  

レ ジ ン コ ン ク リ ー ト

管  

砂基礎  

砕石基礎  

コンクリート基礎  

砂基礎  

砕石基礎  

はしご胴木基礎  

コンクリート基礎  

はしご胴木基礎  

鳥居基礎  

鉄筋コンクリート基

礎  

可
と
う
性
管 

硬質塩化ビニル管  

ポリエチレン管  
砂基礎  

砂基礎  

ベットシート基礎  

ソイ ル セメ ン ト 基

礎  

ベットシート基礎  

ソイルセメント基礎  

はしご胴木基礎  

布基礎  

強 化 プ ラ ス チ ッ ク 複

合管  

砂基礎  

砕石基礎  

リ ブ 付 硬 質 塩 化 ビ ニ

ル管  

砂基礎  

砕石基礎  
ベットシート基礎  

 

 

ダクタイル鋳鉄管  

鋼管  
砂基礎  砂基礎  

砂基礎  

はしご胴木基礎  

布基礎  

※ 1 岩盤に布設する場合は、応力を均等に分布できる構造の基礎を用いる。  

※ 2 地盤の区分を例示すると表  4.6.2 のとおりである。  

出典：設計指針  

出典：JSWAS K-13 

表  4.6.2 地盤の区分例  

地盤  代表的な土質  

硬質土  硬質粘土、れき混り土及びれき混り砂  

普通土  砂、ローム及び砂質粘土  

軟弱土  シルト及び有機質土  
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極軟弱土  非常に緩い、シルト及び有機質土  

出典：設計指針  

(1) 剛性管きょの基礎  

剛性管きょの基礎の種類は、図  4.6.1 のようなものがあり、また、各基礎の概要

は 1)～4)のとおりである。  

 

1) 砂又は砕石基礎  

比較的地盤がよい場所に採用する。砂又は細かい砕石等を管きょ外周 (下部 )に

満遍なく密着するように締め固めて管きょを支持する。この基礎が管きょに接す

る幅 (又は支承角 )によって管きょの補強効果は異なり、支承角が大きいほど耐荷

力は増す。また、管きょの基床厚は、最小 100～200mm 又は管きょ外径の 0.2～

0.25 倍とすることが望ましい。  

管きょの設置地盤が岩盤の場合は、必ずこの形式の基礎とする必要があり、そ

の場合の基床厚は、多少、前記よりも厚めとするほうが安全である。  

2) コンクリート及び鉄筋コンクリート基礎  

地盤が軟弱な場合や管きょに働く外圧が大きい場合に採用する。  

管きょの底部をコンクリートで巻立てるもので、外圧荷重による管きょの変形

を十分に拘束できる剛性がなくてはならない。この場合も、支承角が大きくなる

ほど耐荷力は増大する。  

なお、最小の基床厚は 1)に準じる。  

3) はしご胴木基礎  

地盤が軟弱な場合、土質や上載荷重が不均質な場合等に採用する。まくら木の

下部に管きょと平行に縦木を設置し、はしご状に作る。この場合、 1)に記述した

砂、砕石等の基礎を併用する。  

4) 鳥居基礎 (くい打ち基礎 ) 

極軟弱地盤で、ほとんど地耐力を期待できない場合に用いられ、はしご胴木の

下部をくいで支える構造である。  

 

 

図  4.6.1 剛性管きょの基礎の種類  

出典：設計指針  
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(2) 可とう性管きょの基礎  

剛性管きょの基礎の種類は、図  4.6.1 のようなものがあり、また、各基礎の概要

は 1)～4)のとおりである。  

管きょの基礎は、原則として自由支承の砂又は砕石基礎とする。基床厚は最小

100～300mm とすることが望ましい。  

地盤等の条件によっては、管体側部の土の受働抵抗力を確保するため、ソイルセ

メント基礎、ベットシート基礎等を採用する場合がある。また、はしご胴木、布基

礎等は砂基礎等を併用し、この管体との間には砂を敷きならしたうえで、十分に突

き固める必要がある (図  4.6.2 及び         表  4.6.1、表  4.6.2 参照 )。  

なお、支持層が極めて深く、くいの打込みが不経済となる場合に掘削溝底にコン

クリート床版を打設し、上部荷重の基底への分散を図って据付け地盤の沈下を防止

する布基礎がある (図  4.6.2 参照 )。  

 

 

図  4.6.2 可とう性管きょの基礎の種類  

出典：設計指針  
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4.7 管種と基礎工の検討  

(1) 剛性管きょ  

剛性管きょにおける管種及び基礎工の選定にあたっては、埋設管に作用する等分布荷  

重と基礎形状から、管体に生じる曲げモ－メントを算出し、管体の有する許容曲

げ 

モーメントと比較することで安全性を確認する。  

(2) 可とう性管きょ  

可とう性管きょは、上記の曲げモーメントの他に、たわみ率についても許容値を満足  

することを確認する。  

【解説】  

(1) 剛性管きょ  

1) 検討手順  

 

図  4.7.1 検討の手順  

出典：ヒューム管設計施工要覧 (全国ヒューム管協会 ) 

 
設計条件  

・管径  ・土質  ・土被り  ・埋設条件  

 

  
管種及び基礎条件の設定  

 
管に作用する鉛直土圧、活荷重の算定  

 
 管の耐荷力の算定  

 
耐荷力≧安全率×(鉛直土圧＋活荷重 ) 

 
終  了  

 
360°巻立てコンクリートを行う  

360°巻立てコンクリートの検討  

巻立厚さ、巻立て部配筋の設定  

 

ＹＥＳ  

 
管に作用する鉛直土圧、活荷重の算定  

 
 断面力の算定  

 
使用限界、終局限界、安全性の照査  

 
終  了  

ＹＥＳ  

ＹＥＳ  

NO 

NO 

NO 
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2) 埋設管にかかる荷重  

 式  4.7.1 

ここに、  

q ：管にかかる荷重  (kN/m2) 

w ：埋戻し土による鉛直土圧  (kN/m2) 

p ：活荷重  (kN/m2) 

①  埋戻し土による鉛直土圧  

鉛直土圧の算定式は、下水道協会式 (改定式 )を採用する。  

矢板引き抜きの影響については、以下とする。  

・引抜き影響を考慮する  ：鋼矢板及び軽量鋼矢板の打込・引抜き等  

・引抜き影響を考慮しない：建込み簡易土留工、軽量鋼矢板建込工等  

なお、埋戻し土による鉛直土圧算定の詳細は、「下水道用管 (剛性管 )に係わる

土圧調査報告書」、「下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1」(いずれも日

本下水道協会 )を参照のこと。  

②  活荷重  

     活荷重の使用区分については、「 5.5 マンホール（ 1）使用区分」を参照とする。 

活荷重は、「道路橋示方書・同解説」 (日本道路協会 )の T-25 の後輪荷重を用

い、次式により求める。  

 式  4.7.2 

ここに、  

p ：活荷重 (kN/m2) 

H ：土被り (m) 

P ：T 荷重 (後輪 100kN) 

a ：車輪設置長さ (m)(=0.2) 

C ：車体占有幅 (m)(=2.75) 

θ  ：分布角  (度 )(=45) 

i ：衝撃係数 (表 4.7.1) 

β  ：断面力の低減係数 (=0.9) 

出典：JSWAS A-1 

 

なお、T-14 荷重については「下水道用鋳鉄製マンホールふた  JSWAS G-4」

(日本下水道協会 )により、一後輪荷重が車両総重量の 40%を負担することとし、
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次のとおりとする。  

 式  4.7.3 

出典：JSWAS G-4 

表  4.7.1 衝撃係数  

H(m) H＜1.5 1.5≦H＜6.5 H≧6.5 

i 0.5 0.65－0.1H 0 

出典：JSWAS A-1 

               表  4.7.2 活荷重の計算例          (kN/m2)  

土 被 り  

H(m) 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

活荷重  

(後輪

100kN) 

81.8

2 

44.6

3 

30.6

8 

22.6

0 

17.6

2 

14.2

5 

11.8

2 
9.98 8.54 7.38 

  出典：JSWAS A-1 

 

3) 耐荷力  

①  管の抵抗曲げモーメント  

管の有する抵抗曲げモーメント (Mr)は、ひび割れ荷重を載荷した時に管体に

生じる最大曲げモーメントに、管の自重によって生じる曲げモーメントを加え

たものであり、次式で表わされる。  

 式  4.7.4 

ここに、  

Mr ：管体が有する抵抗曲げモーメント (kN・m/m) 

Q ：ひび割れ荷重 (kN/m) 

R ：管厚中心半径 (m) 

W ：管の自重 (kN/m) 

出典：JSWAS A-1 

②  管に発生する最大曲げモーメント  

埋設管に等分布荷重がかかるとき、管体に生じる最大曲げモーメント (Mmax)

は次式で表わされる。  

 式  4.7.5 

ここに、  

k ：支承条件による係数 (表  4.7.3) 
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q ：管にかかる荷重 (kN/m2) 

 

表  4.7.3 係数 k の値  

支承角(度) 砂基礎  
コンクリート基

礎  

60 0.377 －  

90 0.314 0.303 

120 0.275 0.243 

180 － 0.220 

 

出典：JSWAS A-1 

③  管の耐荷力  

ひび割れ荷重 Q の管が耐えることのできる等分布荷重 (耐荷力 )q ’(kN/m2)は、

次式にて表される。安全率 F は 1.25 以上とする。  

 

 式  4.7.6 

 

)1.25(
q

q'
F 以上:安全率  

管にかかる荷重　) (

) 耐えられる等分布荷重 (
≧  式  4.7.7 
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(2) 可とう性管きょ  

対象の管きょは、硬質塩化ビニル管及びリブ付硬質塩化ビニル管とする。  

 

1) 検討手順  

 

 

図  4.7.2 検討の手順  

出典：JSWAS K-1 

出典：JSWAS K-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼び径、土被り  

活荷重、土の単位体積重量  

基礎構造  

 

埋戻し土による鉛直土圧  

活荷重による鉛直荷重  

 
設計条件の決定  

 
荷  重  計  算  

 
強  度  計  算  

 
安全性の確認  

 

許容曲げ応力及び許容たわみ率を上まわら

ないことを確認する。  

 

管頂部曲げモーメント  

管底部曲げモーメント  

 

たわみ量            たわみ率  

最大曲げ応力  
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2) 埋設管にかかる荷重  

 式  4.7.8 

ここに、  

q  ：管にかかる荷重 (kN/m2) 

w  ：埋戻し土による鉛直土圧 (kN/m2) 

p  ：活荷重 (kN/m2)(式 4.7.2 参照 ) 

 

図  4.7.3 土圧分布状態  

出典：JSWAS K-1 

可とう性管上部土圧により管側部の埋戻し土と管が一様に変形するため、管に

加わる荷重は管幅のみの土圧とし、埋戻し土による鉛直土圧は下式により求め

る。  

Hqd =γ  式  4.7.9 

ここに、  

 ：埋戻し土による鉛直土圧 (kN/m2) 

γ  ：埋戻し土の単位体積重量 (通常、18kN/m3) 

H ：土被り (m) 

 (リブ付硬質塩化ビニル管の土被りの位置は図  4.7.4 によ

る。 ) 
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図  4.7.4 土被りの位置  

出典：JSWAS K-13 

3) 強度計算  
 

①  曲げ応力の計算  

埋戻し土と活荷重により発生する曲げ応力は、下式で求める。  
 

硬質塩化ビニル管   式  4.7.10 
 

リブ付硬質塩化ビニル管   式  

4.7.11 

  式  4.7.12 

出典：JSWAS K-1 

出典：JSWAS K-13 

ここに、  

M ：単位長さ当たりの埋戻し土と活荷重による曲げモーメント

の和  

(N・mm/mm) 

k1 ：埋戻し土による曲げモーメント係数 (表  4.7.4) 

k2 ：活荷重による曲げモーメント係数 (表  4.7.4) 

qd ：埋戻し土による鉛直土圧 (Mpa){＝N/mm2＝103kN/m2} 

qℓ ：活荷重による鉛直荷重 (Mpa) {＝N/mm2＝103kN/m2} 

r ：管厚中心半径 (mm)(表  4.7.5) 

r ’ ：管断面の中立軸までの半径 (mm) {リブ付硬質塩化ビニル

管 } 

σ  ：埋戻し土と活荷重による曲げ応力 (Mpa) {＝N/mm2} 

Z ：管単位長さ当たりの断面係数 (mm3/mm)(表  4.7.5、  

 

表  4.7.6) 

②  たわみ率の計算  

図  4.7.3 の土圧分布で、埋戻し土と活荷重により発生する鉛直方向のたわみ

量及びたわみ率は、以下の式にて求める。  

硬質塩化ビニル管   式  4.7.13 

  式  4.7.14 

リブ付硬質塩化ビニル管   式  4.7.15 
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  式  4.7.16 

ここに、  

 δ：埋戻し土と活荷重によるたわみ量の和 (mm) 

 k3 ：埋戻し土による鉛直方向のたわみ係数 (表  4.7.4) 

 k4 ：活荷重による鉛直方向のたわみ係数 (表  4.7.4) 

 E ：硬質塩化ビニル管の弾性係数 (2942MPa){2942N/mm2} 

 E ’ ： リ ブ 付 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 の 弾 性 係 数

(2942MPa){2942N/mm2} 

 I ：単位長さ当たりの断面 2 次モーメント (mm4/mm)(表  

4.7.5、  

    

 

表  4.7.6) 

 V ：たわみ率 (％ ) 
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③  曲げ応力とたわみ率の許容値  

許容曲げ応力は、硬質塩化ビニル管、リブ付硬質塩化ビニル管ともに 17.7N/mm2 とする。

また、許容たわみ率は、硬質塩化ビニル管は 5%、リブ付硬質塩化ビニル管は 4%とする。 

表  4.7.4 基礎条件と係数の関係  

基
礎
条
件 

施 工  

支承角  

θ 

有 効  

支承角  

2α 

管
の
位
置 

曲げモーメント係数 たわみ係数  
基礎施工状

態 

基 礎  

材 料  
k1 k2 K3 K4 

A 90° 60° 

管 頂  0.132 0.079 

0.102 0.030 

 

砂 

管 底  0.223 0.011 

B 180° 90° 

管 頂  0.120 0.079 

0.085 0.030 

 

砂 

砕石  
管 底  0.160 0.011 

C 360° 120° 

管 頂  0.107 0.079 

0.070 0.030 

 

砂 

砕石  
管 底  0.121 0.011 

※  硬質塩化ビニル管の設計に用いる基礎構造は、有効支承角 120°(C 基礎 )を標準とする。  

出典：JSWAS K-1 出典：JSWAS K-13 

表  4.7.5 硬質塩化ビニル管設計に用いる寸法諸元  

呼び

径 

管の寸法  管厚中心半径  断 面 係 数  断面 2 次モーメント  

外径  

D 

(mm)  

厚さ  

t 

(mm) 
 

(mm) 
 

(mm3/mm) 
 

(mm4/mm) 

75 89.0 3.0 43.00 1.50 2.25 

100 114.0 3.5 55.25 2.04 3.57 

125 140.0 4.5 67.75 3.38 7.59 

150 165.0 5.5 79.75 5.04 13.9 

200 216.0 7.0 104.5 8.17 28.6 

250 267.0 8.4 129.3 11.8 49.4 

300 318.0 9.9 154.1 16.3 80.9 

350 370.0 11.2 179.4 20.9 117 

400 420.0 12.6 203.7 26.5 167 

450 470.0 14.1 228.0 33.1 234 

500 520.0 15.6 252.2 40.6 316 

600 630.0 19.2 305.4 61.4 590 

※  管の厚さ t は、 t(最小 )＋ である。               出典： JSWAS K-1 
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表 4.7.6 リブ付硬質塩化ビニル管設計に用いる寸法諸元  

呼び径  

管断面の中立軸  

までの半径  

管長 1mm 当りの  

断面 2 次モーメント  

管長 1mm 当りの  

断面係数  

 (mm)  (mm 4/mm)  (mm 3/mm) 

150 77.87 27.3 9.51 

200 103.75 63.0 16.94 

250 129.73 122.5 25.63 

300 155.69 211.9 36.60 

350 181.88 344.7 49.88 

400 204.77 301.6 63.21 

450 229.98 424.3 85.29 

 

※ 1 管断面の中立軸までの半径 r ’及び断面 2 次モーメントは、リブ断面の各部寸法  

の最小＋ から求め、性能規格値より定められたものである。  

※ 2 断面係数は、 Z 強度計算の対象となる管内面に対する値とし である。  

出典：JSWAS K-13 
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       第 5 章 マンホール  
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第5章  マンホール  

5.1 設置箇所  

 

マンホールは、維持管理のうえで必要な箇所、管きょの起点及び方向又はこう配が著

しく変化する箇所、管きょ径等の変化する箇所、段差の生ずる箇所、管きょの会合する

箇所に必要に応じて設ける。  

 

 

【解説】  

マンホールは、管きょ内の維持管理 (点検、調査、清掃、改築・修繕 )のために必要な施

設であり、管きょの接合及び会合のために設置するものである。また、マンホールによ

って管きょ内の換気を図ることもできる。  

 

5.2 設置間隔  

 

管きょの直線部のマンホール最大間隔は、管きょ径によって表  5.2.1 を標準とする。  

表  5.2.1 マンホールの管径別最大間隔  

 

 

出典：設計指針  

 

 

【解説】  

マンホールは、管きょ内の直線部においても、できるだけ多く設置することが維持管

理の上で便利であるが、建設費がかさみ、施工も煩雑になることから、表  5.2.1 の最大

間隔を標準とする。  

ただし、管きょ径が 600mm 以下でも清掃作業等に機械力を十分発揮できる場合は、

下水道管理者と協議のうえ、マンホール間隔を 100m まで広げることができる。  

現場打ちく形きょ、推進工法、シールド工法等の場合は、下水道管理者と協議のうえ、

現場の状況及び維持管理の方法等を考慮して適宜広げることができる。  
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5.3 マンホールの種類、形状、構造等  

マンホールの種類、形状、構造等は、次のとおりとする。  

(1) 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール  

(2) 下水道用レジンコンクリート製マンホール  

(3) 特殊マンホール  

【解説】  

マンホールは、ふた、側塊 (斜壁、直壁 )、床版、側壁、底版、足掛け金物、副管、イン

バートから構成される。  

マンホールの種類、形状及び構造は、管きょ径、起点、中間点、会合点等に応じて定

める。  

マンホールには、全部を現場打ちとするもの、下部を現場打ちとして上部を既製コン

クリートブロック (以下、工場製品という )とするもの、全部を工場製品とするものの 3

種類の構造が用いられている。現在では、施工の容易さ及び工期の短縮を図るため、全

部を工場製品とする組立マンホール (「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール

JSWAS A-11」及び「下水道用レジンコンクリート製マンホール JSWAS K-10」)が一

般的となっている。  

特殊マンホールの形状及び構造には、現場打ちによる円形及びく形と、く形の工場製

品があり、地域の実状、地下埋設との関係、管きょの構造等によって特殊な用途又は、

形状を必要とする場合に採用する。  

管きょを接続するための削孔径は、管の外径によって異なり、管接続の削孔同士の間

隔 (残り代 )は内面側で 10cm 以上確保することが望ましい (図  5.3.1 参照 )。確保できない

場合には、防護コンクリートなどによる措置が必要である。  

 

図  5.3.1 削孔間隔  

出典：設計指針  

各マンホールの形状別用途を以下に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              【平成 26年 4月-千葉市下水道設計指針-】                        【令和 4年 4月-千葉市下水道設計指針-】              

58 

 

 

 

 

(1) 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール  

表  5.3.1 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホールの形状別用途  

 

呼 び  径  形 状  寸  法  用  途  

円形 0 号マンホール  

CM0 
内径 75 ㎝  円形  

小規模な排水又は起点  

他の埋設物の制約等から 1

号マンホールが設置できな

い場合  

円形 1 号マンホール  

CM1 
内径 90 ㎝  円形  

管の起点及び内径 500mm

以下の管の中間点並びに内

径 400mm までの管の会合

点  

円形 2 号マンホール  

CM2 
内径 120 ㎝ 円形  

内径 800mm 以下の管の中

間点及び内径 500mm 以下

の管の会合点  

円形 3 号マンホール  

CM3 
内径 150 ㎝ 円形  

内 1,100mm 以下の管の中

間点及び内径 700mm 以下

の管の会合点  

円形 4 号マンホール  

CM4 
内径 180 ㎝ 円形  

内径 1,200 ㎜以下の管の中

間点及び内径 800mm 以下

の管の会合点  

円形 5 号マンホール  

CM5 
内径 220 ㎝ 円形  

内径 1,500 ㎜以下の管の中

間点及び内径 1,100mm 以

下の管の会合点  

楕円（方円）マンホール  60×90 ㎝楕円（方円）  

他の埋設物の制約等から 1

号マンホールが設置できな

い場合  

 

注 1.用途欄の内径は、推進工法用鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合を設定  

注 2.用途欄の内径は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合である。管の段差や角度  

により形状寸法を設定することもできる。  

注 3.楕円（方円）マンホールは、日本下水道協会の認定工場制度におけるⅡ類資機材に  

登録された製品である。  

注 4.マンホール形状選定の際は、図 5.3.1 削孔間隔（残り代）を確保することを原則と  

する。  

 

 

出典：設計指針  
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(2) 下水道用レジンコンクリート製マンホール  

表  5.3.2 下水道用レジンコンクリート製マンホールの形状別用途  

 

※ 1 用途欄の内径は、円形レジンマンホールは、推進工法用鉄筋コンクリート管を接続に使用した

場合を設定。  

※ 2 用途欄の内径は、楕円形レジンマンホールは、鉄筋コンクリート管 (外圧管 )を接続に使用した

場合を設定。  

※ 3.用途欄の内径は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合である。管の段差や角度により形状寸

法を設定することもできる。  

※ 4.マンホール形状選定の際は、図 5.3.1 削孔間隔（残り代）を確保することを原則とする。  

 

出典：設計指針  

(3) 特殊マンホール  

表  5.3.3 円形(現場打ち )マンホールの形状別用途  

 

 ※ 1 用途欄の内径は、鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合を設定。  

 ※ 2 用途欄の内径は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合である。管の段差や角度により形状寸

法を設定することもできる。  

出典：設計指針  
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表  5.3.4 く形(現場打ち及び工場製品 )マンホールの形状別用途  

 
※ 1 用途欄の内径は、鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合を設定。  

※ 2 用途欄の内径は、ハンチなどの大きさによって異なる。  

※ 3 会合点では、最大内径未満の管についてはマンホールの内のり寸法の範囲であれば、流入角度

を 90°以上にも設置することができる。  

※ 4 用途欄の内径は、流出管と流入管がほぼ同じ高さの場合である。管の段差や角度により形状寸

法を設定することもできる。  

出典：設計指針  
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5.4 マンホール本体の構造  

 

マンホールの構造は、組立マンホールを標準とし、斜壁は片斜壁を原則とする。また、

マンホールの基礎は、原則として砕石基礎とする。  

なお、現地の状況等から硫化水素発生のおそれのある箇所では硫化水素対策を検討す

る。  

 

 

【解説】  

(1) マンホール本体は、施工性及び工期短縮を図るため、組立マンホールを標準とする。

また、斜壁は維持管理性を考慮し、片斜壁を原則とする。  

 

(2) マンホール深5m以上の場合は、II種 (JSWAS A-11の性能区分 )部材の採用を検討す

る。  

 

(3) マンホールの基礎は、原則として砕石基礎とするが、立坑内に設置する場合はコン

クリート基礎とすることができる。  

 

(4) 現場打ちマンホールを採用する場合は、維持管理性を考慮し、下部側壁 (壁立上り部 )

の高さはインバートから最低2m程度確保する。  

 

(5) 圧送管吐出部や落差のある箇所では、防食型の部材及び防食型のマンホールふたを

用いるなど、必要に応じて硫化対策の検討を行う。  
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5.5 マンホールふた  

「千葉市下水道用鋳鉄製マンホールふた製造工場指定要綱」に基づき千葉市が認定し

たマンホールふたを使用する。  

【解説】  

(1) マンホールふたの使用区分は以下による。  
 

T-14 ：  歩道及び車道幅員 5.5m 未満の市道  

T-25 ：  国、県道及び車道幅員 5.5m 以上の市道  

 

ただし、車道幅員が 5.5m 未満であっても次に示す場合は、T-25 マンホールふ

たを用いる。  

 

①  常時、バス等の大型車両が通行する場合 (バス路線等 ) 

②  5 年以内に道路の拡幅工事が予定されている場合  

 

なお、車道幅員は車線間の幅員の合計とし、路肩等は車道幅員に含む。  

 

図 5.5.1 車道路幅員  

(2) マンホールふたの種類は、「千葉市下水道用鋳鉄製マンホールふた製造工場指定要

綱」に基づき千葉市が認定したマンホールふたを使用することを原則とする。  

ただし、設置環境に合わせた性能が必要となる場合は表 5.5.1 に示す「特殊タイプ」 

のふたを活用することも可能とする。  
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表 5.5.1 マンホール蓋の設置区分  

区

分  

種類  性能  適用箇所  

千

葉

市

下

水

道

用

デ

ザ

イ

ン

ふ

た  

荷

重

区

分  

T-25 車両総重量 25t の活荷重に対応する荷

重強さを持つもの。  

国、県道及び車道幅員 5.5m 以上の

市道  

T-14 車両総重量 14t の活荷重に対応する荷

重強さを持つもの。  

歩道及び車道幅員 5.5m 未満の市道  

付

加

性

能  

不法 開 放防 止

性  

所定の専用工具以外で、容易に開放さ

れないよう、錠を備えた構造のもの  

下水道管路全般  

内

圧

安

全

性  

圧 力 解 放

耐揚圧性  

蓋の圧力解放耐揚圧性を持つもの  下水道管路全般で、内圧により蓋

浮上の危険性の高い場所。ただし、

内圧の大きい場所は、格子蓋又は

排気口で対応する。  

転落  

防止性  

人 の 転 落 防 止 を で き る 荷 重 強 さ を 持

つもの。  

浮 上 防 止 の た め に 内 圧 に 対 す る ロ ッ

ク機能をもつもの。  

耐揚圧荷重強さをもつもの。  

維持管理時に安全確保が必要な場

所。  

・汚水管きょ：マンホール深 2.0m

以上  

・雨水・合流管きょ：全ての箇所  

 

特

殊

タ

イ

プ  

滑り防止蓋  蓋 表 面 に 独 立 し た 凸 形 状 が 適 切 に 配

列され、雨天時の 2 輪車の滑り防止性

を高めたもの。  

車道全般。特に交差点、カーブ、

及び坂道（道路勾配が 6％を超える

箇所）に設置するもの。踏切手前

に設置されているもの。  

格子蓋  蓋に格子状にした開口を設け、内部か

らのガスや水を排出するもの。  

分流雨水管又は合流管において、

内部からの水及び空気の排出を行

いたい場所。   中

蓋  

合流管においては、商店街や住宅密集

地 区 等 の 臭 気 対 策 が 必 要 な 場 所 に は

中蓋を取り付けることができるもの。 

防水蓋  蓋 か ん 合 部 に ゴ ム パ ッ キ ン 等 を 取 り

付ける構造で、外部からの防水性をも

つもの。  

機械電気設備に影響を及ぼすおそ

れのある場所。  

・ポンプ室、弁室。  

防食蓋  管 路 構 造 上 の 腐 食 環 境 に 対 し て 防 食

被膜を施したもの。  

圧送管吐出し先、伏越し下流部、

段差段落のあるマンホールなど  

※ 1）特殊タイプのマンホール蓋を活用する場合は、ふた表面に千葉市章をデザインしたものとし、

汚水・雨水・合流・農集の区分を表示すること。  

※ 2）特殊タイプのマンホール蓋を活用する場合は、「千葉市下水道用鋳鉄製マンホールふた  仕様書」

に定める製品検査結果を添付して、下水道管理者と協議した上で採用すること。  

 

出典：JIS A5506 下水道用マンホール蓋   (平成 30 年 12 月 20 日改正) 付属書 D 
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(3) 下記施設のふたの設置にあたっては、「下水道マンホール安全対策の手引き (案 )」

に従い、必要に応じて、ロック付落下防止梯子を設置する。  

 

①  汚水管きょ：マンホール深 2.0m 以上  

②  雨水・合流管きょ：全ての箇所  

 

(4) 受枠の設置には、高流動性無収縮超早強モルタル及び安全対策型用調整金具 (駒 )を

必ず用いる。  

 

(5) 圧送管吐き出し部やビルピット排水管の接合部等腐食の発生が予想されるマンホー

ルには、防食仕様のマンホールふたを用いる。なお、下流側マンホールへの影響が

懸念される場合は、「下水道管路施設ストックマネジメントの手引き」等により防

食範囲を設定するものとする。  

 

(6) 歩道がカラー化されている場合等、景観上などの理由によりカラーデザインふたを

採用する場合は、必要に応じ、下水道管理者など各管理者と協議すること。  
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5.6 足掛金物  

足掛金物は、鋼鉄製 (樹脂被覆 )、ステンレス製などの腐食に耐えるものを用いる。また、

維持管理が容易に行えるよう、側壁の適切な位置に設置する。  

【解説】  

管きょ内の点検及び清掃のための昇降を容易にするために、マンホールの側壁部に足

掛金物を設置する。材質は、硫化水素による腐食に耐えられる鋼鉄製 (樹脂被覆 )、ステン

レス製等を用いる。設置間隔は、30cm 間隔を標準とする。  

 

5.7 インバート  

マンホールの底部には、下水の円滑な流下機能を確保するため、管きょの接合や会合

の状況に応じたインバートを設ける。  

【解説】  

インバートは、下水の円滑な流下を図るとともに維持管理の足場とし、次の内容を考

慮して設置する。  
 

(1) インバートの幅は、上下流の管きょを滑らかに結ぶ。  
 

(2) インバートの縦断こう配は、上下流管きょの管底を100‰以下のこう配ですりつけ

る。なお、インバートこう配が下流管きょこう配を下回るときは、下流管きょこう

配に合わせる。  
 

(3) インバートの横こう配は、20‰程度とする。  
 

(4) インバートの高さは、管径の1/2とする。ただし、管径がφ1,000mm以上の場合は、

50cmとする。  

 

標準的なインバートの設置例を図  5.7.1 に示す。  

 

図  5.7.1 インバート・標準図  
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5.8 中間スラブ  

マンホール深が 5.0m 以上の場合、維持管理上の安全を考慮してマンホールの中間に踊

り場 (中間スラブ )を設け、踊り場の間隔は 3.0～5.0ｍとする。また、マンホール内の作業

性から、有効高さはインバートから 2.0m 以上確保する。なお、スラブ及び中間スラブと

流入管きょは、30cm 程度の離隔を確保することが望ましい。  

【解説】  

(1) 踊り場の種類は、FRP製、コンクリート二次製品スラブ、現場打ちスラブとする。  
 

(2) 流入管を考慮して踊り場の配置を決める。なお、複数の踊り場を設ける場合は、踊

り場の出入り口は原則、ちどり配置とする。  

 

図  5.8.1 中間スラブ設置例 (マンホール深さ：5.0m 以上の場合 )  

出典：設計指針  

5.9 マンホールの段差  

マンホール部での水理的損失、及び施工誤差等を考慮して、上下流管きょの段差の最

小値は次のとおりとする。  

①  開削工   2cm 

②  推進工  発進部  2cm 

     到達部 5cm 

【解説】  

上下流の管きょの段差は、2cm を最小とする。ただし、推進工到達部は、推進工事の

施工誤差を考慮して 5cm とする。  

なお、急こう配の路線では段差が大きくなるが、1 箇所当たりの段差は 1.5m 以内とす

ることが望ましい。また、雨水管きょについては、マンホール躯体の損傷及び踊り場と

流入管の位置を考慮し、下水道管理者と協議の上、付帯設備 (洗堀防止マットや副管等 )

の検討及び対策を行う。  
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5.10 副管  

副管は、上流管きょ、下流管きょの段差が 0.6m 以上の場合に設ける。  

【解説】  

(1) 副管は、マンホール内での点検や清掃作業を容易にするとともに、流水によるマン

ホールの底部、側壁等の摩耗を防ぐ役割をもつ。  
 

(2) 原則として、分流式下水道の雨水管きょのマンホールには設置しないことが一般的

であるが、下水道管理者と協議の上、維持管理状況等から前頁（5.9）のマンホール

底部の洗堀防止対策として設置できる。  

(3) 副管は内副管を標準として、構造は原則として硬質塩化ビニル管とする。内副管と

する場合は、維持管理等を考慮して原則2号マンホール以上の適用が望ましいが、省

スペース型の内副管の採用等で維持管理に支障がない場合はこの限りではない。  
 

(4) 副管径は、表  5.10.1を標準とする。防護コンクリートの寸法等は「千葉市下水道施

設標準構造図」を参照のこと。  

表  5.10.1 副管使用例  

本 管  径  

(mm) 

副 管  径  (mm) 

分流式下水道  合流式下水道  

150 100 ― 

200 150 150 

250 200 200 

300 200 200 

350 200 200 

400 200 200 

450 250 250 

500 別途考慮  250 

600 別途考慮  300 

700 以上  別途考慮  別途考慮  

出典：設計指針  

 

図  5.10.1 外副管付きマンホールの例  

 

図  5.10.2 内副管付きマンホールの例  
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出典：設計指針  

5.11 小型マンホールの種類、形状、構造等  

小型マンホールの種類、形状、構造等は、次のとおりとする。  

(1) 種類及び形状  

1) 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール 

2) 下水道用鉄筋コンクリート製小型マンホール  

3) 下水道用レジンコンクリート製小型マンホール  

(2) 設置条件等  

維持管理に支障のないこと等を確認して設置する。  

【解説】  

小型マンホールは、従来、狭隘道路等で施工条件に制約を受けている箇所等に使用さ

れてきたが、近年、維持管理器具の小型化とコスト縮減施策等が相まって、小型マンホ

ールの採用が増えている。  

(1) 種類及び形状  

1) 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール  

①  原則として歩道に使用する。  

②  保護ふたは、千葉市型デザイン保護ふたを採用する。  

③  形状別用途は表 5.11.1 による。  

表  5.11.1 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホールの形状別用途  

種  類  形状寸法  用  途  

塩ビ起点  
内径 30cm 円形  内径 250mm 以下の硬質塩化ビニル管の起点  

KT 

塩ビ屈曲  
内径 30cm 円形  内径 250mm 以下の硬質塩化ビニル管の 15°の屈曲点  

L(曲り角度 ) 

塩ビ中間  
内径 30cm 円形  内径 250mm 以下の硬質塩化ビニル管の中間点  

ST(ストレート ) 

※  塩ビ屈曲の用途欄の角度はインバート部の曲り角度を示す。  

出典：設計指針  

2) 下水道用鉄筋コンクリート製小型マンホール  

①  原則として車両が通行する場所に使用する。  

②  形状別用途は表 5.11.2 による。  
 

表  5.11.2 下水道用鉄筋コンクリート製小型マンホールの形状別用途  

呼  び  方  形状寸法  用    途  

円形 30 

CM30 
内径 30cm 円形  内径 200mm 以下の管きょの起点及び中間点  

円形 40 

CM40 
内径 40cm 円形  内径 200mm 以下の管きょの起点及び中間点  

円形 60 

CM60 
内径 60cm 円形  内径 300mm 以下の管きょの起点及び中間点  

※ 1 用途欄の内径は、硬質塩化ビニル管を接続に使用した場合を設定。  

※ 2 小型マンホールを設置し、本管を屈曲させる場合交角は 15°以内とする。  

出典：設計指針  
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3) 下水道用レジンコンクリート製小型マンホール  

①  原則として車両が通行する場所に使用する。  

②  形状別用途は表  5.11.3 による。  

表  5.11.3 下水道用レジンコンクリート製小型マンホールの形状別用途  

呼  び  方  形状寸法  用    途  

円形小型 30 

RMC30 
内径 30cm 円形  内径 200mm 以下の管の起点及び中間点  

円形小型 50 

RMC50 
内径 50cm 円形  

内径 250mm 以下の管の起点及び中間点  
円形小型 60 

RMC60 
内径 60cm 円形  

※ 1 用途欄の内径は、鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合を設定。  

※ 2 小型マンホールを設置し、本管を屈曲させる場合交角は 15°以内とする。  

出典：設計指針  

 

(2) 設置条件等  

①  設置箇所は、会合点を除く起点又は中間点とする。  

 

図  5.11.1 小型マンホールの設置例  

出典：設計指針  

 

②  小型マンホールを設置し、本管を屈曲させる場合の交角は、 15°以内とする。  

③  設置深さは、3.5m までとする。  

④  設置間隔は、75m 以下とし連続して設置してはならない。  

⑤  市管理以外の国道又は県道へ布設する場合は、別途道路管理者と協議を行う。  
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第 6 章 ます及び取付管  
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第6章  ます及び取付管  

6.1 ます  

ますは、民有地の排水設備の終点に設けて、排水が取付管を経由して本管に円滑に排

出するために設置するものである。汚水ますの設置にあたっては、千葉市が定める「汚

水ます設置基準」によるものとする。雨水ますの設置にあたっては、宅地の排水設備の

雨水ますついては下水道法施行令第 8 条に基づき 15 ㎝以上の泥溜めを設けるものとし、

泥溜め以外の基準については汚水ますの内容に準じる。  

 

【解説】  

「汚水ます設置基準」の抜粋を (1)及び (2)に示す。汚水ますは、同基準のほか、(3)～ (6)

の事項を考慮し設計する。  

 

(1) 設置箇所数  

汚水ますは、原則として一宅地につき 1 箇所 1 汚水ますを設置する。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。  
 

①  土地の形状により必要な排水勾配がとれない場合、既存の建築物の状況・構造等

により 1 箇所では宅内汚水を排除できない場合など、市が調査し必要と認めた場

合。  

②  一宅地に建築物が 2 棟以上あり、受益者負担金 (分担金を含む。以下同じ )納入者

が異なる場合で、市が調査し必要と認めた場合。  
 

(2) 設置位置  

位置は、原則として道路 (私有道路を含む。以下同じ )境界線から 1.0m 以内の宅

地内に設置する。ただし、次に掲げる場合は道路に設置する。  
 

①  宅地内に汚水ますの設置場所がないなど、市がやむを得ないと認めた場合  

②  道路と宅地面との高低差が 1.0m 以上ある場合  
 

汚水ますの設置位置は、土地所有者及び家屋所有者が提出する汚水ます設置位置

承諾書により決定するものとする。  
 

(3) 塩ビ製ます  

塩ビ製ますは、呼び径 200mm、ゴム輪受け口製で、規格については千葉市で規

定した製品とする。ますの深さは、流入側の管底で 900mm 以上 1,500mm 未満と

する。  
 

(4) マンホールます  

ますの深さが流入側の管底で 1,500mm 以上の場合、又は取付管径が塩ビ製ます

と合わない場合は、マンホールますを使用する。  

マンホールますは、原則 1 号マンホールを使用しインバートを設けること。ただ

し、1 号マンホールを使用することが困難と認められる場合は、 0 号マンホールを

使用することができる。  
 

(5) ますふた  

マンホールますのふたは、千葉市で規定しているふたを使用する。また、塩ビ製

ますの場合、市章入りのふたを使用し、駐車場内あるいは車路等に設置される場合

は、鋳鉄製防護ふたを、その他の場合は塩ビ製ふたを用いること。  
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なお、ふたは常に確認できるようにすることとし、二重ふた、化粧ふたは設置し

ないこと。  
 

(6) ます深の検討  

奥行きのある家屋等や、道路面より低い宅地については、標準的な汚水ます

(900mm 以上 1,500mm 未満 )にて宅内汚水を排水できない可能性もあることから、

現場状況を十分把握し、汚水ますの深さを検討すること。  
 

(7) 雨水ます  

雨水ますの設置数や設置位置等は、「汚水ます設置基準」に準じることとする。  

 

(8) 道路上に設置されている公共桝の取り扱い  

  道路上に設置されている公共桝がある場合は、「道路上に設置されている公共桝の移

設について（通知）」に準じることとする。  
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6.2 取付管  

取付管は、汚水ます或いは雨水ますと本管を接続する施設であり、耐久性、耐食性及

び水密性を有するものでなければならない。  

【解説】  

取付管は、以下に示す内容とする。  

(1) 管種  

硬質塩化ビニル管 (VU)とし、管継手構造はゴム輪受け口タイプとする。取付管は

1.0m ごとに埋設標識テープ (茶テープ )を巻く。  

(2) 配置  

①  布設方向は、本管に対して直角、かつ直線的に布設する。  

②  取付管は、本管への接続を原則とするが、起点マンホールにおいてはマンホール

に直接取り付けること。マンホール接続の場合は、管頂接合を原則とし、インバ

ートも設ける。また、他の接続管からマンホール内壁部で 100mm 以上の離隔を

確保する。  

③  塩ビ製ますとの接続部には自在曲管、マンホールますとの接続部にはマンホール

継手を使用する。  

④  取付管の間隔は、隣接する箇所と 1m 以上離すこと。（本管との取付けは人孔か

ら 1m 以上離す）  

⑤曲管を使用する場合は、60 度以下のものを使用することができる。  

 

(3) 取付位置  

本管の取付位置は、本管中心部より上部とする。  

(4) 管径  

内径 150mm 以上とする。  

(5) 勾配  

10‰以上とする。  

(6) 延長  

最大 8m までとする。  

(7) 本管取付部の構造  

本管の穴あけは、カッター等を用い、取付は 90 度又は 60 度の支管を使用する

こと。  

(8) マンホール取付部の構造  

マンホールの穴あけは、カッター等を用い、接続にはマンホール用継手を使用す

ること。  
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図  6.2.1 取付管の標準配管例       図  6.2.2 取付管間隔の例  

出典：設計指針  

 

6.3 補足事項  

 

雨水浸透ますは、「雨水の貯留及び浸透に関する指針」(千葉市 )及び「千葉市雨水貯留・

浸透事業運用マニュアル」 (千葉市 )等による。  

 

 

【解説】  

千葉市は、快適な水環境を作り出すために浸水対策、環境対策を推進しており、その

一環として雨水流出抑制施設の設置を推奨している。  

雨水浸透ますは、雨水流出抑制施設の主要なものであり、上記の指針・マニュアル等

を参考に検討することとする。  
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第７章 土留め工  
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第7章  土留め工  

7.1 総則  

7.1.1 適用の範囲  

 

管きょ工事に用いる標準的な土留め工の設計に適用する。土留め工の採用にあたって

は、現場条件に適した工法を選定しなければならない。  

 

 

【解説】  

(1) 土留めには多くの種類と施工法があり、土留めの採用にあたっては、安全性、経済

性、環境保全等の各種条件を考慮し、その現場に最も適した土留めを選定しなけれ

ばならない。  
 

(2) 市街地で土留めを施工する場合には周辺の環境条件が、工法を選定する上で大きな

要素となるので、工事に伴う騒音、振動、地盤沈下及び地下水の変化等について検

討し、周辺環境条件に適した工法を選定しなければならない。  

なお、現場の条件によっては、地盤改良等の補助工法を採用する場合もある。  
 

(3) 土留め工法は、土留め壁の種類、土留め支保工の形式により次のように分類される。 

図  7.1.1 土留めの種類と区分  

出典：トンネル示方書・開削  

 

 

 

 

 

 

 

開水性土留め壁

簡　易

土留め壁

親杭横矢板

土留め壁

木　材

鋼（管）矢板土留め壁 柱列式地下連続壁 地下連続壁

遮水性土留め壁

鋼矢板
矢　板

鋼　管
鋼　杭

ち杭  

場所打
既製杭 鋼　製

コンクリート

場所打ち鉄筋

鋼　材 固化泥水モルタル、コンクリートソイルセメント

地下水の関連

各種土留め壁
の一般呼称

構成する材
土留め壁を

料との関連

との関連
土留め支保工

アンカー土留め切ばり土留め自立土留め

の有無

土留め支保工

切ばりの有無

無 有

無有

アンカー土留め

モルタル、コンクリート

場所打ち鉄筋

コンクリート土留め壁を
既製杭

ち杭  
鋼　杭

矢　板
鋼矢板

土留め支保工

料との関連
構成する材

との関連

切ばり土留め自立土留め

無

木　材 鋼　材

有

土留め支保工

の有無

切ばりの有無

有

ソイルセメント

の一般呼称
各種土留め壁

地下水の関連

鋼（管）矢板土留め壁

土留め壁

親杭横矢板

土留め壁

簡　易

開水性土留め壁

場所打

柱列式地下連続壁

鋼　管

遮水性土留め壁

鋼　製

無

固化泥水

地下連続壁

アンカー土留め

モルタル、コンクリート

場所打ち鉄筋

コンクリート土留め壁を
既製杭

ち杭  
鋼　杭

矢　板
鋼矢板

土留め支保工

料との関連
構成する材

との関連

切ばり土留め自立土留め

無

木　材 鋼　材

有

土留め支保工

の有無

切ばりの有無

有

ソイルセメント

の一般呼称
各種土留め壁

地下水の関連

鋼（管）矢板土留め壁

土留め壁

親杭横矢板

土留め壁

簡　易

開水性土留め壁

場所打

柱列式地下連続壁

鋼　管

遮水性土留め壁

鋼　製

無

固化泥水

地下連続壁
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7.2 関連法規及び適用基準  

土留め工に関する関連法規類を以下に示す。  

(1) 建設工事公衆災害防止対策要綱  

（2） 土止め先行工法に関するガイドラインとその解説  

(3) 建築基準法施行令  第 136 条の 3 

(4) 労働安全衛生規則  第 356 条  

(5) 適用基準  

【解説】  

土留め工に関する設計基準は、基本的に「道路土工・仮設構造物工指針」（日本道路協

会）と「トンネル標準示方書」（土木学会）を標準とし以下に示す考え方を適用する。な

お、これらを補完するものとして以下の各法規を参考とする。  

 

【掘削深さによる土留めの考え方】  

①  掘削深さが 1.5m を超える場合は、「建築基準法施工令」に基づき、原則として土留め

工を施すものとする。  

②  掘削深さが 1.5m～4.0m までは、「土留め先行工法に関するガイドラインとその解説」

に基づき、軽量鋼矢板や建込み簡易土留め等を用いた土留めを基本とする。  

③  掘削の深さが 4.0m を超える場合や 4.0m 以下であっても周辺への影響が大きいと考え

られる場合は、親杭横矢板や鋼矢板土留めを用いた確実な土留めとする。最小部材厚

等の鋼材仕様や根入れ長さは「道路土工・仮設構造物工指針」に基づき定めるものと

する。  

 
 

(1) 建設工事公衆災害防止対策要綱  

日本建築学会「山留め設計指針」「山留設計施工指針」、日本道路協会「道路土工  仮

設構造物工指針」、土木学会「トンネル標準示方書」に従い検討しなければならない。 

 

(2) 建築基準法施行令  第136条の3 

深さ 1.5m 以上の根切り工事を行う場合、地盤が崩壊するおそれがないとき、及

び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければなら

ない。山留めの根入れは周辺の地盤の安定を保持するために、相当な深さとしなけ

ればならない。  

 

 

(3) 土止め先行工法に関するガイドラインとその解説   

土止め先行工法とは、労働者が溝内に立ち入って作業する前に土止め支保工を先

行して設置することができる工法のことである。  

 【本ガイドライン内容】  

・掘削深さが概ね 1.5 メートル以上 4 メートル以下で掘削幅が概ね 3 メートル以下

の溝をほぼ鉛直に掘削する作業を小規模な溝掘削作業に伴う上下水道等工事に適用

される。  

・土止め先行工法として、軽量鋼矢板工法（建込み方式・打込み方式）と建込み簡

易土止め工法（スライドレール方式・縦ばりプレート方式）等がある。  
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(4) 労働安全衛生規則  第356条  

手掘作業により地山を明り掘削するとき、岩盤や固い粘土以外の地山では、深さ

2m 以上垂直に掘削する場合には土留め工が必要となる。  

 

(5) 適用基準  

そのほか参考とする設計基準類は次のとおりである。  

表  7.2.1 土留めに関する主な指針・基準  

学協会・事業団体名  指針・基準類  

土木学会  トンネル標準示方書（開削工法編）  

日本道路公団  仮設構造物設計基準  

日本建築学会  山留め設計施工指針  

首都高速道路公団  仮設構造物設計基準  

建設業労働災害防止協会  土止め先行工法に関するガイドラインとその解説  
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7.3 土留め工の概要  

管きょ工事に用いられる標準的な土留め工を以下に示す。  

(1) 開削工法に用いられる土留め工  

1) 建込簡易土留工法  

2) 軽量鋼矢板建込工法  

3) アルミ矢板建込工法  

4) 軽量鋼矢板工法 (打込み、圧入等 ) 

5) 親杭横矢板工法  

6) 鋼矢板工法  

(2) 推進工法、シールド工法の立坑に用いられる土留め工  

1) 親杭横矢板工法  

2) 鋼矢板工法  

3) ライナープレート工法  

4) 小型立坑工法  

【解説】  

(1) 開削工法に用いられる土留め工  

1) 建込簡易土留工法  

バックホウで先行掘削し、ガイドレールを掘削に合わせて押し込み沈下させ、

かつ 1 対のパネルをガイドレールにはめ込み、ガイドレールに設置されているロ

ッドとともに函形を形成し土留め工とするものである。  

①  掘削と建込みが連続作業工程であるため施工能率がよい。  

②  根入れがないため地下水位の高い場合は、ボイリング及びヒービング現象等が発

生することが考えられるので、補助工法等を必要とする。  

③  地下埋設物等の障害物がある場合、不連続になることが考えられるので、事前に

綿密な調査を行うこと。  

 

2) 軽量鋼矢板建込工法  

掘削深が浅い場合に、掘削と同時に軽量鋼矢板を建込んでいく土留め工法であ

る。  

①  軽量で取扱いが容易である。  

②  止水性は得られない。  

 

3) アルミ矢板建込工法  

掘削深が浅い場合に、掘削と同時にアルミ矢板を建込んでいく土留め工法であ

る。  

①  軽量鋼矢板よりさらに軽量で、矢板幅が大きいため、施工効率が高い。  

②  止水性は得られない。  

 

4) 軽量鋼矢板工法 (打込み、圧入等 ) 

掘削深が比較的深く、軟弱地盤で掘削前に土留め板を施工する必要がある場合

などに用いられる。  

①  鋼矢板工法と比較して軽量で取扱いが容易である。  

②  ある程度の止水性が得られるので小規模工事における軟弱地盤に適している。  

③  たわみ量が大きく変形しやすい。  
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5) 親杭横矢板工法  

H 形鋼又は I 形鋼を親杭として 1.0m～1.5m 間隔程度に打ち込み、親杭のフラ

ンジに木製の横矢板をはめ込んで周囲の土をおさえる土留工法である。  

①  土留め工法に占める鋼材量が少ないので経済的である。  

②  止水性を欠くため、軟弱な地盤、流動性の砂地盤には不適である。  

③  掘削坑内に滞水したとき、横矢板背面の土砂にゆるみを生ずる。  

 

6) 鋼矢板工法  

鋼矢板の土留め工法は、比較的工事規模の大きい、土木・建築工事等多くの工

事現場で採用されている。打込み、引抜き工法の種類も多数開発されている。  

①  止水性に富み、地質が軟弱で地下水位が高い現場では一般に広く採用されてい

る。  

②  止水性に富んでいるので土砂、水の流入を防ぐことができる。  

 

(2) 推進工法・シールド工法の立坑に用いられる土留め工  

1) 親杭横矢板工法  

(1) 5)参照。  

2) 鋼矢板工法  

(1) 6)参照。  

3) ライナープレート工法  

本工法は、波付け及びフランジ曲げを施し、円弧端面に軸プレートを取り付け

た鋼板 (ライナープレート )と補強リング (H 形鋼 )を用いて、掘削しながら内側か

ら 1 リング (通常高さ 50 ㎝ )ずつ組み立てて土留めを行っていく工法である。した

がって、一時的な地山の自立が必要で、土質や地下水の状況によっては地盤改良

が必要となる。  

形状には、一般に小判形と円形がある。小判形では深くなるにしたがい直線部

を縦梁、腹起し及び切梁で補強する。一方、円形では、補強リングで対応するこ

ととなる。  

また、地山とライナープレートのあいだに隙間ができると、立坑周辺の沈下に

つながるため、ライナープレート組み立て後、直ちに裏込め注入する必要がある。 

 

4) 小型立坑工法  

小型立坑工法の施工方法には、円形の鋼製ケーシングやコンクリート製ブロッ

クを専用の機械で揺動又は回転させながら圧入する方法と、自重や簡易な圧入装

置のみで沈下させる方法がある。どちらも、鋼製ケーシングやコンクリート製ブ

ロックの内部を水中掘削できるので軟弱な地盤でも補助工法が不要であるが、機

械装置が比較的大きいため搬入路や作業ヤードの確保に注意が必要である。  

なお、コンクリート製ブロックの場合はマンホール本体として使用可能である

が鋼製ケーシングの場合は一般にケーシング自体を残置し、マンホールを一体的

に築造する。  

小型立坑工法は、土質条件が悪く経済性で他工法より有利となる場合、住宅密

集地の狭隘道路や交通規制が短期間しか行えない道路など施工条件の厳しい場

合に、鋼矢板工法やライナープレート工法に替わる工法として採用されることが

多い。  
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7.4 設計の基本方針  

原則として、掘削深 1.5m を超える場合には土留め工の検討を行う。  

土留め工の設計にあたっては、地盤条件、施工条件および周辺環境条件等を考慮し、

施工中に作用する荷重の適切な評価や周辺環境への影響等について検討しなければなら

ない。  

【解説】  

(1) 土留め工の設計手順  

土留め工の計画は、下記の図  7.4.1 に示す設計手順により行うものとする。  

 

 

図  7.4.1 設計手順  

出典：道路土工・仮設工  
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(2) 事前調査  

土留め杭の打ち込み・引き抜き工事や掘削工事では、周辺に影響を与える場合が

ある。したがって、家屋調査等の環境調査及び地下埋設物調査を行わなければなら

ない。また、適切な土留め工法選定のために的確な地質調査等を行わなければなら

ない。  

 

(3) 土留め工法の選定  

土留め工法の標準的な選定フローを図  7.4.2 に示す。  

工法選定における留意事項を以下に示す。  

①  検討にあたっては土質条件、掘削底部の安定、周辺地盤への影響、地下埋設物へ

の影響、通行する車両等への影響等を考慮する。  

②  必要に応じて、経済比較を行い、土留め工法の選定を行う。  

③  軽量鋼矢板工法 (建込 )及びアルミ矢板工法 (建込 )の適用最大掘削深は、20cm 程度

の根入れ考慮し、3.8m とする。  

 

 

図  7.4.2 土留め工法選定  

 

(4) 設計手法  

土留め工の設計手法は、「道路土工  仮設構造物工指針」に準じ、掘削深さに応

じて土留めの応力及び変形の計算手法を使い分ける。  

土留工の設計手法とその適用区分は表  7.4.1 に示すとおりである。  

表  7.4.1 土留めの設計手法の分類  

支保工形式  掘削深さ  土留めの応力・変形の計算法  

切ばり式  
3.0m＜H≦10.0m 慣用法※ 1 

H＞10.0m※ 2 弾塑性法  

※ 1 慣用法では土留め壁の変形量を求めることができないため、近接構造物が存在し変形量

を求める必要がある場合は弾塑性法によるのがよい。  

※ 2  N 値が 2 以下もしくは粘着力が 20kN/m 2 程度以下の軟弱地盤においては掘削深さが H＞

8.0m に対して適用する。  

出典：道路土工・仮設工  
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7.5 荷重  

7.5.1 荷重の種類  

仮設構造物の設計にあたっては、次の荷重を考慮しなければならない。  

(1) 死荷重  

(2) 活荷重  

(3) 衝撃  

(4) 土圧及び水圧  

(5) 温度変化の影響  

(6) その他の荷重  

【解説】  

上記荷重は、仮設構造物の設計にあたって、一般的に考慮しなければならない荷重で

ある。これらの荷重を、仮設構造物の種類や現地の施工条件により選択して設計する。  

下表に土留め壁や路面覆工などの設計時の組合せを示す。  

表  7.5.1 荷重の組合せ  

 死荷重  活荷重  衝  撃  土  圧  水  圧  
温度変化  

の影響  
その他  

土 

留 

め 

土留め壁  

根入れ長     ○  ○   

必
要
に
応
じ
て
考
慮 

支持力  ○  ○  ○     

断  面  ○  ○  ○  ○  ○   

腹起し  断  面     ○  ○   ○ ※  

切ばり  断  面     ○  ○  ○  

火打ち  断  面     ○  ○  ○  

路面  

覆工  

・  

仮桟橋  

覆工受げた  

けた受け  

断  面  ○  ○  ○     

たわみ   ○      

中間杭  

支持杭  

支持力  ○  ○  ○     

断  面  ○  ○  ○     

※  腹起しの計算に軸力を考慮する場合  

出典：道路土工・仮設工  

(1) 死荷重   

死荷重の算出には､表  7.5.2 に示す単位体積重量を用いることとする。また､覆工

板の単位面積重量を表  7.5.3 に示す。  

表  7.5.2 材料の単位体積重量           (kN/m3) 

材 料  単位体積重量  材 料  単位体積重量  

鋼 ・ 鋳 鋼 ・ 鍛 鋼  77.0 
セ メ ン ト モ ル タ

ル  
21.0 

鋳 鉄  71.0 木材  8.0 

鉄 筋 コ ン ク リ ー

ト  
24.5 アスファルト舗装 22.5 

コ ン ク リ ー ト  23.0   

出典：道路土工・仮設工  
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表  7.5.3 覆工板の単位面積重量  (kN/m2)  

種 類  
単位面積当りの重量  

長さ 2m 長さ  3m 

鋼 製  2.0kN/m2 2.0kN/m2 

鋼 製  

(アスファルト舗装

付) 

2.5kN/m2 2.6kN/m2 

鋼・コンクリート合

成 
2.8kN/m2 3.3kN/m2 

 

出典：道路土工・仮設工  

(2) 活荷重   

仮設構造物に作用する活荷重としては、自動車荷重、群衆荷重及び建設用重機等

の荷重を考慮する。  

また、このほか道路上の工事では換算自動車荷重として仮設構造物の範囲外に上

載荷重を考慮する必要がある。活荷重の一般的な載荷状況を図  7.5.1 に示す。  

 

図  7.5.1 活荷重の載荷状況  

出典：道路土工・仮設工  

1) 自動車荷重  

自動車荷重は、「道路橋示方書・同解説 I 共通編」に規定されている下図の T

荷重を用いる。  

 

図  7.5.2 T 荷重  

出典：道路土工・仮設工  

進

行

方

向 
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なお、T140kN の荷重を考慮するときは、「道路橋示方書・同解説 I 共通編 (平成

29 年 )」を参考とする。  
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2) 群衆荷重  

群衆荷重は、「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」に準拠し、5.0kN/m2 の等分布

荷重として歩道部に載荷するものとする。  

 

3) 建設用重機の荷重  

建設用重機と吊上げ荷重については、その使用状況に応じて考慮する。  

 

4) 地表面での上載荷重  

土留めの設計においては、仮設構造物の範囲外に原則として 10kN/m2 の上載荷

重を考慮する。ただし、自動車、建設用重機及び建築物等が特に土留めに近接し、

かつ明らかに 10kN/m2 では危険側と考えられるときは、別途適切な値を考慮しな

ければならない。  

5) その他  

仮桟橋等の設計においては、必要に応じて自動車及び建設用重機等による水平

荷重を考慮する。  

自動車の制動及び始動等による水平荷重としては、鉛直荷重の 10%を、建設用

重機の制動、始動及び施工中の作業に伴う水平荷重としては、建設用重機自重 (作

業時には吊り荷重等を含む )の 15%を考慮する。  

 

(3) 衝撃  

自動車及び建設用重機の荷重を考慮する。衝撃係数 i は支間長に関係なく 0.3 と

する。ただし､覆工板は衝撃を直接受けるので衝撃係数 i＝0.4 とする。  

 

(4) 土圧及び水圧   

一般に、土留め壁の計算に用いられる側圧には、理論的に得られる側圧及び水圧

の和と、現場での土圧計などによって得られる側圧の 2 種類がある。  

前者は、根入れ長算定や弾塑性法による応力算定に用いられ、後者は慣用計算法

による応力算定に用いられる。このことは、設計手法の項で示しており、具体的な

算出方法等については、7.6 土圧及び水圧を参照のこと。  

 

(5) 温度変化の影響   

切りばり反力は、気温 1℃の上昇に対して通常 11.0～12.5kN 増加するといわれ

ている。この反力の増加は、切りばりの断面や長さ、土留め壁の剛性、地盤の硬軟

によって異なると考えられるが、設計には温度変化による反力の増加を 150kN 程

度考慮する。  

 

(6) その他の荷重   

切りばり及び土留めアンカーのプレロード、土留めアンカーの鉛直分力、地盤改

良等による荷重など、必要に応じて適切な荷重を設定し、その影響を考慮する。  
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7.6 土圧及び水圧  

7.6.1 慣用法に用いる土圧及び水圧  

慣用法による土留め壁の根入れ計算に用いる土圧は、ランキン・レザール式により求

めるものとする。また、断面計算に用いる土圧は、断面決定用土圧を用いることとする。 

 

【解説】  

(1) 根入れ長の計算に使用する土圧  

根入れ長の計算で使用する土圧公式は、以下とする。  

 

ランキン・レザール式  

 式  7.6.1 

 式  7.6.2 

ここに、  

pa ：主働土圧 (kN/m2) 

pp ：受働土圧 (kN/m2) 

Ka ：着目点における地盤の主働土圧係数  

Ka = tan2(45°－φ /2) 

Kp  ：着目点における地盤の受働土圧係数  

Kp = tan2(45°+φ /2) 

φ  ：着目点における土のせん断抵抗角 (度 ) 

Σγh ：着目点における主働側の有効土かぶり圧 (kN/m2) 

Σγh’ ：着目点における受働側の有効土かぶり圧 (kN/m2) 

γ  ：各層の土の湿潤単位体積重量 (kN/m3)で、地下水位以下は  

水中単位体積重量を用いる。  

h ：着目点までの主働側の各層の層厚 (m) 

h ’ ：着目点までの受働側の各層の層厚 (m) 

q ：地表面での上載荷重 (kN/m2) 

c ：着目点における土の粘着力 (kN/m2) 

 

ただし、粘性土地盤の主働土圧の下限値は図  7.6.1 に示すように Pa＝0.3γh

とし、算出した土圧と比較して大きい方を用いるものとする。ただし、この土

圧の下限値には、地表面での上載荷重 q は考慮しなくてもよい。  
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図  7.6.1 粘性土地盤の主働側圧の考え方  

出典：道路土工・仮設工  

(2) 断面計算に用いる土圧  

土留め壁、腹起し、切ばりの断面計算においては、図  7.6.2 に示す断面決定用土

圧を用いることとする。  

砂質土地盤の土圧は長方形分布とし、粘性土地盤の土圧は台形分布とする。  

断面決定用土圧は、多数の土圧測定結果を、慣用法に用いることを前提として整

理し得られた見掛けの土圧分布であり、基になった土圧実測例はあくまで標準的な

地盤、掘削深さ、施工法についてのものである。  

 

 ：土の平均単位体積重量 (kN/m3) 

a、b、 c ：表  7.6.1、表  7.6.2 による  

H ：掘削深さ  

図  7.6.2 断面決定用土圧  

出典：道路土工・仮設工  

 

表  7.6.1 掘削深さ H による係数  

   

出典：道路土工・仮設工  

 表  7.6.2 地質による係数  
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出典：道路土工・仮設工  
 

ここで、上記の適用にあたって留意すべき事項を列記する。  
 

①  土が過度に攪乱された状態では、土圧は極めて大きくなるため、裏込め土、埋立

て土の場合や、施工中に攪乱されると思われる場合は別途検討する。  

 

②  地層が粘性土と砂質土の互層になっている場合は、粘性土の層厚の合計が地表面

から仮想支持点までの地盤の厚さの 50%以上の場合は粘性土、50%未満の場合は

砂質土の一様地盤と考えてよい。また地盤種別が粘性土と判定された場合は、粘

性土を N 値で分類し、N≦5 の層厚の合計が 50%以上の場合を軟らかい粘性土、

50%未満を硬い粘性土として取り扱う。  
 

③  土の平均単位体積重量は、地表面から仮想支持点までの間における各層を考慮

し、図  7.6.3 のようにして求める。  

 

 

図  7.6.3 土の平均単位体積重量の求め方  

出典：道路土工・仮設工  

 

④  土留め背面には、地表面での上載荷重として q＝10kN/m2 を考慮するが、③で求

めた平均単位体積重量 から、q/ (m)の厚さの土層が地表面より上方に存在する

ものとして図  7.6.4 のように換算土圧として考慮する。  

 

 

図  7.6.4 地表面での上載荷重がある場合の土圧  

出典：道路土工・仮設工  

(3) 水圧  

土留に作用する水圧は静水圧とし、水圧分布は図  7.6.5 の△ABD で表される三

角形分布そする。設計水位は一般に水中では設置期間に想定される最高水位とし、

陸上では地下水位とする。  
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図  7.6.5 水圧分布  

出典：道路土工・仮設工  
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7.6.2 弾塑性法による土圧及び水圧  

 

弾塑性法に用いる側圧は、砂質土においては地下水位の変動に伴い水圧が変化しやす

いこと等から土圧と水圧を分離し、その合計によって側圧を求める。  

粘性土地盤では、一般に透水係数が小さいため、地下水位が変動しても粘性土中の水

は、しばらくの間保持されるものと考え、土圧と水圧を一体として求めることとする。  

 

 

【解説】  

弾塑性法は、地盤条件、土留め工の形状寸法、掘削手順をモデル化することにより実

際に近い壁体の応力、変位量を求めることができるが、慣用計算法のように手計算で行

うことは不可能で、通常電子計算機によって行われる。  

また、モデル化する諸条件によっては、計算結果が大きく異なるので諸条件、特に土

質定数の設定は、土質試験結果をよく検討して決定する。図  7.6.6 に弾塑性法の概念図

を示す。  

 

 

図  7.6.6 弾塑性法の概念図  

出典：道路土工・仮設工  

 

(1) 静止側圧  

土留め壁に作用する静止側圧は、下記の式より求める。  

 

砂質土の場合  

 式  7.6.3 

 

粘性土の場合  

 式  7.6.4 

 

ここに、  

 ：静止側圧 (kN/m2) 
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K0 s  ：着目点における砂質土の静止土圧係数  

K0 c  ：着目点における粘性土の静止側圧係数  

Σγh ：着目点における掘削面側地盤の全土かぶり圧 (kN/m2) 

ただし、地表面より上に水位がある場合は地表面より上

の水の重量を含む。  

γ  ：各層の土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

h ：着目点までの各層の層厚 (m) 

pw 2 ：着目点における掘削面側の間隙水圧 (kN/m2) 
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なお、砂質土の静止土圧係数は、下記のヤーキーの式を用いて算出してよい。  

 式  7.6.5 

ここに、  

φ：土のせん断抵抗角 (度 ) 

 

粘性土の静止側圧係数は、実測値から推定した表  7.6.3 の値を用いるものとす

る。なお、非常に軟弱な地盤では、Koc が表中の 0.8 より大きくなる場合があるの

で Koc の値の決定に当たっては留意する必要がある。  

表  7.6.3 粘性土の静止側圧係数  

N 値  K0c 

N≧8 0.5 

4≦N＜8 0.6 

2≦N＜4 0.7 

N＜2 0.8 

 

(2) 背面側主働側圧  

土留め壁に背面側から作用する主働側圧は、以下の式により求める。  

 

砂質土の場合  

 式  7.6.6 

粘性土の場合  

掘削面以浅  

 式  7.6.7 

掘削面以深  

 式  7.6.8 

ここに、  

pa ：主働側圧 (kN/m2) 

Kas ：着目点における砂質土の主働土圧係数  

Kas＝ tan2(45°－φ /2) 

φ  ：着目点における土のせん断抵抗角 (度 ) 
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Kac1  ：掘削面以浅での着目点における粘性土の主働側圧係数  

Kac2  ：掘削面以深での着目点における粘性土の主働側圧係数  

Σγh ：着目点における地盤の全土かぶり圧 (kN/m2) 

Σγh1  ：掘削面以浅での着目点における地盤の全土かぶり圧

(kN/m2) 

Σγh2  ：掘削面以深での着目点における掘削面からの地盤の全

土かぶり圧 (kN/m2) 

ただし、地表面より上に水位がある場合は、地表面より

上の水の重量を含める。  

γ  ：各層の土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

h ：着目点までの各層の層厚 (m) 

h1 ：粘性土地盤における掘削面以浅の各層の層厚 (m) 

h2 ：粘性土地盤における掘削面以深の着目点までの各層の層厚

(m) 

q ：地表面での上載荷重 (kN/m2) 

pw1 ：着目点における間隙水圧 (kN/m2) 

c ：着目点における土の粘着力 (kN/m2) 

出典：道路土工・仮設工  
 

なお、粘性土の主働側圧係数は、表  7.6.4 に示す値を用いるものとする。  

表  7.6.4 粘性土の主働側圧係数  

N 値  
Kac1  

Kac2  
推定式  最小値  

N≧8 0.5－0.01H 0.3 0.5 

4≦N＜8 0.6－0.01H 0.4 0.6 

2≦N＜4 0.7－0.025H 0.5 0.7 

N＜2 0.8－0.025H 0.6 0.8 

ここに H：各掘削深さ (m) 

出典：道路土工・仮設工  

(3) 掘削面側受働側圧  

土留め壁の変位に抵抗する受働側圧は、下式により算出する。  

( ) ｗ２ｐw2pｐ ＋ｐK＋2cｈ－pΣ＝Kｐ γ  式  7.6.9 

ここに、  

pp ：受働側圧 (kN/m2) 
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Kp  ：着目点における地盤の受働土圧係数  

2

2

p

cos

)sinsin(
1

cos
K













 +
−

=

δ

φδφ

φ  式  7.6.10 

φ  ：着目点における土のせん断抵抗角 (度 ) 

δ ：土留め壁と地盤との摩擦角度 (度 )で、δ＝φ /3 とする。  

Σγh ：着目点における地盤の全土かぶり圧 (kN/m2) 

ただし、地表面より上に水位がある場合は、地表面より

上の水の重量を含む。  

γ  ：各層の土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

h ：着目点までの各層の層厚 (m) 

pw2 ：着目点における間隙水圧 (kN/m2) 

ただし、粘性土においては pw2＝0 とする。  

c ：着目点における土の粘着力 (kN/m2) 

出典：道路土工・仮設工  

(4) 水圧  

水圧は、現地の調査に基づき設定することを基本とする。ただし水圧の状況が不

明確な場合には、次のように設定してよい。  

 

①  砂質土地盤における間隙水圧は、土留め壁先端が透水層の場合には、背面側より

掘削面側へ地下水が浸透し、土留め壁の下端において、背面側と掘削面側で水圧

が等しくなると考えられることから、図  7.6.7 によることとしてよい。  

②  図  7.6.8 及び図  7.6.9 に示すように、下層地盤もしくは上層地盤に粘性土がある

場合には、水圧係数 Kw(Kw1、Kw2)は、Kw1＝Kw2＝1.0 としてよい。  

③  互層の場合の水圧は、一般的に、図  7.6.10 のような水圧分布が考えられる。  

 

図  7.6.7 砂質土地盤の水圧  
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図  7.6.8 下層地盤に粘性土層がある場合  

 

図  7.6.9 上層地盤に粘性土層がある場合  

 

図  7.6.10 互層地盤の場合  
 

出典：道路土工・仮設工  
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7.7 仮設材の許容応力度  

仮設構造物の材料の許容応力度は、本章に定める値を上限として、必要に応じてこれ

を低減して用いなければならない。  

また、材料は入手が容易で、かつ使用目的に合致した品質、形状及び寸法のものを用

いなければならない。  

【解説】  

仮設構造物の許容応力度は、一般に構造物の許容応力度に対して割増ししたものが用

いられる。これは、仮設構造物が、本来構造物構築後に撤去され、供用期間が短いから

である。  

しかし、対象とする仮設構造物の重要度や、荷重条件に応じて許容応力度の上限値を

低減して、用いなければならない。  

 

汎用仮設材の鋼矢板と H 形鋼の断面性能を表  7.7.1、表  7.7.2 に示す。  

表  7.7.1 鋼矢板の断面性能  

名称  形式  
断面係数  

(壁幅 1.0m 当り ) 

単位重量  

(壁面 1.0m 2 当り ) (矢板 1 枚 1.0m 当り ) 

軽量  

鋼矢板  

2 型  59.7cm 3／ m 59.2kg／ m2 14.8kg／ m 

3B 型  204cm 3／ m 77.7kg／ m2 25.9kg／ m 

普通  

鋼矢板  

Ⅱ型  874cm 3／ m 120kg／ m2 48.0kg／ m 

Ⅲ型  1,340cm3／ m 150kg／ m2 60.0kg／ m 

Ⅳ型  2,270cm3／ m 190kg／ m2 76.1kg／ m 

Ⅴ L 型  3,150cm3／ m 210kg／ m2 105.0kg／ m 

出典：積算要領・開削  

表  7.7.2 H 形鋼の断面性能・断面特性 (生材・リース材 ) 

 断面積  断面二次モーメント  断面二次半径  断面係数  

規 格  

H × B × t 1 × t 2 

W ： 単 位 重 量  

A 

（ cm  2） 

Ix 

（ cm  4）  

Iy 

（ cm  4）  

Ix 

（ cm）  

Iy 

（ cm）  

Zx 

（ cm  3） 

Zx 

（ cm 3） 

JIS G 3192-1990 の加工製品  

H200×200×8×12  

63.53 

51.53 

 

4,720 

3,660 

 

1,600 

919 

 

8.62 

8.43 

 

5.02 

4.22 

 

472 

366 

 

160 

92 

生 材： 

リース材： 

W＝49.9kg／m 

W＝55.0kg／m 

H250×250×9×14  

91.43 

78.18 

 

10,700 

8,850 

 

3,650 

2,860 

 

10.8 

10.6 

 

6.32 

6.50 

 

860 

708 

 

292 

229 

生 材： 

リース材： 

W＝71.8kg／m 

W＝80.0kg／m 

H 300×300×10×15  

118.4 

104.8 

 

20,200 

17,300 

 

6,750 

5,900 

 

13.1 

12.9 

 

7.55 

7.51 

 

1,350 

1,150 

 

450 

394 

生 材： 

リース材： 

W＝93.0kg／m 

W＝ 100.0kg／m  

H 350×350×12×19  

171.9 

154.9 

 

39,800 

35,000 

 

13,600 

12,500 

 

15.2 

15.1 

 

8.89 

8.99 

 

2,280 

2,000 

 

766 

716 

生 材： 

リース材： 

W＝ 135.0kg／m 

W＝ 150.0kg／m  

図－  

 

図－  

 



              【平成 26年 4月-千葉市下水道設計指針-】                        【令和 4年 4月-千葉市下水道設計指針-】              

98 

 

 H 400×400×13×21  

218.7 

197.7 

 

66,600 

59,000 

 

22,400 

20,300 

 

17.5 

17.3 

 

10.1 

10.1 

 

3,330 

2,950 

 

1,120 

1,010 

生 材： 

リース材： 

W＝ 172.0kg／m 

W＝ 200.0 kg／m 

JIS 規格外の加工製品  

H 500×200×25×25 

生  材：W=―  

リース材：W=300.0  kg／m  

 

―  

330.8 

 

―  

142,000 

 

―  

45,300 

 

―  

20.70 

 

―  

11.70 

 

―  

5,670 

 

―  

1,810 

H 502×475×25×25 

JIS 規格外品の加工製品  

生  材：W=―  

リース材：W=300.0  kg／m  

 

―  

331.3 

 

―  

143,000 

 

―  

42,200 

 

―  

20.80 

 

―  

11.30 

 

―  

5,700 

 

―  

1,780 

出典：積算要領・開削 ,道路土工・仮設工  

 

杭に用いる H 形鋼は生材とし、腹起し・切ばり材に用いる H 形鋼はリース材を

使用する。  
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(1) 鋼材の許容応力度  

一般構造用圧延鋼材 (SS400)及び溶接構造用圧延鋼材 (SM490)の許容応力度を表  

7.7.3 に示す。  

表  7.7.3 鋼材の許容応力度  

(N/mm2) 

種  類  SS400 SM490 

軸方向引張  

(純断面 )  
210 280 

軸方向圧縮  

(総断面 )  

ℓ /r≦ 18 

210 

18＜ℓ / r≦ 92 

[140-0.82(ℓ / r -18)]×1.5 

 

92＜ℓ / r  

5.1
)/(6,700

1,200,000
2









+ r
 

 

ℓ：部材の座屈長さ (mm) 

r：断面二次半径 (mm) 

ℓ /  r≦ 16 

280 

16＜ℓ / r≦ 79 

[185-1.2(ℓ /  r -16)]×1.5 

 

79＜ℓ / r  

5.1
)/(5,000

1,200,000
2









+ r
 

 

ℓ：部材の座屈長さ (mm) 

r：断面二次半径 (mm) 

曲 

げ 

引張縁  

(総断面 )  
210 280 

引張縁  

(総断面 )  

ℓ /b≦ 4.5 

210 

4.5＜ℓ /  b≦ 30 

[140-2.4(ℓ /b -4.5)]×1.5 

 

ℓ：フランジの固定点間距離 (mm) 

b ：フランジ幅 (mm) 

ℓ /b≦ 4.0 

280 

4.0＜ℓ /  b≦ 30 

[185-3.8(ℓ /b -4.0)]×1.5 

 

ℓ：フランジの固定点間距離 (mm) 

b ：フランジ幅 (mm) 

せん断  

(総断面 )  
120 160 

支  圧  315 420 

工場溶接部は母材と同じ値を用い、現場溶接部は施工条件を考慮して 80％とする。  

※  純断面：欠損部を考慮  総断面：欠損部は考慮しない  

出典：道路土工・仮設工  
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(2) 鋼矢板の許容応力度  

鋼矢板の許容応力度を表  7.7.4 に示す。  

継ぎ矢板を使用する場合、現場施工条件や作業環境により許容応力度の低減率が

異なるため、許容応力度の設定に当たっては十分に留意する必要がある。  

表  7.7.4 鋼矢板の許容応力度  

(N/mm2) 

 SY295 SY390 軽量鋼矢板  

母
材
部 

曲げ引張  270 355 210 

曲げ圧縮  270 355 210 

溶

接

部 

良

好

な

施

工

条

件

で

の

溶
接 

突
合
せ
溶
接 

引 張  215 285 165 

圧 縮  215 285 165 

溶 

接 

す
み
肉 

せ ん 断  125 165 100 

現
場
建
込
み
溶
接 

突
合
せ
溶
接 

引 張  135 180 110 

圧 縮  135 180 110 

溶 

接 

す
み
肉 

せ ん 断  80 100 60 

出典：道路土工・仮設工  

(3) 木材の許容応力度  

土留め材に使用される木材の許容応力度を表  7.7.5 に示す。  

表  7.7.5 木材の許容応力度  

(N/mm2) 

木材の種類  
応力度  

圧縮  引張､曲げ  せん断  

針 
葉 

樹 
あかまつくろまつ、からまつ、ひば、

ひのき、つが、べいまつ、べいひ  
12.0 13.5 1.05 

すず、もみ、えぞまつ、とどまつ、

べいすぎ、べいつが  
9.0 10.5 0.75 

広 

葉 

樹 

かし  13.5 19.5 2.1 

くり、なら、ぶな、けやき  10.5 15.0 1.5 

ラワン  10.5 13.5 0.9 

出典：道路土工・仮設工  
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(4) ボルトの許容応力度  

ボルトの許容応力度を表  7.7.6 に示す。  

ボルトの許容応力度は、「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編」の仕上げボルト (SS400

相当 )および高力ボルト (B10T)許容応力度に準じ、その値を 50％割増した値とし

た。高力ボルトは普通ボルトと同様に支圧接合として設計してよいこととした。  

表  7.7.6 ボルトの許容応力度  

(N/mm2) 

 

出典：道路土工・仮設工  

 

(5) 鉄筋の許容応力度  

鉄筋コンクリート用棒鋼は、SR235､SD295A・B、SD345 を標準とし、その許容

応力度を表  7.7.7 に示す。  

表  7.7.7 鉄筋の許容応力度  

(N/mm2) 

 

出典：道路土工・仮設工  
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7.8 土留め工の設計  

7.8.1 掘削底面の安定  

掘削の進行に伴い、掘削面側と背面側の力の不均衡が増大し、掘削底面の安定が損な

われると、地盤の状況に応じた (1)～ (4)の現象が発生する。  

掘削底面の安定を図ることは土留めの基本であり、施工中に掘削底面の安定が損なわ

れないようにしなければならない。  

 

(1) ボイリングに対する安定  

(2) パイピングに対する安定  

(3) ヒービングに対する安定  

(4) 盤ぶくれに対する安定  

 

【解説】  

土留め工にとって掘削底面の安定は、重要な事項である。地盤の状態により以下に分

類される。  

 

①ボイリングは、地下水位の高い砂質地盤を掘削する際の検討  

②パイピングは、地下水位の高い砂質地盤を掘削する際の検討  

③ヒービングは、軟弱な粘性土地盤を掘削する際の検討  

④盤ぶくれは、粘性土などの難透水層の下に被圧帯水層が存在する地盤を掘削す

る際の検討  

 

根入れ部の検討は、土留め杭、土留め壁の根入れ部にかかる主働土圧と受働土圧及び

水圧による水平力からなるつり合いの検討である。  

安定検討で、安定評価が不安定の結果が出た場合は、対応策が必要となるが、表  7.8.1

に一般的な対応策を参考として示す。  

表  7.8.1 安定検討における対応策  

対応策  
改善する現象  

備  考  
ボイリング  パイピング  ヒービング  盤 ぶ く れ 

根入れ長を長くする  ○ ○ ○ ○   

底盤改良  ○ ○ ○ △   

背面地盤を削る  － － ○ －   

地下水位を下げる  ○ ○ － ○   

※  ○：効果がある。  △：場合によっては効果がある。  

 

掘削底面の安定性は多くの条件に左右されるため、設計にあたっては地盤の状態をよ

く検討し、必要な土留め壁の根入れ長と剛性を求め、必要に応じて地盤改良や地下水位

低下工法等の補助工法を行う等の配慮が必要である。  
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(1) ボイリング  

砂質土地盤のように透水性の大きい地盤で、遮水性の土留め壁を用いて掘削する

場合、掘削の進行に伴って、土留め壁背面側と掘削面側の水位差が徐々に大きくな

る。  

この水位差のため、掘削面側の地盤内に上向きの浸透流が生じ、この浸透圧が掘

削面側地盤の有効重量を超えるようになると、砂の粒子が湧き立つ状態となる。こ

のような現象をボイリングという。  

ボイリングが発生すると掘削底面の安定が失われ、最悪の場合、土留めの崩壊も

考えられる。したがって、地下水位の高い砂質土地盤を掘削する場合、ボイリング

発生の可能性を検討し、安定を確保しなければならない。  

ボイリングに対する安定は、原則として下式により検討する。また、ボイリング

に対する安全率は、1.2 以上とする。  

 

図  7.8.1 ボイリングの検討方法  

出典：道路土工・仮設工  

 式  7.8.1 

 

ここに、  

Fs  ：ボイリングに対する安全率 (Fs≧1.2) 

w ：土の有効重量 (kN/m2) 

w＝γ′ d  式  7.8.2 

u ：土留め壁先端位置に作用する平均過剰間隙水圧 (kN/m2) 

γ′  ：土の水中単位体積重量 (kN/m3) 

γ′は、水の単位体積重量を γw＝10.0 kN/m3 として、土

の湿潤単位体積重量 γ から差し引くものとする。ただし、

海水を考慮する場合には γw＝10.3 kN/m3 とする。  
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d ：土留め壁の根入れ長 (m) 

γ w ：水の単位体積重量 (kN/m3) 

hw ：水位差 (m) 

4

1.57 ωωｈ＝
γ

λu  式  7.8.3 

ただし、 u≦γωhω  

ここに、  

λ：土留めの形状に関する補正係数  

矩形形状土留めの場合  

λ＝λ 1λ 2  式  7.8.4 

λ 1：掘削幅に関する補正係数  

λ 1＝1.30＋0.7(B/ d)-0.45 式  7.8.5 

ただし、λ 1＜1.5 の時は、λ 1＝1.5 とする。  

λ 2：土留め平面形状に関する補正係数  

λ 2＝0.95＋0.09｛ (L/B)＋0.37｝ -2  式  7.8.6  

L/B は、土留め平面形状の (長辺/短辺)とする。  

円形形状土留めの場合  

λ＝－0.2＋2.2(D/ d)-0.2  式  7.8.7  

ただし、λ 1＜1.6 のときは、λ 1＝1.6 とする。  

D は円形形状土留めの直径 (m) 

(2) パイピング  

パイピングとは、ボイリング状態が局部的に発生し、土留め壁近傍や中間杭周面

のような土とコンクリートあるいは鋼材等の異質の接触面に沿って上方に進行し、

パイプ状にボイリングが形成されることがある。このような現象をパイピングとい

う。  

パイピングに対する検討は、図  7.8.2 に示すように浸透流路長と水位差の比を考

慮した式により検討する。また、パイピングに対する安全率は、 2.0 以上とする。  
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図  7.8.2 パイピングの検討  

出典：道路土工・仮設工  

 

 

 

 

ℓh＋ ℓd≧2hw 式  7.8.8 

ここに、  

ℓh ：背面側の浸透流路長 (m) 

ただし、背面地盤に礫層のような透水性の大きな地層がある

場合は、その層厚を ℓh から控除する。  

ℓd ：掘削底面からの根入れ長 (m) 

hw ：水面から掘削底面までの高さ (水位差 )(m) 

 
(3) ヒービング  

沖積粘性土地盤のような含水比の高い粘性土が厚く堆積する地盤では、掘削の進

行に伴って掘削底面下の強度不足から掘削底面が隆起し、土留め壁の背面地盤で大

きな地表面沈下が生ずることがある。このような現象をヒービングという。  

ヒービングが発生すると、土留め壁は大きく変形し、最悪の場合、土留め構造全

体の崩壊につながる場合がある。  

ヒービングに対する検討は、テルツアギー・ペックの安定数 Nb により下式にて

判断される。  

＜3.14
ｃ

Ｈ
＝Ｎb

γ
 式  7.8.9 

ここに、  

Nb ：安定数  

γ  ：土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

H ：掘削深さ (m) 
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c ：掘削底面付近の地盤の粘着力 (kN/m2) 

出典：道路土工・仮設工  

Nb の値によって、掘削底面の安定は以下のように判断する。  

 

①  Nb が 3.14 未満の時は、掘削底面は安定しているため、検討を省略しても

よい。  

②  Nb が 3.14 から 5.14 の時は、塑性域が掘削底面の隅から発生し始める。  

③  Nb が 5.14 を超えると、掘削底面の底部破壊が生じる。  

 

したがって、Nb が 3.14 以上の場合は、以下に示す式を用いてヒービングの検討

を行う。ヒービングに対する検討は、図  7.8.3 に示すように、最下段切ばりを中

心とした任意の半径χのすべり円を仮定し、奥行き方向単位幅当たりについて、

①～②区間の土の粘着力による抵抗モーメント (Mr)と、背面側の掘削底面深さま

で作用する土の重量と、地表面での上載荷重による滑動モーメント (Md)との関係

として求めるものである。  

なお、ヒービングに対する安全率は、1.2 以上とする。  

 

 

 

図  7.8.3 ヒービングの検討  

出典：道路土工・仮設工  

 

 式  7.8.10 

ここに、  

c(z)：深さの関数で表した土の粘着力 (kN/m2) 

正規圧密状態にある沖積粘性土の場合、粘着力の増加係数は  

α＝2kN/m3 としてよいが、深度方向に求められた一軸圧縮

強度等の土質試験値から求めることが望ましい。  

χ  ：最下段切ばりを中心としたすべり円の任意の半径 (m) 
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 (掘削幅を最大とする ) 

W ：掘削底面に作用する背面側χ範囲の荷重 (kN) 

W＝χ (γH＋q) 

q ：地表点での上載荷重 (kN/m2) 

γ  ：土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

H ：掘削深さ (m) 

Fs ：安全率 (Fs≧1.2) 

 

掘削底面下かなりの深さまで粘着力が一定と考えられる場合には、土の粘着力

を C として次式となる。  

 式  7.8.11 
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(4) 盤ぶくれ  

掘削底面下に、粘性土地盤や細粒分の多い細砂層のような難透水層があり、その

難透水層の下に被圧滞水層が存在する場合、盤ぶくれに対する安全性の検討を行わ

なければならない。  

粘性土等の難透水層の下に被圧滞水層がある地盤を掘削する場合、被圧地下水に

よって掘削底面が膨れ上がることがある。このような現象を盤ぶくれという。  

盤ぶくれにより被圧滞水層上部の難透水層が破壊すると、土留め工の破壊につな

がる場合があるため、盤ぶくれに対する検討は重要である。  

安全性の検討は、被圧水圧と土かぶり荷重との比で評価する荷重バランス法を基

本とする。なお、盤ぶくれに対する安全率は、 1.1 以上とする。  

 

図  7.8.4 盤ぶくれに対する検討  

出典：道路土工・仮設工  

ww

221
S

u

w
F

h

hh１

γ

＋γγ
＝＝  式  7.8.12 

ここに、  

Fs  ：盤ぶくれに対する安全率 (Fs≧1.1) 

w ：土かぶり荷重 (kN/m2) 

u ：被圧水圧 (kN/m2) 

γ 1、γ 2  ：土の湿潤単位体積重量 (kN/m3) 

h1、 h2  ：地層の厚さ (m) 

γ w ：水の単位体積重量 (kN/m3) 

hw ：被圧水頭 (m) 
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7.8.2 慣用法による土留め壁の設計  

7.8.2.1 根入れ長の決定  

土留め壁の根入れ長は、掘削各段階における掘削底面の安定や支持力に対して十分な

長さを確保しなければならない。  

【解説】  

つり合い深さは、各掘削段階の最下段の切ばり位置に関し、その切ばりより下方にお

ける背面側からの主働側圧による作用モーメントと掘削側からの受働側圧による抵抗モ

ーメントとがつりあう掘削底面以深の深さをいい、図  7.8.5 で Pa・ya＝Pp・yp となる

つり合い状態からつり合い深さを求められる。  

 

図  7.8.5 つり合い深さの計算 (鋼矢板の場合 ) 

出典：道路土工・仮設工  

 

遮水性の鋼矢板壁等と開水性の親杭横矢板壁の根入れ長は、それぞれ以下に示す通り

に決定する。  

 

(1) 鋼矢板壁  

①  鋼矢板壁では水圧を考慮しなければならない。つり合い深さは、図  7.8.5 に示す

二つの状態について計算し、大きい方のつり合い深さをとる。  

 

②  土の単位体積重量は、設計水位以浅は湿潤重量を、設計水位以深は湿潤重量から

9.0kN/m3 を差し引いた水中重量を用いる。  

 

③  安定計算から決まる鋼矢板の根入れ長の最小値は 3.0m とする。ただし、非常に

硬質な地盤が根入れ部に存在し、このため施工上最小根入れを確保することが困

難な場合は、最小根入れ長より短くしてもよいものとするが、このような硬質な

地盤の場合、受働側地盤の破壊がぜい性的におきるため、受働抵抗の十分な検討

が必要である。また、止水性の低下についても十分注意する。  

 

④  地盤が軟弱な場合、モーメントのつり合いから根入れ長を求めると根入れ長が異

常に長く算出されたり求まらない場合がある。安定計算から決まる鋼矢板の根入

れ長の最大値が掘削深さ (水中では設計水位から掘削底面までの深さ )の 1.8 倍程

度を超える場合は、支保工配置の見直しや地盤改良の実施等の対策をとる。  
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(2) 親杭横矢板壁  

①  親杭横矢板壁は、開水性の土留め壁であるため、側圧としての水圧は作用させな

くてよい。つり合い深さは、鋼矢板壁と同様について計算し、大きい方のつり合

い深さをとる。  

 

②  親杭の根入れ部における主働・受働土圧の作用幅は表  7.8.2 に示す値とする。  

表  7.8.2 親杭の根入れ部の土圧の作用幅  

土 質  土圧作用幅  

砂質土  

N 値≦10 フランジ幅  

N 値＞10 
フランジ幅の 2 倍  

ただし、杭間隔以下  

粘 性  土  フランジ幅  

出典：道路土工・仮設工  

 

③  粘性土では図  7.8.6 に示すように親杭の側面抵抗として土の粘着力を考慮して

よい。ただし、親杭の施工において地盤が乱されると考えられる場合は、側面抵

抗を無視するものとする。  

 

図  7.8.6 親杭の根入れ部の地盤抵抗  

出典：道路土工・仮設工  

 

④  掘削底面以浅の土の単位体積重量は、湿潤重量とする。掘削底面以深で地下水位

以浅では湿潤重量を用い、地下水位以深では湿潤重量から 9.0kN/m3 を差し引い

た水中重量を用いる。  

 

⑤  地盤が良く主働土圧が計算上現れないか現れても小さい場合には、非常に短い根

入れ長となるが、このような場合においても、最小根入れ長 1.5m を確保する。

ただし、非常に硬質な地盤のため、施工上最小根入れ長を確保することが困難な

場合は、最小根入れ長より短くしてもよいものとするが、このような硬質地盤の

場合、受働側地盤の破壊がぜい性的に起きるので、受働抵抗の十分な検討が必要

である。  
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7.8.2.2 壁体の応力計算  

 

土留め壁の応力計算は、掘削完了時における最下段切ばり、又は最下段切ばり設置直

前における一段上の切ばりと、それぞれの場合の仮想支持点間をスパンとする単純ばり

とし、この両方の場合について主働側に断面決定用土圧と水圧を作用させ、受働側には

仮想支持点までランキン・レザールで算出した受働土圧を作用させることにより行う。  

 

 

【解説】  

仮想支持点は、土留め壁の根入れ長決定のための安定計算でつり合い深さを求めた際

の受働抵抗の合力の作用点とする。  

 

図  7.8.7 鋼矢板の断面計算  

出典：道路土工・仮設工  

 

鋼矢板壁、親杭横矢板壁それぞれの応力計算において留意点を以下に示す。  

 

(1) 鋼矢板  

地盤が良く、鋼矢板の根入れ長が小さい場合の仮想支持点の最小位置は、掘削底

面以深 75cm として良い。また仮想支持点の最大深さは掘削底面以深 5m とする。 

荷重は、図  7.8.7 のように作用させ、水圧は根入れ部の安定計算において求めら

れたつり合い深さの位置でゼロとなり、掘削底面に頂点をもつ三角形分布とする。 

なお、図  7.8.7(b)に示すが破線部分の負の土圧は考慮しない。  

 

(2) 親杭横矢板壁  

地盤が良く、親杭の根入れが小さい場合の仮想支持点の最小位置は、掘削底面以

深 75cm とする。  

 

表  7.8.3 に各種土留め壁の断面二次モーメント (Mmax)、表  7.8.4 に断面係数 (Z)のと

り方について示す。なお、土の単位体積重量は、湿潤重量から 9.0kN/m3 を差し引いた値

とする。  
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表  7.8.3 土留め壁の断面二次モーメント (Mmax)のとり方  

土留め壁の種類  応力・変形計算時の断面二次モーメント  

親杭横矢板壁  H 形鋼の全断面有効  

鋼矢板壁  

全断面有効の 45％  

ただし、鋼矢板継手部の掘削面側を鋼矢板頭部から

50 ㎝程度溶接したり、コンクリートで鋼矢板頭部

から 30 ㎝程度の深さまで連結して固定したもの等

については、断面二次モーメントを全断面有効の

80％まで上げることができる。  

出典：道路土工・仮設工  

 

表  7.8.4 土留め壁の断面係数 (Z)のとり方  

土留め壁の種類  断面係数のとり方  

親杭横矢板壁  H 形鋼の全断面を有効とした断面係数  

鋼矢板壁  

全断面有効の 60％の断面係数  

ただし、鋼矢板継手部の掘削面側を鋼矢板頭部か

ら 50 ㎝程度溶接したり、コンクリートで鋼矢板頭

部から 30 ㎝程度の深さまで連結して固定したもの

等については、断面係数を全断面有効の 80％まで

上げることができる。  

出典：道路土工・仮設工  
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7.8.2.3 土留め壁の応力度の検討  

 

土留め壁の応力度の検討は、土留め材の許容応力度以下になるようにしなければなら

ない。検討に用いる式は、鉄筋コンクリートの場合を除き次式により行う。なお、式中

の土留め壁の軸力は、鉛直荷重を示し、路面覆工の反力、土留めアンカーの鉛直分力、

土留め支保工自重及び土留め壁自重である。  

 

 

【解説】  

 式  7.8.13 

ここに、  

σ  ：鋼材に発生する応力度  (N/mm2) 

M ：鋼材に発生する最大曲げモーメント  (N・mm) 

Z ：鋼材の断面係数  (mm3) 

N ：鋼材に作用する鉛直荷重  (N) 

A ：鋼材の断面積  (mm2) 

σ sa ：鋼材の許容応力度  (N/mm2) 

出典：道路土工・仮設工  

 

①  上記の計算は、親杭横矢板では親杭 1 本当たりについて、その他の土留め壁では

土留め壁 1m 当たりについて行う。  

②  式中の断面二次モーメント及び断面係数の使い方については、前述の表  7.8.3 と

表  7.8.4 に示す値を用いるものとする。  
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7.8.2.4 土留め壁の剛性の検討  

土留め壁の断面は、応力度の上で余裕があっても、壁体の変形をある程度以下に抑え

ることができるように、十分な剛性を有しておくことが重要である。  

支保工を用いた土留め壁の最大変位量は 0.3m を目安とし、0.3m を超える場合は、適

当な処置を講じなければならない。  

 

 

【解説】  

土留め壁は、掘削の進行に伴って壁体のはらみ出しが累加されるので、下に行くほど

変形が大きくなる。最終掘削段階をモデル化すると、図  7.8.8 のように最上段切ばりを

支点とし、掘削底面以深を弾性床上のはりと考えた構造系としての変形に近い状態にな

ると考えられる。  

計算の簡略化のため変位量は、図  7.8.9 及び図  7.8.10 に示すように最上段切ばり位置

A を剛な支点とし、仮想支持点深さの 1/2 点 B を弾性支点として、単純ばりとして求め

る。  

    

図  7.8.8 鋼矢板変形のモデル化   図  7.8.9 鋼矢板変位量の計算   図  7.8.10 変位

量の求め方  

出典：道路土工・仮設工  

 式  7.8.14 

ここに、  

w ：断面決定用の側圧に等しい面積の等分布荷重  (kN/m) 

E ：土留め壁のヤング係数  (kN/m2) 

I ：土留め壁の断面二次モーメント  (m4) 

 式  7.8.15 

ここに、  

R ：B 点における反力 (kN) 
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K ：B 点のバネ定数 (kN/m) 

①  変位量は、スパン ℓ1 の単純ばりとして求めた最大たわみδ 1 に、その最大たわみ

が生じる点における弾性支点の変位の影響δ 2＝δ 2 ' ℓ2 /  ℓ1 を加えた変位量  

δ＝δ1＋δ2 とする。  

②  荷重は、断面決定用の土圧と水圧をスパン全長にわたり載荷する。ただし、台形

状の荷重は、全載荷重 P をスパン ℓ1 で除いた P/ ℓ1 を荷重強度とする等価な長方

形分布荷重としても良い。この場合、 ℓ2＝ ℓ1/2、δ 2＝δ 2 ' /2 となる。  

③  弾性支点のバネ定数 K(kN/m)は、最終掘削底面から仮想支持点までの区間におけ

る地盤の水平方向地盤反力係数 Kh(kN/m3)にその区間の鋼矢板側面積 A(幅 1m×

深さ hp)を乗じた値とする。  
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以上のようにして求めた最大変位量は、0.3m 程度を目安とする。最大変位量が

0.3m を超えた場合は、必要な剛性を有する土留め壁に変更するか、掘削に先立ち

土留め内に地盤改良を行い受働抵抗の増加を図るなどの処置を考えるべきである。 

 

なお、ここで述べている内容は、あくまでも鋼矢板の剛性を検討するものであり、

実際の変形形状や変位量を表すものではないので、変位量が必要な場合は弾塑性法

等によって計算するものとする。  

7.8.3 弾塑性法による土留め壁の設計  

7.8.3.1 根入れ長の決定  

弾塑性法における根入れ長決定の手法は、下図の手順に示すように慣用法と同様に根

入れ長を求め、弾塑性法により照査し、根入れ部先端に弾性領域が存在することを確認

するという方法をとる。  

 

【解説】  

 

図  7.8.11 根入れ長決定の手順  

 

出典：道路土工・仮設工  
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7.8.3.2 土留め壁の断面力及び変形の算定  

 

土留め壁の断面力及び変形の算定に用いる手法は、土留め壁を有限長の弾性ばり、地

盤を弾塑性床、支保工を弾性支承とした弾塑性法を基本とする。  

土留め壁に作用する土圧は、壁体の変形によって変化するため、掘削過程における土

圧の変化を考慮し、作用荷重として各掘削段階ごとに設定した背面地盤の土圧を用いる

掘削段階ごとのステップ解析により求める。  

 

 

【解説】  

弾塑性法の解析上の一般的な仮定及び考え方を以下に示す。  
 

(1) 解析上の仮定  

1) 基本仮定  
 

①  土留め壁は、有限長の弾性ばりとする。  
 

②  背面側の主働側圧及び掘削面側の受働土圧は、掘削による土質条件の変化 (地下水

位の低下等 )に対処できるように掘削段階ごとに定める。  
 

③  掘削底面以深において土留め壁に働く抵抗土圧 (地盤反力 )は、図  7.8.12 に示すよ

うに土留め壁の変位に一次的に比例し、かつ有効受働側圧を超えない。  
 

④  切ばりは弾性支承とし、そのバネ定数は、設置間隔、断面積、長さ、材料のヤン

グ係数等から求める。  
 

⑤  ある掘削段階での切ばり位置の変位及び切ばり軸力は、設置時にすでに壁体に発

生している先行変位を考慮して求める。  

  

図  7.8.12 地盤バネの特性  

出典：道路土工・仮設工  

2) 側圧に対する仮定  
 

①  掘削底面以浅には、土留壁背面から主働側圧が作用するものとする。  
 

②  掘削底面以深には、土留め壁背面から主働側圧が作用し、掘削面側には受働側圧

が作用する。  
 

③  掘削面側は、受働側圧と掘削面側の静止側圧と弾性反力の和とを比較して、弾性

領域と塑性領域に分けて考える。ここで、静止側圧と弾性反力の和が受働側圧以

下となる部分を弾性領域、受働側圧以上となる部分を塑性領域とする。  
 

④  背面側の主働側圧から掘削面側の静止側圧を差し引いたものを「有効主働側圧」

とし、掘削面側の受働側圧から掘削面側の静止側圧を差し引いたものを「有効受
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働側圧」とする。  
 

上記より、背面側から有効主働側圧が作用し、掘削面側の塑性領域では、有効

受働側圧が、弾性領域では土留め壁の変位に比例した弾性反力が働く。  

これらを図  7.8.13 側圧、構造系説明図に表す。  

 

 

 

図  7.8.13 側圧、構造系説明図  

出典：道路土工・仮設工  

 

3) 構造系のモデル化  

掘削前の土留め壁の断面力と変位は共にゼロで、掘削の進行に伴ってこれらが

増加する。土留め壁は弾性体であるため、その応力とひずみは比例するが、土は

応力が大きくなるに従い応力と変位の比例関係が成立しなくなる。したがって、

土を弾性領域と塑性領域に分けて考えることが必要となる。  

また、切ばりは、土留め壁にその時点の掘削状態に応じた断面力と変位が生じ

た後に設置されるため、構造系は各掘削段階ごとに変化し、以後の掘削進行に伴

って、切ばりの断面力と変形も変化する。これらに対処するため、切ばり及び土

留め壁の断面力と変位を次のように考える。  
 

⑤  切ばり  

切ばりを設置した時、その位置における土留め壁の変位量を「先行変位」と

呼ぶ。このときの切ばりの断面力はゼロであり、これ以後の掘削では切ばり位

置の変位に比例した断面力 (切ばりバネ反力 )が生じるものと考える。  
 

⑥  土留め壁  

土留め壁は、掘削底面以浅では主働側圧を受け、各切ばりを弾性支承とする

連続ばりとする。掘削底面以深の塑性領域では、有効主働側圧から有効受働側

圧を差し引いた荷重を受け、弾性領域では、有効主働側圧を受ける弾性床上の

はりと考える。  

 

(2) 設計定数の設定  

弾塑性法を用いて土留め壁の断面力や変形を算定する場合に用いる各種設計定

数は、その設定自体が計算結果に大きな影響を与えるため、地盤定数や土留め形状

等を十分に検討して決定しなければならない。  
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4) 水平方向地盤反力係数  

土留め壁の水平変位によって生じる掘削面側の地盤反力を評価するバネで、土

留め壁の変位量、載荷時間、接地面の形状等によって影響を受ける極めて複雑な

性質を持っている。  

ここでは水平方向地盤反力係数を下式のように設定する。  

 

3/4

Η
Η0Η

0.3

Β
kk

−









=η  式  7.8.16 

ここに、  

kH ：水平方向地盤反力係数 (kN/m3) 

η  ：壁体形式に関わる係数  

連続した壁体の場合  η＝1 

親杭横矢板壁の場合  η＝Bo/B f ただし、η≦4 

Bo ：親杭中心間隔 (m) 

Bf  ：親杭フランジ幅 (m) 

kH0：直径 30cm の剛体円板による平板載荷試験の値に相当する水平

方向地  盤反力係数 (kN/m3) 

 式  7.8.17 

BH ：換算載荷幅 (m) 

親杭横矢板壁、連続壁ともに、BH=10m とする。  

E0 ：表  7.8.5 に示す方法で測定又は推定した設計の対象とする

位置での地盤の変形係数 (kN/m2) 

固結シルトの変形係数は、原則として試験値を用いるが、試

験結果が得られない場合はαE0=210c(kN/m2)で推定してよ

い。  

ただし c は粘着力 (kN/m2)である。  

α  ：地盤反力係数の推定に用いる係数で表  7.8.5 に示す。  

表  7.8.5 E0 と α  

次の試験方法による変形係数 E0(kN/m2) α  

ボーリング孔内で測定した変形係数  4 

供試体の一軸又は三軸圧縮試験から求めた変形係数  4 

標準貫入試験の N 値より E0＝2,800N で求めた変形係数  1 

出典：道路土工・仮設工  
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5) 土留め壁の断面性能  

解析に用いる断面性能は、その構造形式及び使用材料を考慮して定めるが、

各々の土留め壁の種類に応じて断面の有効率が異なるため、断面二次モーメント

は表  7.8.3、断面係数は表  7.8.4 に示す値を用いる。  

 

6) 切ばりのバネ定数  

切ばりのバネ定数は、切ばり断面積、ヤング係数、長さ、水平間隔及び施工の

条件等を考慮して定める。一般に鋼材の切ばりのバネ定数は次式にて算出してよ

い。  

s

2AE


α＝Ks

 式  7.8.18 

ここに、  

Ks  ：切ばりのバネ定数  (kN/m/m) 

A ：切ばりの断面積  (m2) 

E ：切ばりのヤング係数  (kN/m2) 

 ：切ばりの長さ (掘削幅 ) (m) 

s ：切ばりの水平間隔  (m) 

α ：切ばりのゆるみを表す係数  

α＝0.5～1.0 とし、一般にジャッキ等でゆるみを除去する場

合α＝1.0 とする。  

 

図  7.8.14 切ばりの長さ  

出典：道路土工・仮設工  
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7.9 支保工の設計  

7.9.1 慣用法による支保工の設計  

支保工の断面算定に用いる荷重は、断面決定用土圧と水圧を用いて下方分担法により

計算する。  

【解説】  

下方分担法は、下図に示すように腹起し及び切ばりに働く力は、その切ばりとその下

方の切ばりとの間の荷重とするものである。  

 

図  7.9.1 慣用法を用いた場合の支保工の設計に用いる荷重 (下方分担法 )  

出典：道路土工・仮設工  

①  腹起しは、原則として切ばりを支点とした単純ばりとして曲げモーメント及びせ

ん断力に対し設計する。  

②  切ばりは、軸力と曲げモーメントが作用する部材として設計する。軸力としては

土圧、水圧及び温度変化による荷重を考慮する。温度変化による荷重増加は、

150kN/本とする。  

また、曲げモーメントを計算する際の荷重は、切ばり自重を含めた実荷重、ある

いは切ばり自重を含め 5kN/m 程度 (材料の仮置き等 )考慮することとする。  

③  均しコンクリートを切ばりとして使用する場合には、十分な剛性を有する厚さと

しなければならない。この場合、均しコンクリートの厚さは 30cm 程度を標準と

する。  

 

7.9.2 弾塑性法による支保工の設計  

弾塑性法により土留め壁の設計を行った場合には、弾塑性法により算出された各掘削

段階及び支保工撤去時のうちの最大支保工反力を用いることとする。  

腹起し及び切ばり部材の設計は、慣用法と同じとする。  

 

7.9.3 支保工設置位置  

 

支保工の設置位置等は「建設工事公衆災害防止対策要綱」に規定された位置を標準と

する。  

 

 

【解説】  

①  腹起しは、H-300 を最小部材とし、継手間隔は 6m 以上とする。腹起しの垂直間

隔は 3m 程度とし、土留め杭又は鋼矢板等の頂部から 1m 程度以内のところに第

1 段の腹起しを施す。  

②  切りばりは H-300 を最小部材とし、水平間隔 5m 以下、垂直間隔は 3m 程度とす

る。  
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7.10 路面覆工の設計  

7.10.1 概要  

路面覆工は、開削工事並びに立坑工事において工事箇所の開口部分を覆工板等で覆い、

道路通行の自動車等に開放する目的で設置するものである。  

常に車両が通行するので十分な強度や剛性を持った安全な構造物としなければならな

い。  

 

【解説】  

通常、路面覆工が必要と判断される場所を以下に示す。  
 

①  夜間施工等で施工時間が短く、埋戻しができない場合。  

②  主要幹線道路で現況車線幅の確保が必要な場合。  

③  沿線家屋の出入りが多く、生活上の支障を解決しなければならない場合。  

④  管轄の警察署の道路使用許可条件がある場合。  

⑤  その他安全上必要と認められた場所。  

 

7.10.2 覆工板  

 

覆工板には、鋼製覆工板、鋼・コンクリート合成覆工板など 2 次製品が使用されてい

る。長さは 2m の製品を標準に 3m の製品もあり、施工性、安全性等を考慮して選定する。 

また、覆工板の設置に伴う通行車両のスリップ及び段差による騒音が発生しないよう

に対策を講じなくてはならない。  

 

 

【解説】  

覆工板の種類別単位面積当り重量を表  7.10.1 に示す。  

 

表  7.10.1 覆工板の重量  

種  類  
単位面積当りの重量  

長さ 2m 長さ  3m 

鋼  製  2.0kN/m2 2.0kN/m2 

鋼  製  

(アスファルト舗装付 ) 
2.5kN/m2 2.6kN/m2 

鋼・コンクリート合成  2.8kN/m2 3.3kN/m2 

出典：道路土工・仮設工  
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7.10.3 覆工受桁の設計  

覆工受桁は、載荷される荷重に対して、十分な強度と剛性を有していなければならな

い。また、荷重の種類・大きさ及び載荷方法は、自動車の交通状況等を考慮し、決定し

なければならない。  

 

【解説】  

(1) 計算方法  

覆工受桁は、受桁の自重と覆工板の重量及び活荷重を載荷させた単純ばりとして

断面力を計算し、部材の検討では、応力度の照査のほかに、たわみは支間の 1/400

以下又は 25mm 以下に抑えるように設計しなければならない。  

 

(2) 荷重  

荷重には、死荷重、活荷重があり、活荷重には衝撃による影響を考慮する。  

1) 活荷重  

①  路面覆工における活荷重は、「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」に規定されてい

る自動車荷重の T 荷重を載荷させることとし、A 活荷重もしくは B 活荷重を適用

する。  

②  A 活荷重とは、総重量 245kN の大型の自動車の走行頻度が比較的低い状況を想

定したもの、B 活荷重とは、総重量 245kN の大型の自動車の走行頻度が比較的

高い状況を想定したものである。活荷重は、この 2 つに区分して使用する。  

③  B 活荷重を適用する路線においては、連行荷重の影響を考慮するため T 荷重によ

って算出した断面力 (曲げモーメント、せん断力、反力、たわみ等 )に部材の支間

長に応じて表  7.10.2 に示す係数を乗じるものとする。ただし、1.5 を超えないも

のとする。  

なお、表  7.10.2 の支間長は、自動車走行方向に平行な部材の支間長を示す。  

 

表  7.10.2 運行荷重の影響を考慮するための割り増し係数  

部材の支間長 (m) L≦4 L＞4 

係  数  1.0 
 

出典：道路土工・仮設工  

 

④  覆工板の衝撃係数は、支間が小さく衝撃を直接受けることから、 i＝0.4 とする。 
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2) 活荷重の載荷方法  

①  覆工受桁と自動車走行方向が直角な場合の載荷方法は、自動車走行方向の直角方

向には T 荷重は 2 組を限度とし、3 組目からは 1/2 に低減する。荷重配列によっ

て覆工受桁に最大応力が生じるように載荷する。  

 

図  7.10.1 T 荷重の載荷配列  

出典：道路土工・仮設工  

 

図  7.10.2 覆工受桁と自動車走行方向が直角な場合の部材の支間  

出典：道路土工・仮設工  

 

②  覆工受桁と自動車走行方向が平行な場合の載荷方法は、T 荷重を覆工板に載荷し、

各荷重による覆工受桁への影響を考慮する。作業重機などの載荷を検討する場合

には、例えば B 桁に作用する荷重 P は、覆工板 AB 間、BC 間に図  7.10.3 のよ

うな影響線を考慮し、次式により求める。この荷重 P を図  7.10.4 に示すように

載荷し計算する。  

 

図  7.10.3 覆工受桁と自動車走行方向が平行な場合の載荷方法  

出典：トンネル示方書・開削  
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図  7.10.4 覆工受桁と自動車走行方向が平行な場合の部材の支間  

出典：トンネル示方書・開削  

 

(3) たわみの計算  

覆工受桁の活荷重によるたわみは、L/400(L は支間 )以下で、かつ 25mm 以下で

なければならない。この時活荷重に衝撃は含まない。  

覆工受桁に載荷される荷重が 1 個の場合と複数の場合は、次式のうち使い分けて

計算する。  

一個：  式  7.10.1 

複数：  式  7.10.2 

ここに、  

δ  ：たわみ (m) 

P0 ：覆工受桁に作用する衝撃を含まない集中荷重 (kN) 

L ：支間長 (m) 

E ：使用部材のヤング係数 (kN/m2) 

I ：使用部材の断面二次モーメント (m4) 

W0 ：等値等分布荷重 (kN/m) 

 式  7.10.3 

MLmax：衝撃を含まない活荷重による最大曲げモーメント

(kN・m) 
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7.10.4 覆工桁受け部材の設計  

 

桁受け部材は、覆工受桁反力及び死荷重に対して、十分な強度と剛性を有していなけ

ればならない。桁受けは、覆工受桁等、桁の最大反力を集中荷重、又は桁受け自重を分

布荷重とし、杭あるいは土留め壁との取付け部を支点とする単純ばりとして設計する。  

 

 

【解説】  

計算に用いる支間長等を下図に示す。  

 
図  7.10.5 桁受け部材の支間（溝形鋼の場合）   

 

 

図  7.10.6 桁受け部材の支間 (H 形鋼の場合 ) 

出典：トンネル示方書・開削  

 

桁受けの支間は、一般的に 2～3m 程度と短く、杭中心と覆工受桁中心が近いのでせん

断力が支配的となる。このため桁受けの設計では、たわみの計算は行わなくて良いこと

とする。ただし、地下埋設物があること等で杭間隔が大きくなる場合、又は桁受け中央

付近に覆工受桁が取り付けられる場合は、たわみの計算も行う。このときのたわみの制

限値は覆工桁と同様とする。  
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図 7.10.7 

 

7.11 補足事項  

 

仮設材等の残置については、道路管理者など各管理者との協議の上、決定するものと

する。  
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第８章 推進工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              【平成 26年 4月-千葉市下水道設計指針-】                        【令和 4年 4月-千葉市下水道設計指針-】              

129 

 

 

第8章  推進工  

8.1 推進工の概要  

 

推進工法は刃口、掘進機又は先導体に推進管を後続させ、立坑内に設置した推進設備

又は推進装置のジャッキの推進力により管を地中に圧入して管きょを布設する工法であ

る。  

 

 

【解説】  

推進工法の種類は多様であるが、使用する推進管の呼び径により分類される。呼び径

800～3,000mm までを「中大口径管推進工法」、呼び径 150～700mm までを「小口径管

推進工法」とする。  

推進工法の分類を以下の図  8.1.1 に示す。  

 

 

図  8.1.1 推進工法の分類  

出典：推進指針  
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8.2 推進工法の選定  

 

推進工法の選定は、路線の状況、施工区間の延長、土質条件、線形、その他周囲の施

工環境、工期等の諸条件を検討し、必要な補助工法、地下埋設物等の移設等も考慮した

安全で確実な施工性及び経済性に留意しなければならない。  

 

 

【解説】  

工法選定を行う上で重要な要素として次のものが挙げられる。  
 

①  布設する管の呼び径  

②  1 スパンの推進延長  

③  土質と地下水  

④  線形  

⑤  立坑土砂搬出及び管の搬入等に対する用地形態  

⑥  立坑位置の交通状況及び周辺環境  

⑦  埋設物その他架空線等の位置  

 

このうちで、特に土質と地下水の関係は、施工の難易を大きく左右するので補助

工法との関係も考慮し決定する必要がある。  

推進延長は、施工方法、管の耐荷力、反力設備等種々の条件を考慮し検討する。  

また、推進機構・方式により推進延長に差異があるので検討のうえ、推進工法の

選定を行う必要がある。また、推進力は、推進延長に対して十分な余裕を見込むこ

とが望ましい。  
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図  8.2.1 推進工法の選定フロー  

出典：推進指針  
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8.3 推進管の鉛直方向の設計  

8.3.1 管に作用する外圧荷重  

管に作用する外圧荷重の想定が、最も重要である。外圧荷重には次の状態における荷

重を  

設定し、いずれの状態においても外圧に対して十分安全でなければならない。  

(1) 常時作用する荷重 (施工完了後 ) 

(2) 施工時の荷重  

(3) その他の荷重  

【解説】  

(1) 常時作用する荷重  

3) 管自重  

管の自重は、推進力の算定においては考慮するが、断面方向の安定性の検討に

おいては考慮しない。  

4) 管に作用する等分布荷重  

管にかかる等分布荷重には、活荷重、土圧、地盤反力、地下水圧がある。管の

断面方向の耐荷力を検討するための土圧については、鉛直土圧のみを考慮するこ

ととする。  

鉛直土圧については、土被りの大きさにより、直土圧、緩み土圧を使い分ける

こととする。直土圧式を採用した場合は、鉛直荷重に活荷重を加算するが、緩み

土圧式には上載荷重の影響が式中に含まれているため、活荷重を加算することは

しない。  

 

なお、直土圧式を採用した場合の等分布荷重は、次式に示すように活荷重を考

慮し、鉛直荷重と活荷重の和として表される。  

 

q＝w＋p  式  8.3.1 

ここに、  

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

w ：土による鉛直分布荷重 (kN/m2) 

①  活荷重  

活荷重はその布設位置により異なるが、道路下は自動車荷重、鉄道横断は軌

道の車両荷重を考慮するものとし、直土圧式を採用した時のみ加算する。求め

方は、下図のように地中に分布するものとし、衝撃係数、低減係数を考慮し次

式により求める。  

後輪荷重は、「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」に定められた 250kN 自動車

荷重の 100kN とする。  
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図  8.3.1 輪荷重の分布  

出典：推進指針  
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 式  8.3.2 

ここに、  

p ：活荷重 (kN/m2) 

H ：土被り (m) 

P ：後輪荷重 (＝100kN) 

a ：タイヤの接地長さ (＝0.2m) 

C ：車両の占有幅 (＝2.75m) 

θ  ：荷重の分布角 (一般に 45 度 ) 

 i ：衝撃係数 (表  8.3.1) 

β  ：低減係数 (表  8.3.1) 

表  8.3.1 衝撃係数  

H(m) H＜1.5 1.5≦H＜6.5 H≧6.5 

i 0.5 0.65-0.1H 0 

出典：推進指針  

表  8.3.2 低減係数  

 
土被り H≦1m かつ  

内径 B≧4m の場合  
左記以外の場合  

β  1.0 0.9 

出典：推進指針  

大型車両の乗り入れが無いことが確実な場合は、別途検討する。  

 

②  土圧  

管の鉛直方向の耐荷力を検討する場合の土圧は、鉛直土圧のみを考慮する。

鉛直土圧の算定は、土被りにより、直土圧と Terzaghi の緩み土圧を使い分ける。 

推進管の深さは、一般的に土被りが 2D(D：管外径 )程度以下の場合、想定さ

れる緩み高さ (1～1.5D)から地表までの土の厚さがあまり無いので、土のアーチ

ング効果は期待しない方が良い。このような場合は直土圧式の採用が安全側で

ある。土被りが推進管外径の 2 倍又は 2m 以上になると土のアーチング効果が

比較的信頼できるので、緩み土圧の採用が可能となる。  

 

参考に、鉛直土圧の一般的な使い分けとして、図  8.3.2 に管外径と土被りに

よる算定式の適用区分を、表  8.3.3 にその適用式ごとの活荷重、土質等の適用

区分を示す。  
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※ 1 (  )内の式は内部摩擦角φ＝ 0 の場合を示す。  

※ 2 地表面から 2m 程度は、土質性状が明確でないことを想定している。 

図  8.3.2 土圧算定式の適用区分図  

出典：推進指針  

表  8.3.3 土圧算定式の適用区分 (参考 ) 

 

出典：推進指針  

ⅰ．直土圧  

直土圧は、土被りが 2D(D：掘削外径 )以下と比較的浅く、土のアーチング

効果の信頼性が低いと判断される場合、緩み高さが土被りより高くなると判

断される場合に採用する。  

 

ⅱ．緩み土圧  

緩み土圧は、土のア－チング効果に信頼がおけると判断される場合に採用

する。  

緩み土圧は Terzaghi の式が採用され、土被り 10m 程度以内の場合について

は、均一地盤、それを超える場合は多層地盤として計算する。  

活荷重については、緩み土圧を求める式の第二項において考慮しており、

改めて加算しない。  

以下に緩み土圧式適用の場合の留意事項と計算式を示す  

※ 1  

※ 2  

※ 3  

※ 4  

※ 2  ※ 2  

※ 3  

※ 4  

式 8.3.1 

式 8.3.2 ※ 1  

式 8.3.3 

 

 

( 式

8.3.4) 

 

 

( 式

8.3.6) 

 

 

式 8.3.5 
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(留意事項 ) 

・粘着力 C について  

緩み土圧の計算で粘着力 C を考慮すると、緩み土圧が非常に小さく

なり危険側の設計になる場合がある。したがって N 値＜2 の軟弱な粘性

土地盤等では粘着力を考慮すべきでない。さらに、N≧25 の基盤層と判

断される粘性土層以外では、土質調査に基づく粘着力をそのまま用い

るのではなく、安全率 2 程度で除した値を採用するのが望ましい。  

・多層地盤の層区分  

十分な工学的な判断のもとで、式を適用することが重要であるが、

緩み高さよりいたずらに層区分して緩み土圧を算出しても計算が煩雑

になるだけで、計算結果に差異はないことから層厚を 1D～1.5D(D：管

外径)確保することが望ましい。  

 

a：均一地盤における緩み土圧の基本式  

 式  8.3.3 

 

ただし、内部摩擦角φ＝ 0 の場合は、解が不定となって適用できない。 

φ＝0 の場合、緩み土圧の計算は式 8.3.5 を便宜的に適用する。  

 式  8.3.4 

ここに、  

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

σ v ：Terzaghi の緩み土圧 (kN/m2) 

K0 ：水平土圧と鉛直土圧との比 (通常 K0＝1 としてよい ) 

φ  ：土の内部摩擦角 (度 ) 

p0 ：上載荷重 (＝10kN/m2) 

γ  ：土の単位体積重量 (kN/m3)(通常土水一体としてよい ) 

c ：土の粘着力 (kN/m2) 

R0 ：土の緩み幅を考慮した掘削半径 (m)(D/2+土の緩み幅 ) 

また、Bt/2 

D ：管外径 (m) 

H ：土被り (m) 
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Bt ：土の緩み幅を考慮した掘削径 (m) 

土の緩み幅は、一般的に片側 0.04m とされているが、低耐荷

力管では 0.02m を用いる。  

 

図  8.3.3 均一地盤における緩み土圧  

出典：推進指針  

b：多層地盤における緩み土圧の基本式  

土の単位体積重量γ、粘着力 C、内部摩擦角φがそれぞれ異なる多層地盤の

場合は、次式により緩み土圧を算出する。  

 

 

 

 式  8.3.5 
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図  8.3.4 多層地盤における緩み土圧  

出典：推進指針  

 

緩み土圧の計算式において、内部摩擦角φが 0 の場合、解が不定となって適

用できない。  

φ i＝0 の場合は、各層の緩み土圧の計算に次式を便宜的に適用する。  
 

i 層における緩み土圧式の一例を示す。  

 

 式  8.3.6 

 

③  地盤反力  

推進力の算定においては、管周に等分布する土圧を考慮するために、地盤反

力も土圧と相等しい値で等分布であるとする。管の断面方向の耐荷力の検討で

は、管頂土圧に釣り合うように支承角 120°の範囲に等分布に地盤反力が発生

すると考える。  
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④  地下水圧  

切羽の安定検討、推進力の計算では地下水圧も考慮するが、管の断面方向の

耐荷力を検討する場合は、地下水圧も加味した土水一体の地盤として、管に作

用する土圧を算出する。  

 

(2) 施工時に作用する荷重  

1) 仮設荷重  

管きょ推進時の仮設備荷重のことであるが、管自重に比べて小さいので考慮し

ない。  
 

2) 周面抵抗力  

推進中に、管体には管周土との摩擦力と付着力に起因する抵抗力が発生する。

この値は乱さない土の摩擦抵抗角及び付着力よりも一般的に小さくなることに

留意する。  

また、この抵抗力は、直線区間と曲線区間では異なる。  
 

3) 先端抵抗力  

先端抵抗力は、崩壊性切羽の場合は切羽土圧、自立性の場合は推進管貫入抵抗

となる。  

この場合、切羽水圧は分離して考える。先端抵抗力は、地山の状態と共に掘削機

構によっても変化するので留意する。  
 

4) 推進力  

管体を推進させるには、周面抵抗力、先端抵抗力以上の力で押えなければなら

ない。  

これらの合計が必要推進力の目安となる。  

これらの他に、管には滑材及び裏込め注入圧等が作用するが、これらの値は、

0.1～0.3N/mm2 程度であり、管の耐荷力検討では考慮しない。  

 

(3) その他の荷重  

推進管に地震動の影響が想定される場合は、施設の重要度に応じ保持すべき機能

が確保できるように、以下の項目を考慮し、推進管並びに継手の検討を行う。  

1) 推進路線の地層、土質、地下水位の状態及び地域特性の立地条件  
 

2) 地山の状態、推進力や外力並びに地震動に対する強度、耐久性及び施工性等  
 

3) 内圧荷重  

雨水貯留等内圧強さが要求される場合は、内圧管を使用する。管種の検討にあ

たって、剛性管である鉄筋コンクリート管では、埋設状態で内圧と外圧が同時に

作用するので、両者についてそれぞれ検討する必要がある。内圧管には「下水道

推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 JSWAS A-8-2009」を参考とする。  
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8.3.2 推進管の選定  

8.3.2.1 推進管  

 

推進管には次のものがある。  

(1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (JSWAS A-2-1999) 

(2) 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6-2000) 

(3) 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管(JSWAS A-8-2009) 

(4) 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 (JSWAS G-2-2010) 

(5) 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-6-2009) 

(6) 下水道推進工法用レジンコンクリート管(JSWAS K-12-2001) 

(7) その他の推進管  

 

 

【解説】  

(1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (呼び径800～3000)JSWAS A-2 

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管は、中大口径管推進工法に使用される。  

推進管は、表 8.3.4 に示すように形状により標準管と中押管に、外圧強さ (ひび割

れ荷重 )により 1 種と 2 種に、コンクリートの圧縮強度により 50kN/mm2 以上と

70kN/mm2 に、また継手性能により JA、JB、JC に区分されている。  

表  8.3.4 管の種類  

 
出典：推進指針  

 

標準管は、一般的に使用する管を標準管用とし継手部は埋め込みカラー形とな

る。  

中押管は、S と T を組合せて内部に中押ジャッキ等を取付け、前後にスライドして

使用する。  
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図  8.3.5 中押管及び中押ジャッキの配置例  

出典：推進指針  

 

(2) 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 (呼び径200～700)JSWAS A-6 

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管は、高耐荷力方式の小口径管推進

工法で使用される。  

推進管は、形状により、標準管と単管 A と単管 B に、外圧強さ (ひび割れ荷重 )

により 1 種と 2 種に、コンクリート圧縮強度により 50kN/mm2 以上と 70kN/mm2

以上に、継手構造により、SJS、SJA、SJB に大別している。  

また、継手構造は、埋め込みカラー形とし材質はステンレス製としている。  

表  8.3.5 管の種類  

 

出典：推進指針  
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(3) 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 (呼び径800～3000)JSWAS A-8 

下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管は、中大口径管推進工法に使用

される。  

推進管は、コンクリートをガラス繊維と鉄筋により複合補強されたものである。  

規格は、表  8.3.6 に示すように一般的な外圧用として使用される外圧管と、貯留

管等に内圧用として使用される内圧管に区分れている。  

表  8.3.6 管の種類  

 

出典：推進指針  

(4) 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 (呼び径250～2600)JSWAS G-2  

下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管は、圧送管用に使用される。ダクタイル鋳鉄

管の原管にモルタルライニング又はエポキシ樹脂粉体塗装の内装、推進抵抗を軽減

させるためのコンクリート、フランジ及びリブの外装によって構成している。  

なお、表  8.3.7 に示すように標準管の接合形式によって、一般管路は T 形、U 形、

耐震・軟弱地盤管路は US 形、管路全体を一体化する場合は、UF 形推進管路を使

用する。  

表  8.3.7 管の種類  

 

出典：推進指針  
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(5) 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (呼び径350～450)JSWAS K-6  

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管は、小口径管推進工法のうち、推進管に周面

抵抗力のみが加わる低耐荷力方式の小口径管推進工法に使用される。  

表  8.3.8 管の種類  

 

出典：JSWAS K-6 

 

(6) 下水道推進工法用レジンコンクリート管 (呼び径200～1500)JSWAS K-12  

下水道推進工法用レジンコンクリート管は、骨材 (細・粗骨材 )、合成樹脂 (繊維強

化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 )充てん材 (コンクリートフライア

ッシュ及び炭酸カルシウム )を主材とし、鉄筋により複合補強したものである。  

管種は、管厚の違いによる RS 形 (呼び径 200～700)と RT 形 (呼び径 250～1650)

の 2 種類がある。  

 

(7) その他の推進管  

その他の推進管としては、鋼管及び強化プラスチック複合管の材質によるものが

存在する。  
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8.3.2.2 推進管の選定  

推進管の選定には、次の事項を考慮しなければならない。  

(1) 外圧  

(2) 推進力  

(3) 内水圧  

(4) 特殊施工条件等  

【解説】  

推進管は、材質、継手種別により区分され、各々で適用可能な呼び径、外圧強さ、軸

方向耐荷力、有効長等が異なる。  

したがって、管の選定にあたっては、必要呼び径、外圧、推進力、内水圧、流入水質

等の確認、施工方法、立坑形状寸法、道路条件や埋設位置で決まる管種別、並びに土質

や地下水条件等の施工条件のほか、経済性や将来の維持管理についても考慮する必要が

ある。  

また、耐震対策が必要な場合には、必要に応じて可とう性伸縮継手等の採用を検討す

る。  

(1) 外圧  

地中に埋設された管きょには、土圧、地下水圧及び上載荷重等の外圧が負荷され

るのでこれらに耐えられる推進管を選定する。立坑の空伏せ部では、推進部よりも

大きな土圧が作用するので注意が必要である。  

 

(2) 推進力  

一般的に推進で発生する全ての推進力を管材が直接負担して施工する。したがっ

て、推進延長、土質条件のほか、支圧壁や元押しジャッキ等の推進設備能力等も勘

案して推進力に耐えられる推進管を選定する。  

小口径管推進工法の低耐荷力方式では、管の推進方向耐荷力を補うため、内管ケ

ーシング等に推進力を伝達させる機構になっている。  

 

(3) 内水圧  

雨水貯留管、伏越し及び圧送管等において管きょ内に内水圧が生じる場合には、

内水圧に対応できる推進管及び継手を選定する。  

 

(4) 特殊施工条件等  

ますます、厳しさが増す施工環境条件を反映し、推進機の改良や計測技術の開発、

滑材に関する技術開発等が相まって 1 スパンの推進延長は長くなる傾向にある。  

このような場合には、これらの条件に適合する推進管を検討して選定する。  

また、次のような特殊な条件の中で施工が要求される場合には、標準的な推進管

以外の管及び施工方法も検討する。  

 

①  小型立坑等の狭いスペースで推進する場合は、短管の採用も検討する。  

②  長距離施工が要求されるときは、滑材注入方法等も検討して管種を選定する。  

③  曲線線形を施工する場合は、施工性や止水性の確保のために、短管の採用や継手

形状等を検討する。  

④  軟弱地盤の推進では、重量の小さい管種を採用して不等沈下を防止する。  

⑤  河川や鉄道の横断施工、地中に支障物の出現が予想される場合には、鋼管さや管
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等二重管を検討する。  

⑥  取付管推進工法を採用する場合には、本管接続方法等を考慮して管種を選定す

る。  

8.3.3 鉛直方向の管の耐荷力  

推進管の鉛直方向の耐荷力は、外圧強さより求まる抵抗モーメントと鉛直等分布荷重

によって生じる曲げモーメントとの比較によって求められ、安全率 F は 1.2 以上としな

ければならない。  

ここでいう推進管は、鉄筋コンクリート、レジンコンクリート及びガラス繊維コンク

リート等の円形管をいう。  

 

【解説】  

(1) 外圧強さより求まる管の抵抗モーメント  

外圧強さより求まる管の抵抗モーメントは次式のとおりである。  

Mr＝0.318・P・ r＋0.239・W・ r 式  8.3.7 

ここに、  

Mr ：外圧強さより求まる管の抵抗モーメント (kN･m/m) 

P ：外圧強さ (kN/m)(外圧強さのひび割れ荷重による。 ) 

W ：管の単位重量 (kN/m) 

r ：管厚中心半径 (m) 

 

(2) 鉛直方向の管の耐荷力  

鉛直方向の管の耐荷力は、次式のとおりである。  

 式  8.3.8 

ここに、  

qr ：鉛直方向の管の耐荷力 (kN/m2) 

Mr ：外圧強さにより求まる管の抵抗モーメント (kN･m/m) 

r ：管厚中心半径 (m) 

※ (kN･m/m) は、奥行 1m 当たりのモーメントを示すものである。  

 

(3) 鉛直等分布荷重により管に生じる曲げモーメント  

鉛直等分布荷重によって管の生じる最大曲げモーメントは、120 度の自由支承を

考慮すると、次式で表される。  

 

M＝0.275・q・ r2  式  8.3.9 

ここに、  
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M ：鉛直等分布荷重により管に生じる曲げモ ーメント (kN ･

m/m)  

q ：等分布荷重 (kN/m2) 

r ：管厚中心半径 (m) 

(4) 鉛直等分布荷重による管のひび割れ安全率  

等分布荷重によって生じるひび割れの安全率 (f)は、次式で求められる。安全率は、

2 点支持荷重 (外圧試験荷重 )において、0.05mm のひび割れ幅が生じたときと規定

している。  

 式  8.3.10 

ここに、  

f ：安全率  

Mr ：管の抵抗モーメント (kN･m/m)  

M ：管に生じる最大曲げモーメント (kN･m/m)  

qr ：鉛直方向の管の耐荷力 (kN/m2) 

q ：等分布荷重 (kN/m2) 

 

8.3.4 低耐荷力管きょの鉛直方向の耐荷力  

低耐荷力管きょの鉛直方向の管強度計算は、推進管に作用する鉛直等分布荷重によっ

て管体に発生する最大曲げ応力、たわみ率を求め、そのいずれもが許容値を満足しなけ

ればならない。許容曲げ応力度及び許容たわみ率は JSWAS K-6 に規定されている。  

 

【解説】  

(1) 曲げ応力の計算  

推進管に等分布荷重が作用するとき、管体に生ずる最大曲げモーメント M(kN･

m/m) は、120 度の自由支承を考慮して次式により求める。  

M＝0.275・q・ r2  式  8.3.11  

 式  8.3.12 

ここに、  

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

r ：管厚中心半径 (D－ t)/2(m) 

σ  ：管に発生する曲げ応力度 (kN/m2) 
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Z ：管長の単位長当たりの断面係数＝ t2/6(kN/m3) 

M ：鉛直等分布荷重により直管に発生する曲げモーメント  

(kN･m/m)  

D ：管外径 (m) 

t ：管 厚 (m) 

※  曲げモーメント係数は、より安全を見て、「下水道硬質塩化ビニル管道路埋設指

針」の中の曲げモーメント計算式の管側方土圧を考慮しない値を採用した。  
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(2) たわみ率の計算  

土かぶりと活荷重により発生する鉛直方向のたわみ量δ (m)及びたわみ率 V(%)

は、次式により求める。  

 式  8.3.13 

 式  8.3.14 

ここに、  

δ  ：たわみ量 (m) 

E ：低耐荷力管きょの弾性係数 (kN/m2) 

I ：管長の単位長当たりの断面 2 次モーメント＝ t3/12(m4/m) 

V ：たわみ率 (％ ) 

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

r ：管厚中心半径 (m) 

※  たわみ率は、曲げモーメント係数と同様に管側方土圧を考慮しない値を採用し

た。  

 

(3) 許容曲げ応力及び許容たわみ率  

許容値は、表  8.3.9 のとおりである。  

表  8.3.9 低耐荷力推進管の許容値  

種  類  
許容曲げ応力  

σa(N/mm2) 

許容たわみ率  

Va(％) 

SUS カラー付直管  

スパイラル継手付直管  
17.7 3 

※ 1 許容曲げ応力  

許容曲げ応力は、硬質塩化ビニル管の曲げ強さ 88.2N/mm 2 に対して安全率を 5 とし

た値である。  

※ 2 許容たわみ率  

許容たわみ率については、基礎実験における負圧試験の結果を考慮して定めた。  

出典：推進指針  
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8.4 推進管の推進方向の設計  

8.4.1 推進方向の管の耐荷力  

推進管の推進方向の検討では、許容圧縮応力度より求まる管の耐荷力が推進装置によ

る推力を上回るようにしなければならない。  

ここでいう推進管とは、鉄筋コンクリート、レジンコンクリート及びガラス繊維コン

クリート等の円形管を示すが、管材によって許容圧縮強度が異なるため留意が必要であ

る。  

【解説】  

(1) コンクリートの許容圧縮応力度  

 式  8.4.1 

ここに、  

σca ：コンクリートの許容圧縮応力度 (N/mm2) 

σc ：コンクリートの圧縮強度 (N/mm2) 

f ：安全率 (＝2) 

安全率 2 は、σ c の設計基準強度の安全率 1/3 に施工時割り増し係数 1.5 を乗

じた値である。  
 

(2) コンクリートの圧縮応力と圧縮ひずみの関係  

σ＝(3.72×105ε＋0.611×108ε 2－6.322×1010ε 3)×9.80665×10 -2  

 式  8.4.2  

※レジンコンクリートの場合  

σ＝(3.17×105ε＋19.4)×9.80665×10-2 

ここに、  

σ  ：コンクリートの圧縮応力度 (N/mm2) 

ε  ：コンクリートの圧縮ひずみ  

 

(3) 管体に生じる応力  

ε max＝1.872×ε mean＋ 19.1×10-6 式  8.4.3 

※レジンコンクリートの場合  

ε max＝1.327×ε mean＋ 104.2×10-6 

ここに、  

ε max ：管の断面に生じる最大ひずみ  

ε mean ：管の断面に生じるひずみの平均値  

管体に生じる応力集中は、ひずみの集中という形でとらえ、実験値から式 8.4.3
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で表される。また、式 8.4.3 は、推進力により推進管に生じる最大ひずみと平均ひ

ずみには一定の比率 (ひずみ比：1.872)を示している。  

 

(4) コンクリートの許容平均圧縮応力度  

推進管の管体コンクリートの圧縮強度は、JSWAS  A-2 に示されているとおり、

50N/mm2 及び 70N/mm2 を原則としている。  

このとき、式に許容圧縮応力度σ ca=25N/mm2 を代入してひずみを求める。さら

にこのひずみを式に代入してひずみの平均値を求め、応力に換算すると許容平均圧

縮応力度 13N/mm2 が得られる。  

同様にしてσ c が 70N/mm2 のときσma は 17.5N/mm2 が求められる。  

 

σ c＝50N/mm2 の場合、σ ma＝13.0n/mm2 

σ c＝70N/mm2 の場合、σ ma＝17.5N/mm2 

 

※1 レジンコンクリート管  

RS 形の場合  σ ma＝25N/mm2 
RM 形、RT 形の場合  σ ma＝30N/mm2 

※2 ガラス繊維コンクリート管  

σ c＝70N/mm2 の場合、σ ma＝17.5N/mm2 

σ c＝90N/mm2 の場合、σ ma＝22.5N/mm2 

※3 陶 管  

σ c＝90N/mm2 の場合、σ ma＝23.5N/mm2 

(5) 管の有効断面積  

設計に用いる管の有効断面積 Ae は、ゴム輪用溝部における管 (管厚＝D1-D)の断

面積とする。  

 

図  8.4.1 標準管の形状  

出典：JSWAS A-2 

(6) 管の許容耐荷力  

管の許容耐荷力は、次式により求める。参考として表  8.4.1～表  8.4.3 に各管種

の耐荷力を示す。  

Fa＝1,000・σ ma・Ae 式  8.4.4 

ここに、  
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Fa ：管の許容耐荷力 (kN) 

σma ：コンクリートの許容平均圧縮応力度 (N/mm2) 

Ae ：管の有効断面積 (m2) 

1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管  JSWAS A-2 
 

表  8.4.1 管の耐荷力  

 
出典：推進指針  

 

2) 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6 

表  8.4.2 管の耐荷力  

 

出典：推進指針  

 

※  

※  
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3) 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 JSWAS A-8 

表  8.4.3 管の耐荷力  

 

出典：推進指針  
 

8.4.2 低耐荷力管きょの推進方向の耐荷力  

 

低耐荷力管きょの推進方向の検討では、直管の許容圧縮強さから求まる許容軸方向耐

荷力が、推進装置による推力より大きくなければならない。  

 

 

【解説】  

(1) 管の許容耐荷力  

管の許容耐荷力は、次式で求められる。  

Fa＝σ b・Ae 式  8.4.5 

ここに、  

Fa ：直管の許容推進耐荷力 (kN) 

σ b ：直管の許容圧縮強さ (圧縮強さは 64.7N/mm2 であるが形

状因子及び施工上の安全を考慮し、32.35N/mm2 とする ) 

Ae ：直管の有効断面積 (m2) 

 
(2) 直管の有効断面積及び直管の許容推進耐荷力  

 

 

 

 

※  
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表  8.4.4 直管の有効断面積  

(単位： m2) 

呼び径  

SUS カラー付直管・  

スパイラル継手付直

管 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0.00193 

0.00345 

0.00631 

0.00996 

0.01075 

0.01472 

0.01944 

出典：推進指針  

 

表  8.4.5 直管の許容推進耐荷力  

(単位： kN) 

呼び径  

SUS カラー付直管・  

スパイラル継手付直

管 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

62.4 

111.6 

204.1 

322.2 

347.7 

476.1 

628.8 

出典：推進指針  
 

(3) 安全性の照査  

照査は、総推進力 F1 が推進装置の能力 Fm を超えないことを確認するほか、管

の許容管軸方向耐荷力 Fa が許容値を満足することを確認する。  

低耐荷力方式は、推進管に周面抵抗力のみを負担させる方式のため、一般に

F01=0 として管の耐荷力との関係を確認することになる。  

 

F1 ≦ Fm かつ F1－F01 ≦ Fa 式  8.4.6 

ここに、  

F1 ：総推進力 (kN) 

Fm ：推進装置の能力 (kN) 

Fa ：管の許容管軸方向耐荷力 (kN) 

F01  ：先導体の先端抵抗力 (kN) 
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8.4.3 推進力  

推進に必要な推進力は、先導体先端部の地山への貫入あるいは掘削による抵抗と、外

周面が地山と接触する際の摩擦や付着力、管の自重による管と土との摩擦の和に見合う

力で、進諸抵抗の総和とする。  

【解説】  

通常、推進抵抗力は、次の要素からなる。  
 

①  推進に伴う先端抵抗力  

②  管の外周及び掘進機又は先導体外周と土との摩擦抵抗力又はせん断抵抗力  

③  管の自重による管と土との摩擦抵抗力  

④  管と土との付着力  

 

また、推進工法に適用する推力計算式には、次表に示すものがある。  

表  8.4.6 推進力算定式別適用工法  

計算式  適用工法  
備考(略

称) 

基本式  下水道協会式の原形    

下水道協会式  刃口推進工法  協会式  

泥水・土圧式算定式  
中大口径管の泥水式・土圧式推進工

法 

泥水土圧

式 

泥濃式算定式  中大口径管の泥濃式推進工法  泥濃式  

高耐荷力泥水・泥土圧方式算

定式  

高耐荷力方式小口径管の密閉型推

進工法  

高耐荷力

式 

低耐荷力方式算定式  低耐荷力方式小口径管推進工法  
低耐荷力

式 

 

 

図  8.4.2 算定式の区分  

出典：推進指針  

 

なお、曲線施工の場合の推進抵抗力については、「下水道推進工法の指針と解説」：曲

線推進の設計を参照のこと。  

高耐荷力式は、管の耐荷力と推進力の関係を算定式により確定し、主として長距離施
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工で行える泥水方式、泥土圧方式において管種 (50N/mm2、70N/mm2)の使い分けを示す

ものである。  

施工可能延長については、各工法により異なるために目安として、(公社 )日本推進技術

協会資料等も参考として決定する。  
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(1) 基本式  

本式は、推進工法における基本式を示すものである。総推進力は、次式に示す推

進諸抵抗の総和で表される。  

F=F0＋{(π・Bc・q＋W)μ ’＋π・Bc・C ’}L 式  8.4.7 

ここに、  

F ：総推進力 (kN) 

F0 ：先端抵抗力 (kN) 

Bc  ：管外径 (m) 

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

W ：管の単位重量 (kN/m) 

μ ’  ：管と土との摩擦係数  

C ’ ：管と土との付着力 (kN/m2) 

L ：推進延長 (m) 

 

図  8.4.3 推進諸抵抗  

出典：推進指針  

 

総推進力 (F)は、管の周囲 (π・Bc)に等分布荷重 (q)が働き、さらに管と土との付

着力 (C')は、管の周囲 (π・Bc)に働くものとした。  

さらに、管の単位重量 (W)による管と土との間の摩擦抵抗及び先端抵抗力が加わ

るものとして計算する。  

 

1) 先端抵抗  

先端抵抗は、一般に先端刃先抵抗と呼ばれるものであり、標準貫入試験から求

める N 値で表した次式を用いる。  

 

F0=10.0×1.32π・Bc・N(kN) 式  8.4.8 

ここに、  
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F0 ：先端抵抗力 (kN) 

Bc  ：管外径 (m) 

N ：標準貫入試験から求めた N 値  

2) 等分布荷重  

管にかかる等分布荷重は、8.3.1 管に作用する外圧荷重  (1)常時作用する荷重  

2)を参照のこと。  

 

3) 管と土との摩擦係数  

管と土との摩擦係数は、次式で表される。  

 

μ ’＝tanδ =tan(φ/2) 式  8.4.9 

ここに、  

μ ’ ：管と土との摩擦係数  

δ  ：管と土との摩擦角 (度 )(全断面加圧につきδ=φ /2 と仮定す

る。 ) 

φ  ：土の内部摩擦角  (度 ) 

 

4) 管と土との付着力  

管と土との付着力 (C')は、粘性土の場合には粘着力が大きくなると粘着力より

小さくなる。一般に管と土との付着力は、大きくとも 10.0(kN/m2)程度と考えて

良い。  

 

5) 一般的な土質  

一般的な土質の特性値を以下に参考として示す。  

 

表  8.4.7 一般的な土質とその特性値  

特性値  

土質  

φ  

(度) 
N 

C ’ 

(kN/m2) 
K・μ  μ ’ 

軟弱土  15 4 10 0.2679 0.1317 

普通土  20 10 5 0.3640 0.1763 

普通土  30 15 0 0.5774 0.2679 

硬質土  40 30 0 0.8391 0.3640 

※  表中、φは土の内部摩擦角、N は標準貫入試験による N 値、C’は管と土との付着力、K はテル

ツァギー  

の側方土圧係数 (K=1)、μは土の摩擦係数 (=tanφ )、μ ’は管と土との摩擦係数 (=tanφ /2)を

示す。  

出典：推進指針  
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(2) 下水道協会式  

基本式の修正式であり、自立可能な地山における刃口推進工法に適用する。  

 

F＝F0＋α・π・Bc・ta・L＋W・μ ’・L 式  8.4.10 

ta＝σ・μ ’＋C ’ 

σ＝β・q 

μ ’=tanδ  

F0＝10.0×1.32・π・Bs・N ’(kN)  

ここに、  

F ：総推進力 (kN) 

F0 ：先端抵抗力 (kN) 

Bs  ：刃口外径 (m)  

Bc  ：管外径 (m) 

α  ：管と土との摩擦抵抗の生じる範囲にかかる係数 (＝ 0.50～

0.75) 

ta ：管と土とのせん断力 (kN/m2) 

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

W ：管の単位重量 (kN/m) 

μ ’  ：管と土との摩擦係数  

σ  ：管にかかる周辺荷重 (kN/m2) 

β  ：管にかかる周辺荷重の係数 (＝1.0～1.5) 

δ  ：管と土との摩擦角 (度 )(全断面加圧につきδ=φ /2 と仮定す

る ) 

C ’ ：管と土との付着力 (kN/m2) 

N ’ ：切羽芯抜きをした場合の貫入抵抗値  

普通土(粘性土)  1.0 

砂質土  2.5 

硬質土  3.0 

L ：推進延長 (m) 
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(3) 泥水・土圧式算定式  

本式は、中大口径管の泥水・土圧式推進工法に適用する。((公財 )日本下水道新技

術推進機構と (公社 )日本推進技術協会の共同研究により提案されたものである。 ) 

 式  8.4.11 

 

  

ここに、  

F ：総推進力 (kN) 

F0 ：先端抵抗力 (kN) 

f0  ：周面抵抗力 (kN/m) 

L ：推進延長 (m) 

Pw ：チャンバ内圧力 (kN/m2) 

泥水式  Pw=地下水圧＋20.0(kN/m2) 

土圧式  (砂質土の場合 ) 

Pw=主働土圧＋地下水圧＋ P(P=20～50kN/m2) 

 (粘性土の場合 ) 

Pw=静止土圧を用いる。  

Pe  ：切削抵抗 (kN/m2) 

N 値より、次のとおりとする。  

Pe＝N 値×10.0(kN/m2) 

ただし、 N＜15 の場合は Pe＝150(kN/m2)とする。 N

＞50 の場合は Pe＝500(kN/m2)とする。  

Bs  ：掘削機外径 (m) 

Bc  ：管外径 (m) 

q ：管にかかる等分布荷重 (kN/m2) 

W ：管の単位重量 (kN/m) 

μ ’  ：管と土との摩擦係数  

μ ’＝tan(φ /2) 

φ：内部摩擦角  

C ’ ：管と土との付着力 (kN/m2) 

粘性土 (N＜10)：C ’＝8 

固結土 (N≧10)：C ’＝5 
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β  ：推進力低減係数  

表  8.4.8 土質別のβ標準値 (参考)  

土  質  推進力低減係数

β 

粘 性  土  0.35 

砂 質  土  0.45 

砂 礫  土  0.60 

固 結  土  0.35 

※  1. β値は標準値を基本とし、施工条件により±0.05 の範囲で採用す

る。  

   2. 本表で定義する土質のうち、砂礫土は礫径 20mm 以上で、最大礫径

は  

 掘進機外径の 20％未満かつ 400mm 以下とする。    

出典：推進指針  

(4) 高耐荷力泥水・泥土圧方式算定式  

本式は、高耐荷力方式小口径管の密閉型推進工法に適用することを標準とする。

本式は、設計に際し採用する管の耐荷力を確認するためのものである。  

F＝F0＋F1 式  8.4.12 

F0＝α・π (Bs / 2)2  

F1＝f0・S・L 

ここに、  

F ：総推進力 (kN) 

F0 ：先端抵抗力 (kN) 

α  ：先端抵抗力係数 (kN/m2) 

f0  ：周面抵抗力係数 (kN/m2) 

S ：管外周長 (m) 

Bs  ：先導体外径 (m)(通常 Bs=Bc としてよい ) 

Bc  ：管外径 (m) 

L ：推進延長 (m) 

             表  8.4.9 土質別α、fo 値(参考 )     (単位：kN/m2)  

土質  

先端抵抗  
普 通  土  砂 礫  土  硬 質  土  

先端抵抗力係数 α (kN/m2) 1,200 1,750 1,500 

周面抵抗力係数 f0(kN/m2) 3.0 4.5 2.5 
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出典：推進指針  

施工可能延長については、各工法の特徴や土質等の施工条件により異なるため、

十分な調査と比較検討を踏まえて判断する必要がある。  

 

(5) 低耐荷力方式算定式  

本式は、低耐荷力方式小口径管推進工法に適用する。  

 

式  8.4.13 は圧入方式、オーガ方式、泥水方式、泥土圧方式に適用する。  

式  8.4.14 は圧入方式のみに適用する。  

本式は式  8.4.13 より求めた管体推進時の総推進力 (F1)又は式  8.4.14 より求め

た誘導管の最大圧入抵抗力 (F2)と、推進装置の能力との比較を行う。  

F1＝F01＋F1 式  8.4.13 

F01＝α・π・(Bs / 2)2 

F1＝f01・S1・L  

ここに、  

F1 ：管体推進時の総推進力 (kN) 

F01 ：先導体の先端抵抗力 (kN) 

α  ：先導体の先端抵抗力係数 (kN/m2) 

f01  ：管材の周面抵抗力係数 (kN/m2) 

S1  ：管外周長 (m) 

Bs ：先導体外径 (m) (通常 Bs=Bc としてよい ) 

Bc ：管外径 (m) 

L ：推進延長 (m) 

表  8.4.10 管体推進時の先端抵抗係数α及び周面抵抗係数 f01(参考) 

 

出典：推進指針  

F2＝F02＋F2 式  8.4.14 

F02＝β・N・π・(bc / 2)2 

F2＝f02・S2・L  

ここに、  

F2 ：誘導管の最大圧入抵抗力 (kN) 
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F02 ：誘導管の先端抵抗力 (kN) 

β  ：誘導管の先端抵抗力係数 (kN/m2) 

f02  ：誘導管の周面抵抗力係数 (kN/m2) 

N ：N 値  

S2  ：誘導管外周長 (m) 

bc ：誘導管先導体直径 (m) 

L ：推進延長 (m) 

表  8.4.11 誘導管圧入時の先端抵抗係数β及び周面抵抗係数 f02(参考)  

 

出典：推進指針  

管体及び誘導管の周面抵抗力係数 (kN/m2)は、管材料、土質によって異なるが、

一般的には表  8.4.10 及び表  8.4.11 に示すとおりである。  

 
 

(6) 泥濃式算定式  

本式は、泥濃式推進工法に適用する。  

((公社 )日本推進技術協会により提案されたものである。 ) 

F＝F0＋f0・S・L 式  8.4.15 

F0＝(Pe＋Pw)・π・(Bs/2)2  

f0＝2＋3・(G/100)2＋27・(G/100)・M2  

ここに、  

F ：総推進力 (kN) 

F0 ：先端抵抗力 (kN) 

S ：管外周長 (m) 

L ：推進延長 (m) 

Pe  ：切羽単位面積あたり推力 (kN/m2) 

Pe＝4.0×N 値  

Pw ：チャンバ内泥水圧力 (kN/m2) 

Pw＝ (地下水圧＋20.0)kN/m2  

Bs  ：掘削機外径 (m) 

f0  ：周面抵抗力 (kN/m) 
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 G ：礫率 (％ ) 

M ：最大礫長径 /管外径  

 

なお、曲線推進においては、一般の推進工法と同様に、直線推進における推進抵

抗の他に、管後方からの曲線外側方向への分力による管外周面と土との摩擦抵抗力

が負荷されるので、その分推進力は増加する。  
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8.4.4 許容推進延長  

許容推進延長は、管の推進方向耐荷力、推進設備の推力及び推進反力のいずれもが、

許容値を満足するものであり、式 8.4.16 より求めるものとする。  

【解説】  

La＝(Fr－Fo)/fo 式  8.4.16 

ここに、  

La ：許容推進延長  

Fr ：Fa と Fm 及び R(推進反力 )を比較し小さい値 (kN) 

Fm ：元押しジャッキ推力 (kN) 

Fa ：推進管許容耐荷力 (kN) 

R ：推進反力 (kN) 

Fo ：先端抵抗力 (kN) 

fo ：周面抵抗力 (kN/m) 

(1) 推進方向の推進管許容耐荷力 (Fa) 

Fa＝1,000・σma・Ae 式  8.4.17 

ここに、  

σma ：コンクリートの許容平均圧縮応力度 (N/mm2) 

Ae ：管の有効断面積 (m2) 

 
(2) 元押工法の推進設備  

推進設備の標準配置台数を参考にする。  
 

(3) 推進反力  

）・・・＋・＋／・・（・＝ ppp

2 KHohKHoC22KHoBR γγα  

 式  8.4.18 

ここに、  

R ：推進反力 (地山の耐力 )(kN) 

B ：支圧壁幅 (m) 

γ  ：土の単位体積重量 (kN/m3) 

Kp  ：受働土圧係数［ tan2(45°＋φ /2)］  

φ  ：土の内部摩擦角 (度 ) 

C ：土の粘着力 (kN/m2) 
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α  ：係 数 (＝1.5～2.5) 

Ho ：支圧壁の高さ (m) 

h ：地表よりの深さ (m) 

 

 
(4) 推進延長Lとの比較  

La≧L の場合は、元押しジャッキ設備のみで推進可能である。  

La＜L の場合は、中押工法又はスパンの分割を検討する。  
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8.4.5 推進力の軽減  

推進力を軽減するには、推進抵抗力を低減させる方法を検討する必要がある。軽減方

法については、次の方法がある。  

(1) 推進力の分割  

(2) 管外周面への滑材注入  

【解説】  

(1) 推進力の分割  

推進距離により元押設備能力で、支圧壁の耐力を上回る推進力が必要となる場合

は、管体間に中押設備を設けることにより能力不足を補う方法である。  

中押工法は、理論上推進距離は無限となるが、施工性、安全性等で限界がある。 
 

(2) 管外周面への滑材注入  

推進抵抗は、管外周面の土との摩擦力、付着力によって生じる。抵抗を減少させ

るには滑材を注入するのが効果的である。  

滑材の注入は、推進中の推進管と地山との摩擦抵抗を減じるとともに、あわせて

地山のゆるみを防ぎ、かつ、止水を目的とするものである。ただし、滑材注入によ

る低減効果は定性的にはあるが、定量的には明確になっていない。  

滑材注入は、推進管の注入孔より行う方法と、注入装置を先導体又は掘進機の後

部に設置して管周囲に注入する方法があり、各方法を併用する場合もある。  

8.4.6 推進力の分割  

長距離推進において、総推進力が推進設備の推力及び推進管、支圧壁の耐荷力を上回

る場合は、元押推進力、中押推進力に分割し推進設備、推進管及び支圧壁にかかる負担

を軽減する。  

ただし、中押推進の適用管径は、呼び径 1,000～3,000mm とする。中押推進力は、推

進方向の耐荷力、中押ジャッキ設備の推力を比較して、小さい値を中押許容最大推力と

する。  

【解説】  

推進方向の推進管の耐荷力、中押ジャッキ設備の推進力を比較して小さい値を中押許

容最大推進力ととする。  

 

(1) 推進方向の耐荷力  

中押部の推進方向耐荷力 (Fa)は元押工法と同様である。  
 

(2) 中押工法の推進設備  

推進設備の標準配置台数を参考にする。  
 

(3) 中押を用いた場合の元押許容推進延長 (Lm) 

Lm＝Fr/fo 式  8.4.19 

ここに、  

Fr ：Fm と Fa 及び R を比較し小さい値 (kN) 

Fm ：元押ジャッキ推力 (kN) 

R ：支圧壁反力 (kN) 

fo ：周面抵抗力 (kN/m) 
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(4) 先頭中押 (第1段 )の許容推進延長 (Lan1) 

Lan1＝(Fna－Fo)/fo 式  8.4.20 

ここに、  

Fna ：中押ジャッキ推力と、管の耐荷力を比較し、小さい方の

値 (kN) 

Fo ：先端抵抗力 (kN) 

(5) 中間中押 (第2段以降 )の許容推進延長 (Lan2) 

Lan2＝Fna/fo 式  8.4.21 

(6) 中押段数 (M) 

M＝{(L－(Lm＋Lan1) )/Lan2}＋1 式  8.4.22 

8.5 空伏せの設計  

空伏せは、立坑部のマンホールと土留壁の間の部分を示すが、管種は推進管と同一管

種とし、設計にあたっては、土圧に対して十分な強度を有するものとしなければならな

い。また、必要に応じて適切な耐震対策を講じる。  

【解説】  

①  基礎工、埋戻し工及び土留工引き抜きにあたっては、管きょに不測の荷重が作用

しないように注意しなければならない。  

②  管種は、管の継手工を考慮して推進管と同一のものを採用する。  

③  空伏せの設計では、開削工法と同様に管種 (剛性管及び可とう性管 )、土留め工法

の種類、掘削幅、基礎地盤等を考慮し、荷重及び基礎形式を適切に選定する。  

 

④  管きょとマンホール等の構造物との接続部は、地震時におのおのが異なった挙動

を示すため、応力が集中し、耐震上の弱点となりやすい。  

このような場合、接続部に可とう性を持たせるために次に示す措置が必要となる

ので、管きょの深さ及び地盤条件、構造条件等を十分考慮して適切な耐震対策を

講じる。  
 

・ 可とう性伸縮継手の採用  

・ 短管による可とう性の保持  

 

⑤  基礎工の不備による不等沈下、埋戻しの不均一に伴う偏土圧の発生、土留め引き

抜き時の地盤変状等は、管きょに過大な応力を発生させる可能性があることか

ら、各々の施工においては十分な注意が必要である。  

8.6 立坑の底盤  

立坑の底盤部には基礎工を計上するものとして、基礎コンクリートは t＝15cm、砕石

基礎は  

t＝20cm とする。  

【解説】  

底盤部が硬質地盤、又は高圧噴射攪拌工法により底盤改良工を実施する場合は、基礎

コンクリートのみ計上する。  

立坑での作業が簡易で地下水の影響がない場合、基礎は計上しない。  
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第９章 シールド工  
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第9章  シールド工  

9.1 シールド工の概要  

シールド工法とは、切羽の安定を図りながらシールドを掘進させ、覆工を組み立てて

地山を保持し、トンネルを構築する工法である。  

切羽の安定方法により、密閉型及び開放型に大別される。  

 

【解説】  

シールド工法の分類を以下の図  9.1.1 に示す。  

 

 

図  9.1.1 推進工法の分類  

出典：トンネル示方書・シールド  

(1) 密閉型シールド  

隔壁を有し、切羽と隔壁間のチャンバ内を、土砂あるいは泥水で満たし、その土

砂あるいは泥水に十分な圧力を保持させ、切羽の安定を図る構造の機械掘り式シー

ルドをいう。  

 

(2) 開放型シールド  

全断面開放型シールドは、切羽面の全部又は大部分が開放されているシールドを

いい、切羽の自立が前提となる。自立しない切羽については、補助工法により、自

立条件を満足させる必要がある。  
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9.2 シールド工法の選定  

シールド工法の選定に当たっては施工区間の地山の条件、地表の状況、断面寸法、施工

延長、トンネルの線形、工期等の諸条件はもちろん、掘削や覆工等の施工を考慮して、

安全で経済的に施工できる形式を決めなければならない。  

【解説】  

シールド工法の選定を行う上では、図  9.2.1 形式選定フロー図に基づき選定を行う。  

 

図  9.2.1 形式選定フロー図例  

出典：トンネル示方書・シールド  
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9.3 覆工  

覆工は、トンネルの使用目的、地山の条件及び施工法等に適合する構造としなければ

ならない。  

 

【解説】  

覆工は周辺地山の土圧と水圧を受け、トンネル内空を確保するための構造体であり、

一次覆工と二次覆工からなる。一般に、一次覆工はセグメントを用いたプレハブ構造か

らなる。二次覆工は一次覆工の内側に打設されるコンクリート構造からなる。主に力学

的機能を一次覆工に、耐久的な機能を二次覆工に受け持たせる。  

最近は施工技術が向上したため、経済性の向上や工期短縮を目的として、一次覆工に

二次覆工の機能を受け持たせたり、代替措置を施したりすることで二次覆工の省略を図

ることができる。  

 

図  9.3.1 下水道トンネル断面図例  

出典：トンネル示方書・シールド  
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9.4 二次覆工の省略  

二次覆工を省略する場合には、二次覆工の機能を一次覆工に受け持たせる必要があり、

トンネルの使用目的、トンネルを構築する周辺地盤の性状、トンネルに作用する荷重状

況、維持管理等を考慮し、一次覆工に対して主体構造としての役割に加え、二次覆工が

担うべき機能を兼ね備えることが可能か検討しなければならない。  

【解説】  

二次覆工を省略して使用に供しているシールドトンネルの歴史が浅いことから、二次

覆工省略の決定に際しては慎重に検討する必要がある。  

二次覆工の要求性能と検討フローは表 9.4.1、図 9.4.1 を参考とする。  

表  9.4.1 トンネルの用途別二次覆工の要求機能 (参考) 

 

 

出典：JSWAS A-3、4 

 

 

 

※  
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図  9.4.1 二次覆工省略の検討フロー  

出典：JSWAS A-3、4 
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第 10 章 管きょの改築及び修繕  
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第10章  管きょの改築及び修繕  

10.1 管きょ改築及び修繕の概要  

10.1.1 概要  

 

改築は、老朽化、劣化が著しく流下能力等の確保が困難な管きょに、長寿命化と耐用

年数の延伸を目的に実施される。方法としては、開削による布設替えと非開削によるも

のがあるが開削が困難な道路事情や、近年の技術革新から非開削工法が多く用いられて

いる。  

修繕は、対象施設の劣化箇所等の箇所のみを部分的に補強・止水あるいは取替えを行

うものである。施設の残存年数の延伸にはならない。  

 

 

【解説】  

①  管きょの改築・修繕を的確に行うためには、現在保有する施設について正確かつ

機能的に整理された情報が必要である。また供用中の施設を対象とするため、実

施する規模と範囲及び管きょの劣化、流下能力、浸入水、破損、クラック、目地

ずれ、腐食、たるみ等の状況や施工条件に対して最適の方法を選定していくこと

が重要である。  

 

②  改築事業の課題として、実施する区域は、既に下水道が利用されていることから

新たな下水道工事について、地域住民の理解や協力が得られにくいことが多い。

このため、日常から改築事業の必要性や、工事の内容について十分な PR を行っ

ていくことが重要である。  

 

③  下水道管きょの改築は、従来、開削工法による布設替工法が多く採用されてきた。

しかし、市街地での施工は、住民生活、道路交通事情、他企業の埋設物等から種々

の制約を受け、年々困難になりつつあり、近年、開削工法に変わる施工方法とし

て非開削工法が発展を遂げてきている。  
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10.1.2 用語の分類と定義  

改築等で使用する用語の分類と定義について、以下に示す。  

 

【解説】  

(1) 用語の分類  

下水道法では、広義の管理を「設置」、「改築」、「修繕」、「維持」、「その他の管理」 

に分類しているが、さらに改築を「更新」と「長寿命化対策」に分類する。  

 

 

図  10.1.1 下水道の管理にかかわる用語  

出典：設計指針  

(2) 各用語の定義は以下のとおりである。  
 

1) 設置  

施設を新たに建設 (増築や機能の拡充を伴う再建設を含む )すること。  

2) 改築  

排水区域の拡張等に起因しない「対象施設」の全部又は一部の再建設あるいは

取替えを行うこと。  

①  更新  

改築のうち、「対象施設」の全部の再建設あるいは取替えを行うこと。  

②  長寿命化対策  

改築のうち、「対象施設」の一部の再建設あるいは取り替えを行うこと。  

3) 修繕  

「対象施設」の一部の再建設あるいは取り替えを行うこと。(ただし、長寿命化

対策に該当するものを除く ) 

4) 維持  

処理施設等の運転、下水道施設の保守・点検、清掃など下水道の機能を保持す

るための事実行為で工事を伴わないもの。  

5) その他の管理  

公権力の行使に関係のある事務。  
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10.1.3 管きょの改築・修繕の分類  

管きょの改築・修繕は、改築として更生工法および布設替工法に区分される。さらに

更生工法は、構造形式により自立管、複合管、二層構造管の 3 種類に分けられる。  

また、それぞれの施工方法から反転工法、形成工法、製管工法等に分類されている。  

一方、修繕は、止水工法、内面補強工法、ライニング工法等に分類されている。  

【解説】  

改築工法及び修繕工法の分類を以下に示す。  

 

 

図  10.1.2 改築工法の分類  

出典：設計指針  

 

 

図  10.1.3 修繕工法の分類  

出典：設計指針  
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10.2 管きょ更生工法の設計  

10.2.1 更生工法の概要  

更生工法は、既設管内に新管又は既設管と一体になって、所定の外力に抵抗しうる構

造の管を構築するもので、基本的に道路の掘削を伴わず施工できることから種々の利点

がある。  

一方、本管と取付管の接続不良箇所が多い路線や、本管の劣化が著しく原形断面が維

持されていないような路線では、更生工法の適用は困難となるので、十分な調査と工法

の検討が必要である。  

【解説】  

更生工法は、既設管の状況から構造形式の分類をまず行って、その次に具体的な工法

分類に着手することになる。以下に構造形式と各工法の概要を示す。  

なお、活荷重（T-14,T-24）の使用区分については、「5.5 マンホールふた（1）」による。 

(1) 構造形式  

構造形式では、自立管、複合管、二層構造管に区分される。自立管及び複合管は、

構造計算方法等が確立されており、一般的に多く使用されている。  

二層構造管は、強度を有する既設管きょの残存強度を期待できる場合に適用する

が、残存強度の評価に課題がある。  

1) 自立管  

自立管は、更生材単独で自立できるだけの強度を発揮させ、新設管と同等以上

の耐荷能力及び耐久性を有するものである。施工法上の分類として、工場又は現

場で樹脂等を配合し、既設管きょの内面に密着し硬化させる反転工法、形成工法

がある。 (図  10.2.1 参照 ) 

 

図  10.2.1 自立管の概念  

出典：設計指針  

2) 複合管  

複合管は、既設管きょと更生材が構造的に一体となって、新設管と同等以上の

耐荷能力及び耐久性を有するものである。これには、製管材を既設管きょ内面で

製管し、既設管きょとの間げき (隙 )にモルタルなどの充てん材を注入する製管工

法がある。 (図  10.2.2 参照 ) 

 

※  
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※製管工法で既設管内面と製管されたパイプ外面の空げき部に充てんする材料。  

図  10.2.2 複合管の概念  

出典：設計指針  

3) 二層構造管  

二層構造管は、残存強度を有する既設管きょとその内側の樹脂等で二重構造を

構築するものであり、施工法上の分類として、工場又は現場で樹脂等を配合し、

既設管きょ内面に密着し硬化させる反転工法、形成工法がある。(図  10.2.3 参照 ) 

 

 

図  10.2.3 二層構造管の概念  

出典：設計指針  
 

(2) 工法の分類  

更生工法は、反転工法、形成工法、製管工法、さや管工法等に分類される。各工

法の概要は次のとおりである。  

 

1) 反転工法  

反転工法は、熱又は光等で硬化する樹脂を含浸させた材料を、既設のマンホー

ルから既設管内に反転加圧させながら挿入し、既設管内で加圧状態のまま樹脂が

硬化することで管を構築するものである。反転挿入には、水圧又は空気圧等によ

るものがあり、硬化方法も温水、蒸気、温水と蒸気の併用、光等がある。  

管の閉塞がない場合に限り、破損およびクラック状況は、管の原形を損なって

いても更生できる。不陸、蛇行は管外周部にシワができるが対応可能である。  

目地ずれ、たるみなどはそれを更生させるのではなく、あくまでも既設管の形

状を維持する断面を更生することとなる。  

 

図  10.2.4 反転工法の概要図  

出典：管きょ更生工法ガイドライン  
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2) 形成工法  

形成工法は、樹脂を含浸させたライナーや硬化性の連続パイプを既設管内に引

き込み、水圧又は空気圧等で拡張・圧着させた後に硬化することで管を構築する

ものである。形成工法は、更生材を管内径まで加圧拡張したまま温水、蒸気、光

等で既設管に圧着硬化又は加圧拡張したまま冷却硬化する工法があり、不陸、蛇

行があっても既設管の形状に沿った形で挿入される。したがって、出来形も既設

管の内面どおりに形成される。  

目地ずれ、たるみなどはそれを更生させるのではなく、あくまでも既設管の形

状を維持する断面を更生することとなる。  

 
 

 

図  10.2.5 形成工法（光硬化タイプ）の概要図  

 

図 10.2.6 形成工法（熱形成タイプ）の概要図  

出典：管きょ更生工法ガイドライン  
 

3) 製管工法  

製管工法は、既設管内に硬質塩化ビニル材等を嵌合させながら製管し、既設管

との間隙にモルタル等を充填することで管を構築するものである。  

断面形状が維持できていて、破損、閉塞していない限り施工は可能である。不

陸、蛇行がある場合、基本的に既設管の形状どおりに更生させ、多少のカーブが

ある場合でも、それに対応して製管できる。少量の下水であれば流下させながら

施工が可能である。  
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図  10.2.7 製管工法の概要図  

出典：管きょ更生工法ガイドライン  

 

4) 鞘管工法  

鞘管工法は、管更生の分類に含まれるが、工場で製作した二次製品を更生材に

使用する工法であり、既存の日本工業規格等の基準が定められているので、本手

引きの適用対象外とする。なお、鞘管工法の定義は、次のとおりとする。  

鞘管工法は、既設管より小さな管径で製作された管きょ (新管 )を牽引挿入し、

間隙に充填材を注入することで管を構築するものである。更生管が工場製品であ

り、仕上がり後の信頼性が高い。  

断面形状が維持されており、物理的に管きょが挿入できる程度の破損であれば

施工可能である。  

 

図  10.2.8 鞘管工法の概要図  

出典：管きょ更生工法ガイドライン  
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10.2.2 更生工法の設計手順  

更生工法の設計は、現地の施工条件等を十分考慮し、「管きょ更生工法の調査・設計・

管理ガイドライン (案 )」に従い、適切に進めなければならない。  

 

【解説】  

更生工法の調査・設計・施工管理フローを以下に参考として示す。  

 

図  10.2.9 管きょ更生工法の調査・設計・施工手順  

出典：管きょ更生ガイドライン  
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10.2.3 更生工法の選定手順  

更生工法の選定手順は、施工可能な条件、耐荷能力、耐震性能、更生後の流下能力等

の確認を行い、適用可能な更生工法の経済性等を考慮しながら最適な工法を選定しなけ

ればならない。  

【解説】  

「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン (案 )」より、更生工法選定まで

の手順例を以下に示す。  

 

図  10.2.10 更生工法選定までの手順例  
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出典：管きょ更生ガイドライン  

10.3 布設替え工法の設計  

 

布設替え工法の設計は、開削工法と改築推進工法に区分される。道路上に支障がない

場合は、開削工法とし、開削工法の設計基準に従い設計を行うこととする。  

一方、改築推進工法は、開削工法では困難な場合に採用されている工法である。  

 

 

【解説】  

改築推進工法は、管きょの推進工法の応用で、既設管を破砕して新管を推進挿入する

一工程式と、既設管より一回り大きいサイズの管きょを、外側に抱え込む状態で推進し、

内側の既設管を破砕、除去する鞘管方式がある。  

いずれにしても、実績があり、信頼性の高い工法を選定し設計を進めなければならな

い。  

 

10.4 修繕工法の設計  

 

修繕工法の設計は、「下水道施設計画・設計指針と解説」及び「下水道管きょ改築等の

工法選定の手引き (案 )」等に準拠して進めることとする。  

 

 

【解説】  

修繕工法は、現実に下水が流下している施設を対象とすることから、その施工には種々

の制約を受けるものである。したがって設計にあたっては、施設の状況を的確に把握し、

修繕が必要な原因、緊急度、施工条件等を十分検討の上、最適な工法を選定し設計する

こととする。  
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第 11 補助工法  
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第11章  補助工法  

11.1 補助工法の概要  

11.1.1 補助工法の基本事項  

下水道管きょ工事では、土質条件によって施工の難易度が大きく左右される。特に地

山が不安定な場合は、周辺環境に工事による影響を与えてしまうので、地盤の安定等を

目的に検討する際は、施工性、経済性等を考慮して最適な補助工法を選定しなければな

らない。  

【解説】  

補助工法には、種々の工法があり、それぞれの特徴があるので、単独もしくは併用に

よる検討を行って安全でかつ経済的な方法で、地山の安定を図るものである。  

地山の安定の具体的な効果として以下のものが挙げられる。  
 

①  止水  

②  ヒービング防止  

③  沈下防止  

④  支持力の増強  

⑤  漏気防止  

⑥  土圧の軽減  

⑦  推進工法やシールド工法の切羽の安定  

 

11.1.2 補助工法の種類  

補助工法には、一般的に使用されているものとして、以下の方法がある。  

(1) 地盤改良工法  

1) 薬液注入工法  

2) 高圧噴射攪拌工法  

3) 機械攪拌工法  

(2) 地下水位低下工法  

(3) その他の工法  

【解説】  

以下に補助工法の種類を示し、各工法の概要を述べる。  

 

図  11.1.1 補助工法の種類  

地 盤 改 良 工

法  

補 助 工

法  

高圧噴射撹拌工

法  

二重管ストレーナ 工

法  

機械撹拌工法  

薬液注入工法  

二 重 管 ダ ブ ル パ ッ カ ー

工法  

三重管工法  

地 下 水 位 低 下

工法  

ウ ェ ル ポ イ ン ト 工

法  

釜場排水工法  

デ ィ ー プ ウ ェ ル 工

法  
その他  

二重管工法  
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(1) 地盤改良工法  

地盤改良工法は、地盤の工学的性質を改善して安定性を増大させる方法である。 

注入材による土の性質を改良するものと、置換・攪拌による補強等の 2 つの方法が

ある。  

1) 薬液注入工法  

薬液注入工法は、地盤中に注入材料を圧入し、空気、水などを排除して固結さ

せることによって、地盤の止水性 (透水性 )、地盤強化、変状防止等の効果を期待

しようとするものである。  

このことから、注入の目的、地盤の条件によってそれぞれ適した材料、注入方

法、注入範囲、注入率を定めるものである。理論と経験の両面から検討して計画

をたてることが必要である。  
 

2) 高圧噴射攪拌工法  

高圧噴射攪拌工法は、超高圧ジェットの動的エネルギーにより地盤を切削破砕

してその切削土砂と置換あるいは混合する形で、硬化剤を充填しパイル状の固結

体を造成するものである。土層構成や土の性状による影響を比較的うけにくく、

必要箇所に必要量のグラウト材を計画的に注入できる。  
 

3) 機械攪拌工法  

高圧噴射攪拌工法が、空気、水、グラウト材の単体又は複合体で地盤を切削混

合するのに対し、機械式オーガー先端の攪拌翼で粉体又はグラウト材を混合攪拌

する工法である。  

下水道管きょ工事に用いられることは、一般的に少ない。  

(2) 地下水位低下工法  

地下水位低下工法は、地下水位をポンプ等で強制的に低下させて地山の安定を図

るものである。具体的には、地盤中の地下水位を低下させることにより、水圧の軽

減、土砂の流動防止による土留め壁面の安定、土砂の含水率低下による掘削作業の

能率の向上等を図るものである。  

なお、地盤改良工の施工が、周辺の地盤隆起や、井戸水枯渇等周辺環境にも影響

を与える場合があるので、事前に十分な土質調査、環境調査等が必要である。  

(3) 関連法規  

関連する主な法規類は表  1.4.1 に示す。  

また、地盤改良工に係る以下に示す通達について、設計・施工にあたって注意が

必要である。  

①  「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関

する当面の措置について」 (建設省技調発第 48 号、平成 12 年 3 月 24 日 ) 

②  「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関

する当面の措置について」の運用について (建設省技調発第 49 号、建設省営建発

第 10 号、平成 12 年 3 月 24 日 ) 

③  「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領

(案 )」の一部変更について (国官技第 16 号、国営建第 1 号、平成 13 年 4 月 20 日 ) 

④  「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」について (建設省官技発

第 160 号、昭和 49 年 7 月 10 日 ) 

⑤  「薬液注入工法の管理について」(建設省官技発第 157 号、昭和 52 年 4 月 21 日 ) 

⑥  「薬液注入工事に係る施工管理等について」(建設省官技発第 188 号、平成 2 年 9

月 18 日 ) 
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11.1.3 補助工法の選定  

補助工法の検討を進めるにあたっては、改良目的や設計条件等を明確にして、施工性、

安全性、経済性等総合的に勘案して最適な工法を選定しなければならない。  

 

【解説】  

工法選定の手順を参考に示す。  

 

図  11.1.2 補助工法の選定手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①設計条件の設定  

②補助工法の必要性の検

討  

③補助工法の目的の把握  

 

④施工可能な補助工法の

抽出  

 ⑤補助工法の比較検討  

 

⑥補助工法の選定  

a 施工性  

b 安全性  

c 工期  

d 工費  

e 信頼性  

f  周 辺の 影
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11.2 薬液注入工の設計  

11.2.1 薬液注入工法の基本事項  

薬液注入工の設計では、改良目的、改良範囲を明確にして、その目的に合致した信頼

性の高い最適な注入工法を選定しなければならない。その上で注入材料、注入方式等を

決定することとする。  

【解説】  

改良目的に、止水性と地盤強化の両者を求めるケースのときもあるが、注入工法によ

り、両者を満足できる注入工法もある。注入工法選定では、十分考慮する。  

 

11.2.2 注入材料の分類と選定  

薬液注入工法に使用する薬液は、暫定指針により水ガラス系薬液で、劇物又は弗素化

合物を含まないものに限定されている。  

これらの薬液は、工事目的対象地盤の土質により使い分けなければならない。止水を

目的とする場合、砂質シルト等においては溶液型薬液を選定する。  

【解説】  

水ガラス系注入材の分類及び土質条件等による注入材料選定の目安を以下に示す。注

入材料選定は、その使用目的や薬注規模及び経済性を考慮して判断する。  

(1) 主な材料  

 

図 11.2.1 現在使用されている主な材料  

出典：薬液注入  

(2) 注入材料の選定目安  

1) 特に重要な選定  

表  11.2.1 特に重要な材料の区分  

 

※  砂質土と粘性土の互層地盤の場合は、「互層地盤における対応」に準じて行う。  
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出典：薬液注入  

2) その他の選定  

表  11.2.2 その他の選定  

 

出典：薬液注入  

 

(3) 土質分類による溶液型と懸濁型の選定  

粒度分析がある場合は、下図に従って選定する。  
 

 

図  11.2.2 粒度と注入形態と材料  

出典：薬液注入  
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11.2.3 注入工法の選定  

注入工法は、注入目的に応じ各種の工法が開発されており、注入管の設置方法、注入

材の混合法によるもので以下の分類がなされている。したがって、改良目的、地盤条件、

施工条件及び注入工法の特性を十分考慮して選定しなければならない。  

【解説】  

信頼性のある一般的な注入工法は、以下のものに区分される。  

 

図  11.2.3 注入工法一覧  

出典：薬液注入  

上記の注入工法について、その概要と特徴を以下に示す。  

(1) 二重管ストレーナ工法 (地山パッカ方式 ) 

浸透注入を目的とし特殊パッカを装着したモニターを使用する工法。削孔終了

後、注入作業に移る前に特殊パッカを膨張させる事で注入材がロッド周辺よりリー

クする事を防ぎ、注入材が地盤と接触する面積を大きくし、単位面積当たりの注入

速度が小さくなることにより、浸透性を向上した注入方式。  

近年液状化対策工事等に用いられている。  

(2) ダブルパッカ工法 (シールグラウト方式 ) 

ケーシングで所定の深度まで削孔し、スリーブ付の注入管 (外管 )を建込み、ケー

シングと外管の間にシール材を充てんしてケーシングを引抜き、シール材の硬化

後、ダブルパッカを装着した注入内管を挿入して、1 ショットで注入する工法をい

う。  

(3) ダブルパッカ工法 (地山パッカ方式 ) 

浸透注入を目的とし、従来のダブルパッカ工法のシールグラウトを実施しないで

注入外管に布パッカ等を装着しパッカ内にセメントベントナイト液等を注入する

ことで地山にパッカをする工法。注入材が地盤と接触する面積を大きくし、単位面

積当たりの注入速度が小さくなることにより、浸透性を向上した注入方式。  

近年液状化対策工事等に用いられている。  

(4) 細束細管多点注入工法（シールグラウト方式）  

 広範囲な浸透注入を目的とし、注入速度を小さくし、浸透性を向上させた注入工

法。注入管は細い管を用い、ケーシング削孔した内部にシール材を充填後、その注

入管を注入深度毎に束にして設置する。注入作業は吐出量が少ないため、複数個所

を同時に注入することにより、効率的な注入を行うものであり、近年液状化対策工

事等に用いられている。  
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11.2.4 注入工の設計  

改良強度、改良最小範囲、注入率α等については、原則として「薬液注入工  設計資

料」 (一社 )日本グラウト協会の設計基準に準拠して設計を進めるものとする。  

11.3 高圧噴射攪拌工の設計  

11.3.1 高圧噴射攪拌工法の基本事項  

高圧噴射攪拌工法は、空気と液体の力で地盤を切削し、改良体を造成する工法である。 

11.3.2 高圧噴射攪拌工法の分類と選定  

高圧噴射攪拌工法は、切削方法と使用ロッドにより主に 2 つの工法に分類される。工

法及び硬化材の選定にあたっては、改良目的、地盤条件、施工条件、経済性等を総合的

に勘案して決定しなければならない。  

(1) 二重管工法  

(2) 三重管工法  

【解説】  

(1) 二重管工法  

二重管を使用し、切削を硬化剤とエアーで行い、回転しながら二重管ロッドを引

き上げることにより改良地盤を造成する工法である。  

(2) 三重管工法  

三重管を使用し、切削は水とエアーを噴射・回転しながら三重管ロッドを引き上

げることにより行い、下端から硬化剤を充填することにより改良地盤を造成する工

法である。  

表  11.3.1 高圧噴射攪拌工法の分類  

 

出典：JETGROUT 

高圧噴射攪拌工法として、最も一般的に用いられている工法が、二重管工法の JSG

工法と三重管工法のコラムジェット工法である。したがって、 JSG 工法とコラムジェ

ット工法を標準とし、比較検討して決定する。  
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11.3.3 高圧噴射攪拌工の設計  

改良体の強度、改良径、改良範囲、改良体の配置等については、原則として、「ジェッ

トグラウト工法 (JSG・コラムジェット )技術資料」 (一社 )日本ジェットグラウト協会の設

計基準に準拠するものとする。  

 

11.4 地下水位低下工の設計  

11.4.1 地下水位低下工の基本事項  

地下水位低下工法は、掘削面の崩壊、陥没等を防止し、掘削坑内をドライにして安全

性・効率性を高めるとともに施工精度を保持するために実施する。  

本工法を設計するにあたっての留意点は次のとおりである。  

 

【解説】  

採用にあたっての留意点を以下に示す。  
 

①  土の性状 (透水係数等 )、工事規模、排水量、所要低下水位、工期、排水先の条件

等を十分調査検討しなければならない。  

②  掘削基面又は掘削過程に支障とならない低下水位、水量の検討、水位低下時間と

掘削工程の調整。  

③  掘削基面又は掘削過程における底面の安定性の検討  

④  排水に伴う地盤沈下に対する検討  

 

11.4.2 地下水位低下工法の種類と適用範囲  

地盤の土質条件 (粒度分布 )と地下水位低下工法の適用性は、一般的に下図に示されると

おりである。砂質土から砂礫に至る透水係数 10～10-2cm/s では、重力排水、シルト質の

砂から砂層に至る透水係数 10-2～10-4cm/s では真空排水で対応することができる。  

【解説】  

 

図  11.4.1 各種土質に適用される地下水位低下工法    図  11.4.2 各土質に対する

排水法  
 

                出典：根切り工事     出典：ウェルポイント工法  

 

以下に、地下水位低下工法の概要と適用性について示す。  
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(1) 釜場排水工法  

掘削部へ浸透してきた水を掘削底面よりやや深い集水場所に自然流下させ、水中ポンプ

などで外部に排出するものである。この方法は設備が簡単で費用が安く、操作も他の工

法と比較して容易であるが、湧水量が多く自立性に欠ける地盤に対しては浸透水流の解

析検討を必要とする。  

土砂が釜場の中に沈殿してポンプの機能を阻害すること、表流水が直接流れ込む

ので濁水処理の必要があること、掘削の進行に伴ってたびたび掘り下げる必要があ

ることなどについて留意しなければならない。  
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(2) ウェルポイント工法  

地盤中にライザーパイプを挿入し、ヘッダーパイプにより相互に連結した真空ポ

ンプで地盤中の間隙水などを強制的に排水する方法をいう。  

真空ポンプを利用した強制排水であるため比較的透水係数の低い地盤からも排

水可能である。  

理論的な揚水可能水頭は 10.3m であるが、各種の損失水頭等のため、実用上は

6.0m 前後である。したがって、さらに水位を低下させる場合には、ウェルポイン

トを段階的に設置し多段式ウェルポイント工法を採用しなければならない。  

工法の特長としては、  
 

①  地下水位を低下することにより掘削坑内はドライワークで施工可能となる。  

②  ボイリングの防止  

③  土圧の減少、土の圧密強化が促進される。  
 

しかし、地下水位低下工法を採用することにより地盤の圧密による地盤沈下、周

辺井戸、池沼などが枯渇する危険がある。このため施工性、経済性のみの利点で採

用するのでなく、現場や周囲の状況を十分配慮して採用することが必要である。  

なお、本工法の採用が可能な土質は概略的に述べれば、粗砂～細砂、無機質の粗

類シルト、粘土質砂等である。透水係数でいえば、  

K＝α×(10-1～10-4)cm/秒(α＝1～9)程度が適当な範囲である。  

 

図  11.4.3 ウェルポイント工法設置概要図  

出典：根切り工事  

(3) ディープウェル工法  

削孔機を用いて地盤を削孔後、孔内にケーシングパイプを挿入し、ケーシングパ

イプ先端にポンプを据え付け排水する方法をいう。  

掘削深度が深く、また、地下水位が低く層状土質で、透水性の良い層が適度に介

在している場合に適する。  

地下水を低下させようとする区域に直径 500～1,000mm 程度の井戸を何本か設

けて、各井戸にそれぞれポンプ (深さ 10m 程度までサクションポンプ・10m 程度以

上は深井戸用ポンプ )を入れて揚水し、掘削に先立って地下水を低下させる工法で

ある。  

水中モーターポンプ等で揚水する方式であるため、かなりの深度まで地下水位を



              【平成 26年 4月-千葉市下水道設計指針-】                        【令和 4年 4月-千葉市下水道設計指針-】              

196 

 

 

低下させることが可能であるが、その影響が、広範囲に及ぶため、井戸の設置間隔

は、土質と必要地下水位低下量および 1 本当りの揚水量等を検討のうえ慎重に決定

しなければならない。  

 

11.4.3 ウェルポイントの設計  

ウェルポイント工法は、よく用いられている地下水位低下工法であるが、設計にあた

っては以下の点に留意する必要がある。  

 

(1) ウェルポイントの最高深さは、5.5m を標準とする。これを超える場合は、多段ウ

ェルポ  イントで行い、 1 段につき 5.0m を標準とする。  

(2) q(1 本当り揚水量(L/min))は、地盤の透水係数、真空度、地下水位の深さ等によ

り変化す  る。設計では 20L/min を標準とする。  

(3) ウェルポイントの間隔 (a)を 2m 以上にすると大きな井戸としてのカーテン機能が

なくな  るので、ウェルポイントの間隔は 2.0m とする。ただし、 a=2.0m 以下にするとき

は、土  質条件等考慮して別途検討する。  

(4) ウェルポイントのポンプの標準適用延長の目安は、φ 50mm では 100m、φ 65mm で

は 150m である。  

【解説】  

以下に具体的な計算式等を示す。  

 

1) 揚水量の算定  

揚水量の算定は、一般的に用いられている Thiem(ティーム )の式により求める。

井戸の形式には井底が不透水層まで達する貫入井戸と、井底が不透水層に達しな

い不貫入井戸があるが、一般的に安全側となる貫入井戸とし、自由地下水の場合

を(式 11.4.1)、被圧地下水の場合を (式 11.4.2)に示す。  

自由水：










−

w

10

2

w

2

0

r

R
log 2.3  

hh
kQ π＝  式  11.4.1 

 

被圧水：










−

w

10

w0

r

R
log 2.3

hh
kDQ π＝2  式  11.4.2 

ここに、  

Q ：総揚水量 (m3/min) 

k ：滞水層の透水係数 (m/min) 

ho ：自然水位 (m) 

hw ：井戸の水位 (m) 
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R ：影響半径 (m) 

rw ：仮想井戸の半径 (m) 

D ：滞水層の厚さ (m) 

 

図  11.4.4 滞水条件による井戸  

出典：根切り工事  

2) 影響半径  

影響半径は、地形、地盤の透水係数、揚水量、経過時間などにより変化する。

一般的な目安を表  11.4.1 に示す。また、地盤の透水係数などから求める式とし

ては、Sichardt(シーハルト )の式がある。  

R=3000・S  式  11.4.3 

ここに、  

R ：影響半径 (m) 

S ：水位低下量 (m) 

k ：透水係数 (m/sec) 

表  11.4.1 影響圏の半径  

土質分類  影響圏半径  

(m) 区分  粒径(mm) 

粗れき  >10 >1,500 

れ き  2～10 500～1,500 

粗 砂  1～2 400～ 500 

粗 砂  0.5～1 200～ 400 

粗 砂  0.25～0.5 100～ 200 

細 砂  0.10～0.25 50～ 100 

細 砂  0.05～0.10 10～ 50 

シルト  0.025～0.05 5～ 10 

出典：根切り工事  
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3) 仮想井戸の半径  

仮想井戸の仮定方法には、次の 2 つがある。通常は①の方法で行うが、長辺と

短辺の比が大きくなる場合は②の方法で行う。  

①  地下水位低下範囲と同面積の井戸と仮定  

π

A
rw =  式  11.4.4 

ここに、  

A ：地下水位低下範囲の面積 (m2) 

 

②  地下水位低下範囲と同周長の井戸と仮定  

 式  11.4.5 

ここに、  

a、b ：地下水低下範囲の長辺と短辺 (m) 

 

図  11.4.5 仮想井戸の半径  

出典：根切り工事  

4) ウェルポイントの本数、間隔  

ウェルポイントの必要本数および間隔は、(式 11.4.6)および(式 11.4.7)により

求める。  

q

Q
n =  式  11.4.6 

ここに、  

n ：ウェルポイントの本数 (本 ) 

Q ：揚水量 (m3/sec) 

q ：ウェルポイント 1 本あたりの揚水量 (m3/sec) 

ただし、q＝20/min を標準とする。  



              【平成 26年 4月-千葉市下水道設計指針-】                        【令和 4年 4月-千葉市下水道設計指針-】              

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 式  11.4.7 

ここに、  

a ：ウェルポイントの間隔 (m) 

ただし、a＞2.00m のとき a＝2.00m 

1.00≦a≦2.00 のとき a＝a 

L ：ヘッダーパイプ延長 (m) 

n ：ウェルポイントの本数 (本 ) 

 

5) ウェルポイントポンプの決定  

ポンプの台数は (式 11.4.8)による。  

E

Q
N


=
η

 式  11.4.8 

ここに、  

N ：ポンプ台数 (台 ) 

Q ：揚水量 (m3/min) 

E ：ヒューガルポンプ排水量 (m3 /min) 

η  ：ポンプ効率 (＝0.7) 
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第 12 章 耐震設計  
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第12章  耐震設計  

12.1 耐震設計の基本的な考え方  

下水道施設の耐震設計においては、地域特性、地盤特性及び施設の特性、重要度や規

模並びに類似施設の被災事例を考慮し、個々の下水道施設及び下水道システム全体とし

て必要な耐震性を有するように配慮しなければならない。  

【解説】  

①   管路施設の耐震対策の基本的な考え方は、施設の重要度区分ごとに求められる

構造体の耐震性能の確保を目指すものである。  

 また、海岸浜周辺等で発生した大規模な液状化現象に伴う管きょの浮き上がり

や蛇行による閉塞等から、液状化対策を十分に考慮して設計を進めることが必要

である。  

②   管路施設が被災した場合にも下水道が果たすべき機能が確保できるよう、シス

テム的な対応により耐震性能を確保するとともに、下水道施設の被災による二次

災害の防止を図らなければならない。特に緊急輸送路等の重要道路でのマンホー

ル浮上や沈下は、避けなければならない。  

③   津波の影響を受ける施設については、必要に応じて吐口の逆流防止対策等を講

じるなど耐津波対策等を考慮することとする。  

 

12.2 耐震設計の基本事項  

12.2.1 設計基準等の適用  

耐震設計は、「下水道施設の耐震対策指針と解説」(日本下水道協会 )、「下水道施設耐震

計算例」 (日本下水道協会 )、及び「千葉市地域防災計画」に準拠して行うこととする。  

【解説】  

「下水道施設の耐震対策指針と解説」は、東北地方太平洋沖地震等の被災状況等、様々

な観点から改定がなされており、これらの内容を耐震設計に反映させることとする。  

管路施設では、差し込み継手管きょにおいて、周面せん断力の考えを取り入れ、埋戻

し土の液状化対策等を明示した。  

 

12.2.2 地震動レベル  

施設の供用期間内に 1～2 度発生する確率を有する地震動レベル 1 と、供用期間内に発

生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動レベル 2 の 2 段階の地震動を考慮する。  

 

【解説】  

対象とするレベル 1 地震動は、施設の供用期間内に 1～2 度発生する確率を有する地震

動を、レベル 2 地震動は、プレート境界型地震や直下型地震動のように供用期間内に発

生する確率は低いが、大きな強度をもつ地震動を示す。  
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12.2.3 施設の重要度  

管路施設については、その重要度に応じて、「重要な幹線等」と「その他の管路」に区

分する。なお、重要な幹線の定義を補完するものとして、最新の地震対策関連計画を参

考とする。  

【解説】  

管路施設は、大きな排水量をもつ幹線や各家庭からの排水を受け持つ枝線まで、重要

度や設置条件等様々である。  

従って、「重要な幹線等」と「その他の管路」に区分して、それぞれに要求される耐

震性能を考慮して耐震設計を行う。  

表  12.2.1 管路区分  

区 分  定 義  

「重要な幹線等」  
下水道施設として影響の大きい幹線

管路  

「その他の管路」  「重要な幹線等」を除く施設  

 

以下に「重要な幹線等」の定義を示す。  

①  流域幹線の管路  

②  ポンプ場・処理場に直結する幹線管路  

③  河川・軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあ

るもの及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路等  

④  被災時に重要な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路等に埋設さ

れている管路  

⑤  相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路  

⑥  防災拠点や避難所、又は地域防災対策上必要と定めた施設等からの排水をうける

管路  

⑦  その他、下水を流下収集させる機能面から見てシステムとしての重要な管路  

※  システムとしての重要な管路とは、下水道法上の「主要な管きょ」を指す。  
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12.2.4 保持すべき耐震性能  

新設及び既設管路に求められる耐震性能は、設計地震動のレベルや下水道施設の重要

度に応じて次のように設定するものとする。  

・「重要な幹線等」はレベル 1 地震動に対して、設計流下能力を確保するとともに  

レベル 2 地震動に対しては流下機能を確保する。  

・「その他の管路」は、レベル 1 地震動に対して設計流下能力を確保する。  

・「重要な幹線等」のうち、軌道や緊急輸送路下の埋設管路は、レベル 2 地震動に対し  

て流下機能と交通機能を阻害しない性能を確保する。  

【解説】  

上記の内容を以下に整理する。  

表  12.2.2 管路施設の耐震性能  

 

出典：耐震指針  

 

①  「設計流下能力の確保」とは、流量計算書に記載された当該管きょの流下能力の

確保をいい、具体的には当該管きょの抜出しを防ぐとともに、管きょ断面に発生

する応力が許容応力度以内の状態を示す。  

 

②  「流下機能の確保」とは、地震によって本管部のクラックや沈下等の被害が生じ、

設計流下能力の確保が困難となっても補修や布設替等の対策を講じるまでの間

は、管路として下水を上流から下流に流せる状態をいい、具体的には土砂の流入

を防ぐとともに管きょ断面がひび割れを起こしているが破壊しない状態 (終局限

界状態 )を指す。  
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12.2.5 耐震設計方法  

管路施設は、原則として応答変位法を用いて次に示す方法により耐震設計を行う。  

(1) 「重要な幹線等」は、レベル 1 地震動に対して許容応力度法あるいは使用限界状

態設計法  によって耐震設計を行い、レベル 2 地震動に対して終局限界状態設計法

により照査する。  

(2) 「その他の管路」は、レベル 1 地震動に対して許容応力度法あるいは使用限界状

態設計法  によって耐震設計を行う。  

(3) 液状化の判定は、「重要な幹線等」はレベル 2 地震動に対して行い、「その他の管

路」はレ  ベル 1 地震動に対して行う。  

(4) 小口径管の耐震設計は、一定の地盤条件等を満足すれば耐震計算は省略すること

ができ  る。  

【解説】  

埋設管路の耐震計算は、応答変位法によることを原則とし、計算される管体発生応力、

ひずみ等により安全性を照査する。  

その理由は、管路は一般に断面の外周の長さに比べて管軸方向の長さが長く、かつ見

かけの単位体積重量も周辺地盤と比較して相対的に軽いために、地震時に独自の振動を

することはなく、周辺地盤の動きに支配されると考えられるからである。  

 

(1) 重要な幹線等  

1) レベル 1 の許容応力度法は、構造物の各部材に発生する応力を弾性理論により求め

て、これに対して、部材の安全を確認するための設計基準強度から定められた許容

応力度とを比べることにより計算を進める方法である。  

2) レベル 2 の終局限界状態設計法は、構造物又は部材が破壊したり、転倒、座屈、大

変形等を起こし、安定や機能を失う状態か否かで安全性を照査する。  

 

(2) その他の管路  

レベル1の使用限界状態設計法は、構造物又は部材が過度のひび割れ、変位、変形、

振動をを起こし、正常な使用ができなくなったり、耐久性を損なったりする状態か

否かで安全性を照査する。  

 

(3) 液状化は、管きょ流下機能に大きな影響を与えるものであるため、「重要な幹線等」

については、地震動の大きいレベル2地震動に対して行い、「その他の管路」はレベ

ル1地震動に対して行う。  

 

(4) 小口径管 (内径700mm以下 )の差し込み継手の場合について、以下の①～⑦の条件を

満足する場合は、原則として耐震計算を省略できる。これらの条件に当てはまらな

い場合は、耐震計算を行い耐震性能を確認する必要がある。  
 

①管径φ700mm 以下の差し込み継手管きょであること。  

②管きょの埋設線形がほぼ直線であること。急曲線は含めない。  

③管路周辺の表層地盤が均一とみなせる地盤であること。  

④極端な軟弱地盤あるいは特殊な地盤でないこと。  

⑤推進工法においては、地盤に硬軟の急変化部がないこと。  

⑥土質、土被り、基盤深さ等の地盤条件が急変していないこと。  

⑦液状化しない地盤もしくは地盤改良等により液状化しない地盤と見なせるこ
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と。  
 

なお、詳細については、監督員等と協議して方針を決定する。  
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12.3 耐震設計  

12.3.1 耐震設計の手順  

耐震設計は、管路施設条件、地盤条件、さらに地震動レベル等重要な設計条件を設定

したのち、施設の重要度に応じレベル 1、レベル 2 の 2 段階の耐震設計を実施する。  

 

【解説】  

設計の全体的な手順と、各構造体の設計手順を以下に示す。  

 

(1) 全体としての設計手順  

 

図 12.3.1 耐震設計作業手順 (全体的な作業手順 ) 
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(1) 自然流下管  

1) ヒューム管  

 

図  12.3.2 差込継ぎ手構造の円形管きょ  

 

出典：耐震計算例 (前 ) 
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2) 塩ビ管  

 

図  12.3.3 塩ビ管の耐震設計フロー  

出典：耐震計算例 (前 ) 
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(3) 組立マンホール  

 

図  12.3.4 組立式マンホールの耐震設計フロー  

出典：耐震計算例 (後 ) 
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12.3.2 耐震マトリックス  

管きょ及びマンホールをその特性から分類し、それぞれの耐震検討項目を以下のマト

リックスに整理する。また、必要検討項目と参考文献の関係も示す。  
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12.3.3 耐震性向上の具体的対策法  

耐震性向上の具体的対策法を耐震対策指針より参考として以下に示す。  
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12.4 液状化対策  

管路施設の周辺地盤や開削工法による埋戻し土が液状化するおそれがある場合は、次

の検討を行う。  

(1) 液状化の判定  

(2) 液状化対策  

【解説】  

管きょの液状化による被害は、管きょ自体の閉塞等の問題のほかに、管路施設浮上や

陥没の現象から道路交通に多大な影響を与えるため、二次的な被害防止が課題であるこ

とが明らかになっている。  

これらの状況を踏まえて、管路施設の耐震設計では、周辺地盤の液状化及び埋戻し土

の液状化について検討する。  

 

(1) 液状化の判定  

1) 周辺地盤の液状化の判定  

「重要な幹線等」と「その他の管路」に分けて液状化判定を行うこととする。  

①  「重要な幹線等」は、当該路線の土質調査や地下水位調査に基づきデータを整理

して実施する。  

②  「その他の管路」は、対象地区周辺の既存資料から液状化の可能性を判定する。 
 

2) 埋戻し土の液状化の判定  

軟弱粘性土地盤、泥炭地盤等、周辺地盤が非液状化地盤であっても、埋戻し部

の地下水位が高くなる場合、液状化が生じるおそれがある。そのため、埋戻し土

の液状化の可能性についても判定する必要がある。次の条件すべてに該当する場

合に発生する可能性が高い。  

③  地下水位が高い場合 (GL－3.0m 以浅 ) 

④  埋設深度が深い場合 (管きょの土被りが GL-2m 以深、かつ地下水位以下 ) 

⑤  周辺地盤が軟弱な場合 (緩い砂地盤 (概ね N 値≦15)、軟弱粘性土地盤 (概ね N 値≦

7)等 ) 

⑥  砂など液状化しやすい埋戻し材料を使用する場合  
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(2) 液状化対策  

1) 周辺地盤の液状化対策  

液状化発生防止方策と液状化被害軽減方策の事例を以下の表に示す。  

表  12.4.1 周辺地盤の液状化対策工法一覧 (その 1)  

 

出典：耐震指針  
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2) 埋戻し土の液状化対策  

埋め戻し土の対策には、「埋戻し土の固化」、「砕石等による埋戻し」「埋戻し土の

締固め」の 3 工法がある。いずれについても、適切な施工管理、品質管理が求め

られるため、十分検討して工法を選定する。  

 

表  12.4.4 埋戻し部の液状化対策と概念図  

 

出典：耐震指針  

 

なお、これらの埋戻し部における液状化対策の決定にあたっては、道路管理者等

と協議の上で決定する。  
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第 13 章 マンホールポンプ施設  
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第13章  マンホールポンプ施設  

13.1 適用  

 

マンホールポンプ場の維持管理を行うにあたり、適切な施設機能を確保するために必

要な事項を定めるものである。  

 

 

【解説】  

詳細については、マンホールポンプ場移管マニュアル (千葉市建設局 )(参考資料 -4)を参

照のこと。  

なお、必要に応じて、施設管理者 (中央浄化センター又は南部浄化センター )と協議する

こと。  
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参考資料-1  

流量表  (様式) 
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参考資料-2  

管きょ流量表(マニング式) 
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参考資料-3  

地下埋設物占用位置標準図  
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参考資料-4  

マンホールポンプ場移管マニュアル  
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参考資料-5 汚水桝設置基準  
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汚水桝設置基準 

 

第１ 汚水桝の設置箇所数  

   汚水桝は、原則として一宅地につき１箇所１汚水桝を設置する。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。  

 （１）土地の形状により必要な排水勾配がとれない場合、既存の建築物の状況･構造等

により１箇所では宅内汚水を排除できない場合など、市が調査し必要と認めた

とき。  

（２）一宅地に建築物が２棟以上あり、受益者負担金（分担金を含む。以下同じ。）納

入者が異なる場合で、市が調査し必要と認めたとき。  

 

第２ 汚水桝の設置位置  

１ 汚水桝は、原則として道路（私有道路を含む。以下同じ。）境界線から１メートル

以内の宅地内に設置する。ただし、次に掲げる場合は、道路に設置するものとする。 

（１）宅地内に汚水桝の設置場所がないなど、市がやむを得ないと認めた場合  

（２）道路と宅地面との高低差が１メートル以上ある場合  

２  汚水桝の設置位置は、土地所有者及び家屋所有者が提出するものとする汚水桝設

置位置承諾書（様式第１号）により決定するものとする。  

 

第３ 汚水桝の種類  

  設置する汚水桝は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる汚水

桝とする。  

（１）宅地内に設置する場合  

    塩ビ製汚水桝（φ２００）  

（２）道路に設置する場合（次号に掲げる道路を除く。）  

    コンクリート製汚水桝Ｂ型（φ４００）又は防護ハット（Ｔ－１４用）を用い

た塩ビ製汚水桝（φ２００）  

（３）交通量の多い道路、重車両が頻繁に通行する道路等に設置する場合  

    防護ハット（Ｔ－２０用）を用いた塩ビ製汚水桝（φ２００）  

（４）宅内汚水の量が多く１５０ mm 取付管で排除できない場合  

    人孔兼用桝  

 

第４ 補足  

１  公共下水道供用開始時に土地利用が確定してなかった土地が、その後確定した場合

においては、申請者（受益者負担金に係る受益者の申告をした者、又は受益者負担金を

納入している者に限る。）が汚水桝設置申請書（様式第２号）により申請したときに  

汚水桝を設置するものとし、その設置時期は原則として申請時から６ヶ月以内に行う

ものとする。  

２  次の各号に該当する場合の汚水桝の設置に要する費用は、受益者が負担するものと

する。ただし、市長が公益上特に必要と認める場合は、この限りではない。  

（１）コミュニティプラントの処理区域内において設置する場合（市に移管されたも

のに限る）  
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（２）公共下水道供用開始時に汚水桝を設置した土地が、その後分筆により汚水桝が

設置されていない土地に新たに汚水桝を設置する場合  

（３）受益者の自己都合により汚水桝を設置する場合  

 

第５ 経過措置  

１  改正後の汚水桝設置基準の規定は、平成２６年６月１日以後の申請について適用

し、同日前の申請については、なお従前の例による。  

 

 

昭和４８年  ８ 月２８日決   裁  

昭和５４年  ８ 月 ７ 日改  正  

昭和６３年  ８ 月２８日一部改正  

平成 ８ 年 ４ 月 １ 日一部改正  

平成 ８ 年１０月  １ 日一部改正  

平成２６年  ６ 月 １ 日一部改正  
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参考資料-6 道路上に設置されている  

      公共ますの移設について（部長通知）  
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道路上に設置されている公共桝の移設について（通知）  

 

現在、「千葉市下水道設計指針」では、公共桝は原則として道路境界線から１．０

ｍ以内の宅内敷地に設置することと定められていますが、古くに道路上へ設置され

た、既設公共桝（以下「路上桝」という。）が存在する状況が見受けられます。  

道路上に設置されている路上桝には、宅内排水設備（以下「個人取付管」という。）

が接続されており、個人が占用許可を受けるとともに、管理義務が生じています。  

しかしながら、個人では取付管の定期点検等も適切に実施されない状況が想定さ

れ、実際に取付管の破損により、道路陥没等が発生している状況を踏まえ、個人賠償

責任等管理者としてのリスクを負っている事を認識してもらうとともに、道路の安全

を確保するため、下記のとおり対応するよう周知徹底願います。  

 

記  

 

１ 公共下水道事業における路上桝の移設について  

下水道本管から路上桝までの取付管を布設替えする際は、個人取付管も布設替

えが必要であることが想定されるため、下水道管理者が個人取付管と併せ路上桝

移設の協議を実施することとし、移設の有無にかかわらず、協議録を作成し道路

占用許可申請書に添付すること。  

 

 ２  事業者等への路上桝移設の指導について  

   事業者による宅地開発事業、家屋の新築改築等の事前相談・申請時に、既存路

上桝が確認された場合、個人取付管所有者には、道路占用により生じる将来的な

責任を説明した上で、路上桝の移設について検討するよう道路管理者と連携して

適切に 指導すること。  

 

 ３  その他  

公共桝設置の際、宅内敷地に設置することが困難（千葉市汚水桝設置基準

H26.6.1 一部改正より）であると認められる場合は、事前に土木事務所と協議し、

設置位置について了承を得て、協議録を作成し提出すること。  
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